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決算審査特別委員会総務分科会記録 
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前 田 健一郎 三 井 美和香 山 崎 真 彦 青 山 雅 紀 

石 川   弘 阿 部   智 中 島 賢 治 三 瓶 輝 枝 

中 村 公 江 野 本 信 正   

欠席委員 な  し 

担当書記 鴨 作 昌 宏 三 部 雅 人   

説 明 員 

財政局 

財政局長 山元 隆司 財政部長 勝瀬 光一郎 
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高橋 大樹 財政課長 大畑 晃 

資産経営課長 志保澤 剛 再整備担当課長 谷川 健 

管財課長 石井 進一 新庁舎整備課長 布施 恵一郎 

庁舎運用担当課長 成澤 昌明 契約課長 森 徹 

税制課長 久保木 敬一 課税管理課長 飯澤 康博 

納税管理課長 鈴木 祥司 総括主幹 佐藤 正則 

総務局 

総務局長 大野 和広 危機管理監 相楽 俊洋 

総務局次長 増原 知宏 市長公室長 西 公厚 

危機管理部長 國方 俊治 総務部長 中尾 嘉之 

情報経営部長 安部 浩成 秘書課長 山崎 哲 

報道室長 杉田 博儀 国際交流課長 平田 美智子 

危機管理課長 中野 保 緊急対策室長 櫛引 敏幸 

防災対策課長 田中 剛志 総務課長 濱木 功 

政策法務課長 小倉 淳 市政情報室長 渡邊 直子 

人事課長 大宮 真人 コンプライアンス

推進室長 

吉岡 信康 

再任用活用推進室

長 

西井 雄介 給与課長 小木曽 哲 

人材育成課長 江寺 毅 業務改革推進課長 上原 弘之 
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審査案件 
令和４年度決算 

財政局所管、総務局所管 

協議案件 指摘要望事項の協議 

そ の 他 委員席の指定 
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            主 査    前 田 健一郎 
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午前10時０分開議 

 

○主査（前田健一郎君） おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会総務分科会を開きます。 

 

委員席の指定 

○主査（前田健一郎君） 委員席につきましては、ただいまお座りの席を指定いたします。 

 本日の審査日程につきましては、まず財政局及び総務局所管の審査を行った後、指摘要望事

項の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いた

だきますようお願いいたします。 

 

財政局所管審査 

○主査（前田健一郎君） これより財政局所管の令和４年度決算議案の審査を行います。 

 当局の説明をお願いいたします。財政局長。 

○財政局長 財政局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが、座っ

て説明させていただきます。 

 私からは、財政局の決算状況について御説明申し上げ、具体的な事務事業の内容につきまし

ては、各部長より御説明申し上げます。 

 それでは、お手元の令和４年度主要施策の成果説明書の50ページをお願いいたします。 

 こちらは、歳入歳出決算額状況表でございまして、左右見開きで御覧いただきたいと思いま

す。 

 まず、金額につきましては、決算書と同様に円単位で記載しておりますけれども、説明は

100万円未満を切り捨て、100万円単位で御説明申し上げます。 

 初めに、一般会計の歳入の主なものといたしまして、まず財政局の歳入の７割を占めており

ます款１の市税でございます。 

 市税の決算額は、右ページの収入済額の欄でございますけれども、2,054億3,700万円となり

ました。こちらは前年度と比較いたしますと、個人市民税の増などによりまして、約55億円、

2.8％の増となっております。 

 市税のうち、主なものでは、項１の市民税が同じく収入済額で1,079億2,200万円となりまし

て、市税全体の約53％を占めております。前年度と比べますと、目１の個人市民税で、給与所

得や事業所得の増加などによりまして、市民税全体では約28億円の増額となっております。 

 項２の固定資産税、こちらは決算額705億9,800万円と、こちらは市税全体の約34％を占めて

おります。こちらは前年度と比べますと、家屋の新増築などによりまして、約19億円の増額と

なっております。 

 次に、不納欠損額でございますが、滞納整理に当たりまして、差し押さえるべき財源がなか

ったことから、滞納処分の執行停止を行いまして、その結果として、市税全体で２億5,400万

円が不納欠損となったもので、前年度とほぼ同額となっております。 

 次に、収入未済額でございますが、こちらは市税全体で43億900万円で、令和４年度の現年
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分、それから３年度以前の滞納繰越分、これを合わせまして、５年度に収入未済として繰り越

したものでございますけれども、滞納繰越分について新型コロナウイルス感染症によります徴

収猶予の特例の猶予期間が満了して納付が進んだことから、前年度と比べて減少しているとこ

ろでございます。 

 なお、徴収率でございますが、こちらは前年度と同じく97.9％となっております。 

 恐れ入ります、次ページをお願いいたします。52、53ページとなります。 

 上から六つ目の款で、款８の地方消費税交付金でございますが、収入済額は247億900万円と、

前年度と比べますと、輸入取引額の増などによりまして、約11億円の増額となっております。 

 次に、款14の地方特例交付金ですが、収入済額は13億9,500万円と、前年度と比べますと、

こちらは新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の一部終了などによりまし

て、９億円の減となっております。 

 次の54ページをお願いいたします。 

 款15の地方交付税でございますが、収入済額は209億2,200万円と、前年度と比べますと、普

通交付税が基準財政収入額の増に伴いまして、財源不足が減少したことなどによりまして、32

億円の減額となっております。 

 次に、款21の財産収入でございますが、収入済額は６億6,000万円と、前年度と比べますと、

土地の売払収入が増額となったことなどによりまして、約４億円の増額となっております。 

 次に、款23の繰入金ですけれども、収入済額は53億6,900万円と、前年度と比べますと、財

政調整基金や市庁舎整備基金からの取崩しの増によりまして、約46億円の増額となっておりま

す。 

 次の56ページをお願いいたします。 

 款25の諸収入でございますが、収入済額は32億1,400万円となりました。 

 歳入の最後は、款26の市債でございます。こちらの収入済額は254億8,900万円と、前年度と

比べますと、臨時財政対策債が減額となったものの、新庁舎整備事業の進捗などに伴いまして、

建設事業債が増額となったことから、約11億円の増額となっております。 

 以上のような状況から、財政局の歳入決算額は、収入済額の一番下の計の欄でございますが、

3,091億100万円と、前年度と比べ約85億円の増額となっております。 

 次の58ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出でございます。 

 まず、款２の総務費ですが、左から二つ目の欄、支出済額は186億400万円となりました。前

年度と比べますと、新庁舎整備事業費が事業の進捗に伴い増額となったことなどによりまして、

約27億円の増額となっております。 

 次に、款12の公債費でございますが、支出済額は510億5,800万円となり、財政局歳出決算額

の約７割を占めているところでございます。前年度と比べますと、償還元金及び利子が減額と

なったことなどによりまして、約５億円の減額となっております。 

 款13の諸支出金ですが、支出済額は約20億円となっております。前年度と比べますと、市債

管理基金や市庁舎整備基金からの借入金の償還額が減額となったことなどにより、約20億円の

減額となっております。 

 以上のような状況から、財政局の歳出決算額は、支出済額の一番下の計の欄でございますが、



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－5－ 

716億6,300万円と、前年度と比べて約２億円の増額となっております。 

 なお、歳出の執行率につきましては、98.2％でございます。 

 次の60ページをお願いいたします。 

 公債管理特別会計でございます。 

 この会計は、本市の各会計の公債費につきまして、償還事務の効率化や経費の明確化を図る

ために、一括して管理している会計でございます。 

 具体的には、歳入として各会計の公債費を繰入金として受け入れる一方で、歳出として元利

償還金を一括して支払うものでございます。 

 まず、歳入でございますが、右ページの収入済額欄の一番下の計は1,401億1,800万円で、そ

の主なものは款２の繰入金で、一般会計や特別会計、市債管理基金からの繰入金を合わせまし

た収入済額は1,031億5,500万円となっております。 

 款３の市債は、これは借換債でございまして、平成24年度に発行した市場公募債などの借換

えを行ったもので、収入済額は367億7,500万円でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 全て公債費でございまして、支出済額は、左から二つ目の欄ですけれども、1,401億1,800万

円と、歳入と同額でございます。 

 主なものは、目１の元金の1,038億5,100万円、目２の利子の62億500万円のほか、一番下の

目４の市債管理基金費でございまして、市場公募債などについて、将来の満期一括償還に備え、

市債管理基金へ積み立てたもので、支出済額は300億4,800万円でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

 続きまして、各部長から、具体的な事務事業の内容につきまして御説明を申し上げます。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 財政部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。恐縮でございますが、

座って説明させていただきます。 

 主要施策の成果説明書の62ページをお願いいたします。 

 財政部の主な施策の概要及び成果につきまして御説明申し上げます。 

 資金課及び財政課の財政管理事務についてです。 

 決算額は5,446万円です。 

 １の予算関係事務は、当初予算書及び補正予算書を記載の部数で作成いたしました。 

 ２の公会計事務ですが、総務省が示す作成基準に基づき、公会計業務支援システムにより、

貸借対照表、行政コスト計算書などの財務書類を作成いたしました。 

 ３の各種報告書の作成は、市の財政、主要施策の成果説明書など、記載の資料を作成いたし

ました。 

 ４のふるさと納税の受入れですが、令和４年度に個人から寄附を受入れた件数は6,302件と

なっております。 

 財政部の説明は以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 資産経営部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただきます。 
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 成果説明書の63ページをお願いいたします。 

 資産経営部の主な施策の概要及び成果について御説明いたします。 

 初めに、資産経営課の１、資産経営事務ですが、決算額は400万円で、引き続き資産経営シ

ステムの運用などを行いました。 

 次に、資産経営課及び管財課の２、千葉中央コミュニティセンター再整備ですが、決算額は

２億2,300万円で、再整備に向けた基本設計、立退料算定調査等を行いました。 

 次に、管財課及び新庁舎整備課の３、財産管理事務ですが、決算額は９億円です。 

 内訳は、１、財産管理として、市有財産の火災保険等加入件数が、建物914件、航空機、船

舶３件、動産２件となっております。 

 ２、庁舎管理では、（１）ポートサイドタワーの事務室等の借上げや、（２）庁舎清掃、設備

管理委託等32件などとなっております。 

 ３、自動車管理としては、（１）公用車の損害保険料、（２）一部公用車のリースによる賃貸

借料となります。 

 ４、用地事務は、将来的に利用予定のない未利用市有地の公募処分のための不動産鑑定料等

でございます。 

 64ページをお願いいたします。 

 新庁舎整備課の４、新庁舎整備ですが、決算額は139億3,600万円です。 

 内訳は、１、新庁舎整備工事、２、新庁舎整備総合管理支援業務、３、新庁舎開庁準備支援

業務、４、新庁舎什器等移転、５、什器・備品等の整備、６、既存什器の廃棄等、７、新庁舎

竣工に伴う式典、８、その他関連経費となっております。 

 次に、契約課の５、契約事務ですが、決算額は2,300万円です。 

 １、競争入札参加資格者登録数は、（１）工事関係が延べ9,391社、（２）物品関係が延べ１

万9,518社となっております。 

 ２、契約件数及び金額は、（１）工事関係が713件、311億3,500万円、（２）物品関係が609件、

34億3,300万円、（３）委託が８件、３億3,500万円となっております。 

 ３、電子入札の実施は、（１）工事関係が705件、（２）物品関係が606件、（３）委託が８件、

合計で1,319件となっております。 

 資産経営部の説明は以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 税務部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきま

す。 

 税務部の主な施策の概要及び成果について御説明いたします。 

 主要施策の成果説明書65ページをお願いいたします。 

 初めに、課税管理課が所管しております１の市税賦課事務でございますが、決算額は５億

3,000万円で、こちらは市民税、固定資産税などの市税の賦課に要した経費でございます。 

 １の主要税目の納税義務者数ですが、令和４年度は、個人市県民税は51万2,331人で、３年

度に比べ6,348人の増、同様に、法人市民税は２万6,423社で355社の増、純固定資産税は34万

9,381人で3,631人の増となっております。 

 主な業務としては、２から４に記載しておりますとおり、市民税、県民税、それから固定資
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産税、軽自動車税の納税通知書作成業務委託等を実施したものでございます。 

 次に、２の税務証明発行窓口キャッシュレス化でございますが、こちらは市民の利便性の向

上を図るため、地方創生臨時交付金を活用しまして実施した新規事業でございます。 

 決算額は1,000万円で、こちらは所得証明や納税証明などの税務証明書の交付を窓口で受け

る際にお支払いいただく手数料について、キャッシュレスによる支払いを可能にするための機

器の導入等に要した経費でございます。キャッシュレス決済は本年２月28日から開始しており、

クレジットカード、それからペイペイなどのコード決済、Ｓｕｉｃａなどの電子マネーでの支

払いが可能となっております。 

 次に、納税管理課が所管しております３の市税収納事務ですが、決算額は９億2,200万円で、

こちらはコンビニエンスストアでの納付やネットバンキング、クレジットカード、コード決済

など、様々な納付方法による市税収納に要した経費でございます。 

 １の納付方法別収納件数ですが、令和４年度の総収納件数は203万件で、納付方法別の件数

は記載のとおりでございます。納付方法別割合を３年度と比べますと、新たにコード決済を開

始したことによりまして、特に金融機関窓口、口座振替、コンビニエンスストアの割合が減少

しております。 

 続いて、66ページをお願いいたします。 

 ２の口座振替加入状況ですが、令和４年度末における加入者数は21万5,541人で、３年度に

比べ354人の増でございますが、加入率としては0.5ポイントの減となっております。 

 そのほか口座振替の申込みをインターネットにより手続することができるウェブ口座振替受

付サービス、こちらの利用件数は、令和４年度で2,005件、３年度に比べ99件の減となってお

ります。 

 ３の納期内納付状況ですが、令和４年度は、件数は175万2,000件、割合は84.1％、３年度に

比べまして、割合は0.1ポイントの増。金額では996億4,800万円、割合は91.5％、３年度と比

べますと、割合として0.2ポイントの減となっております。 

 ４の共通納税システム利用状況ですが、主に法人市民税等の地方税をインターネットにより

電子納付できるサービスでございまして、こちらの利用件数は７万3,312件で、このサービス

を利用して納付いただいた税額は113億8,200万円となっております。 

 67ページをお願いいたします。 

 次に、４の市税徴収事務ですが、決算額は１億6,600万円で、こちらは差押えやインターネ

ット公売の実施など、様々な徴収事務に要した経費でございます。 

 １の差押件数ですが、令和４年度は5,830件、３年度に比べ695件の増となっております。 

 最後に、５の債権管理事務ですが、決算額は140万円で、こちらは債権管理の推進に要した

経費でございます。 

 １の滞納債権の徴収ですが、（１）支払督促は６件、それから債務名義取得が４件、一括納

付が９件、債務承認は32件となっております。 

 ２の民間委託等ですが、徴収事務の弁護士委託や弁護士メール相談を実施したものでござい

ます。 

 税務部の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（前田健一郎君） それでは、これより御質疑等をお願いしたいと思いますが、審査の
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初日となりますことから、委員の皆様に申し上げます。 

 御質疑等の際には、最初に一括か一問一答か、質問方法を述べてください。いずれも、答弁

並びに意見要望を含め、45分を目安とさせていただきます。 

 なお、10分くらい前になりましたら、残りの時間をお知らせいたしますので、時間内で御発

言をまとめていただくよう、御協力のほどお願いいたします。 

 また、委員の皆様には、令和４年度の決算審査であることを十分に踏まえ御発言いただくと

ともに、所管におかれましては、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 なお、委員外議員が質疑を希望した場合の取扱いは、当分科会の委員の局ごとの質疑が全て

終了した後に、協議、決定いたしますので、御了承願います。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。（野本委員「委員長、議事進行」と

呼ぶ）野本委員。 

○委員（野本信正君） 発言させていただきます。 

 ただいま委員長が、審査に当たっては決算ということを踏まえてということをおっしゃいま

した。今回、代表質疑を聞いておりますと、各会派とも、決算と予算編成についてという設問

で質問しております。ですから、決算に限ってという、予算編成に及ぶ質問ということになっ

ておりますので、その辺はやっぱり認識していくべきだというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 阿部委員。 

○委員（阿部 智君） 先ほどの野本委員の御発言、それはそれで御意見を承る話なんでしょ

うが、しかし千葉市議会の決算の委員会においては、ずっと決算でやっていたはずです。もし

そのような、野本委員のようなことをされたいということでありましたら、決算審査特別委員

会の理事会があったと思いますので、その理事会できちっと諮って、予算も含めてやっていき

たいいうことをしっかり理事会で協議し、そしてオーケーなった場合にやるべきじゃないのか

なと。否定するわけではありませんが、手続の話で、ここでやるべき話ではないと思っており

ますが。委員長、いかがですか。私の発言でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私は、本会議の各会派の代表質疑を聞いておりまして、ほとんどの会

派が決算と予算編成についてという、そういう設問で質疑をなさっておられましたので、そう

いう決算の審査というのは、仕方かなということを認識して、あまり狭い範囲に努めることは

ないだろうということでございますので、委員長におかれましては、そういう形で進めてくだ

さい。本会議と委員会が違っちゃ困りますから。（中島委員「駄目です。駄目です。絶対駄目

です。絶対駄目です。ルールはルールだからさ、ちゃんとね。そういうのは駄目だよ。何でも

ありになっていっちゃうよ、どんどん。そんなの駄目です、絶対」と呼ぶ） 

○主査（前田健一郎君） 中島委員。 

○委員（中島賢治君） やっぱりね、ルールはルールですから、ちゃんとルールにのっとって

物事を進めていかないと、何でもありになっていっちゃいます、今後。それ駄目です、絶対。

認めませんという意見を私は申し上げさせていただきたい。（野本委員「じゃ、本会議で発言

したのは間違えなのか。おたくの会派はみんなやってんじゃない。おかしいじゃないの」と呼
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ぶ） 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） すみません、新人なので教えていただきたいんですけれども、明確な

書面によるやり方の根拠みたいなのというのはあるんでしょうか。決算審議のときは決算審議

しかできないなり、明確にあるんであれば枠組みの中でやるべきだと思いますし、それがない

のであれば新たに決めたほうがいいと思うんですけれども、ちょっと教えていただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 今の山崎委員の回答につきましては、後ほど。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 済みません、新人なもので、慣例という言葉で一くくりにされるより

は、ちゃんと明確な根拠があったほうが、やるほうも納得してできると思うので、その辺をち

ょっと明確に御回答いただければありがたいです。お願いします。 

○主査（前田健一郎君） 阿部委員。 

○委員（阿部 智君） 先ほど山崎委員からの御発言もあったと思いますけれども、ルールも

あると思いますが、議会は慣例も非常に重要なところでございますので、その二つ両面からい

くものだと。私がちょっと話す、言うことじゃないかもしれませんけれども、一応言わせてい

ただきたいかと思います。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 済みません、元市役所の職員だったので、法律なり、そういった根拠

規定によるその仕事をしていたので、そういう考え方をしておりました。ちょっといろいろ教

えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。やっぱり決算ですので、令和４年度の決算を

しっかりと審査するのは当然なんですが、指摘要望事項というのは、今後に生かせる内容のも

のになっていくのかなというふうに私も認識しておりまして、そういった意味では、そればか

り特化されては困るんですけれども、やはり決算を中心に踏まえた上で、指摘要望事項につな

がるような発言であれば、これは差し支えないのではないかと思いますので、委員長、よろし

くお願いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 中島委員。 

○委員（中島賢治君） 決算審査特別委員会なんだから決算だけです。駄目です、絶対そんな

の。予算に関する話なんか駄目ですよ、そんなの。絶対認めません、そんなの。駄目。（三瓶

委員「何で。指摘要望事項はこれからでしょう」と呼ぶ）指摘要望事項と予算は関係ないでし

ょう。これ、決算に対しての指摘要望事項ということじゃないの。ピントがずれているんじゃ

ない。頼むよ。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ごめんなさい、指していただいてありがとうございます。予算は予算、

決算は決算で、指摘要望事項は指摘要望事項として取り組んでいただくほうがいいかと思いま

す。 

○主査（前田健一郎君） 中島委員。 

○委員（中島賢治君） 予算をやるんであれば予算審査特別委員会というね、ちゃんとあるん

だから、予算はそちらでやんの。これは決算審査なんだから、決算だけです。 
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以上です。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 各会派が代表質疑で、決算と予算編成についてと、ほとんどの会派は

そういう質問の仕方をしているわけです。ですから、委員会も同じようにすべきじゃないかと。

本会議は別で委員会は別だというのはおかしいだろうと、そういうことを言っただけで、別に

決算と違うことを私が発言しようとしているわけじゃなくて、そういうことは理解してやりま

しょうって言っているわけです。 

○主査（前田健一郎君） それでは、今各委員いろいろ御発言がありましたが、決算審査とい

うことなんで、決算を中心に進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（前田健一郎君） それでは、御質問等がありましたらお願いいたします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 一問一答です。 

ありがとうございます。気分を変えて。私個人的には、やはり代表質問とかは決算を含め、

予算も含め、指摘要望事項も含め述べていただいても、質問していただいても、全然オーケー

かと考えております。 

 ただ、本日は決算審査特別委員会ということで、ある意味、決算について詳しく精査できる

ような体制で臨んでいきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 では、私のほうからは、62ページにありますふるさと納税の受入れにつきまして、今回議案

の中で企業版のふるさと納税の基金の設立というお話がございまして、まだ可決されていない

ですけれども、一応議案が上がりました。このふるさと納税の企業版についての取組にすごく

期待したいんですけれども、何か見解とかお考えございますか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 すみません。企業版のふるさと納税は、総合政策局のほうになっておりますので、

申し訳ございません。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） それ答弁できないということね。分かりました。 

 ４点ほど質問させていただきたいと思いますけれども、初めに市債残高についてなんですけ

れども、順調に減ってはきているんですけれども、令和４年度では若干増えていますよね。今

後、施設更新を含めた中で、見通しについてちょっとお聞きしたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 令和４年度につきましては、新庁舎の関係ですとか、千葉公園体育館などの整備、

その進捗に加えまして、資材高騰の影響もありまして、全会計の市債残高につきましては、前

年度末と比較して92億円増の9,718億円と12年ぶりに増加したところであります。 

 今後につきましては、政令市移行前後に整備した施設の更新等に係る財政需要もありますし、

新清掃工場といった市民生活に不可欠な施設の整備が本格化することに加えまして、また物価

高騰ですとか、労務単価の上昇による事業費の増加も予想されるところであります。 

 そういった中で、年によって凸凹はあるかもしれませんけれども、市債残高は一時的に増加

するということもありますけれども、引き続き我々としては、本市の持続的発展に向けて将来

負担の低減に配慮しつつ、計画的な市債の活用に努めてまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 次に、財政調整基金について、お伺いさせていただきます。 

 令和３年度では大幅に残高が増えた理由と、４年度におきまして残高が減った理由について

お聞かせいただきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 令和３年度につきましては、市税が予算に比べまして増額となったことで、当初

予算で計上しておりました財政調整基金の繰入れ32億円計上してございましたが、こちらの取

崩しをやめることができたという背景がございます。また、令和２年度決算の実質収支の一部

など、62億円を積み立てることができたということで、残高が令和２年度に比べまして、対前

年度比62億円増の190億円となったところでございます。 

 令和４年度でございますけれども、当初予算におきましては、引き続き社会保障関係経費、

こちらが前年度比で増額となったほか、新庁舎整備、あるいは幕張豊砂駅の整備、こういった

ものの整備の進捗によりまして、一般財源が増額となったということで、基金の取崩しは、大

幅に増額した70億円を計上してございました。 

 決算では、市税が予算と比べて増額となったこと、また効率的な予算執行などに努めました

結果、予算で計上した70億円の取崩しを35億円まで縮減できたということで、令和３年度決算

の実質収支の一部など15億円ございましたけれども、こちらを積み立てたことで、結果として

残高対前年度比で20億円減の170億円となったところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。よく理解できました。ありがとうございま

す。 

 今後、ちょっと確認したいんですけれども、物価高騰がやっぱり続く中で、市債残高の増加

とか、財政調整基金の減少が見られ、今後も財政運営的に厳しい状況になると思うんですけれ

ども、その辺の認識について分かりやすく教えていただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 今後もこの物価高騰の影響、あるいは光熱費の行政コストの増加、それから市有

施設の更新等に係る建設工事費の増加など、様々な財政需要の増加が見込まれているところで

あります。 

 一方で、国におきましては、賃上げですとか、企業の投資意欲をさらに加速させるような取

組を進めるというようなことで、本市におきましても、企業立地の促進といった税源の涵養に

向けた取組、これも堅調に進んでいるところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、今後の財政運営に当たりましては、財政需要の増による財政

指標への影響ですとか、市税収入の動向、こういったものを見極めながら、引き続き財政の健

全性を維持しながら、市民生活の向上ですとか、本市の持続的発展に的確に対応する必要があ

るというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 
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○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 様々議案研究等でも確認をさせていただきました。その中で、令和４年度の決算を踏まえま

して、今年度、令和５年度の税収見込みについて説明していただける範囲で結構でございます

ので、お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。野本先生、よろしいでしょうか。（「そ

れは決算と違うんじゃ、それは」と呼ぶ者あり）やめときましょうか。見込みはある程度また

改めて確認させていただきます。何かすごいやりにくいというか、（「遠慮ですか」と呼ぶ者あ

り）いや、遠慮はしていないんですけれども、大丈夫です。こういう雰囲気ですので、今回は

やめて、また改めまして、その辺、会派としましても確認等をさせていただきながら、また令

和５年度の取組を前に進めていきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いします。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（前田健一郎君） それでは、ほかに御質疑等ございますか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、昨年度の地方創生臨時交付金活用事業についての事業内容と事業費、実施した効果に

ついて伺います。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 令和４年度の交付金の活用額でございますけれども、75億円でございます。 

 この内訳ですが、コロナ対策に31億円、また物価高騰対策で44億円を活用してございます。 

 コロナ対策では、飲食店の利用促進などの地域経済回復に向けた取組のほか、コロナ患者の

調査や抗原検査キット配布など、感染対策に活用したところでございます。 

 また、物価高騰対策のほうでございますけれども、下水道使用料などの減免や、市単独で実

施いたしました子育て世帯の臨時給付金、中小企業の特別支援金などに活用したところでござ

いまして、いずれの事業もコロナや物価高騰の影響が長期化する中で、市民生活や事業活動へ

の影響の軽減に一定の効果が図られたのではないかというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 活用した事業については、利用してその恩恵を受ける方もいれば、事

業に当てはまっても利用しなかった方もあるんではないでしょうか。課題と今後の対策につい

てはどうか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 この決算、あるいは市民のお声、事業者のお声などを踏まえまして、より使いや

すい制度、またより多くの方に制度が行き届くよう、今後も工夫してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今、とにかく前の事業も含めていろいろこちらで知らせると、知らな

かったという人が非常に多いし、ネットを使える人ばかりじゃないので、結構そこら辺も含め

て周知の在り方が大事かなというふうに思います。 

 物価高騰の下で支援金等を給付したことで、直接お金が回っていたという評価についてはど

うだったでしょうか。 
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○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 電気、ガスや食料品といった日常生活や事業活動に欠かせないものがかなり高騰

してございました。こういった中で、幅広い世帯や事業者への支援、こういったものを実施す

ることによりまして、市民あるいは事業者の方々、関係団体から感謝の声も届いてございます

ので、一定の効果はあったのかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 飲食店などからもありがたいとの声もいただいておりましたけれども、

物価高騰で対象となる事業者が狭いために、当てはまらない事業者などはかなり苦しい事態と

なり、廃業閉店に追い込まれる事態もあったんではないでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 申し訳ございません。かなり厳しい状況というのは聞いてございますけれども、

具体的にどの程度というのは、私どものほうでは把握してございません。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） このところ身近なところでも、閉店廃業というところが非常に実態と

してあったりするということも聞いておりまして、やっぱりそういう点では、もっときめ細か

な手だてをしていかないと、本当に立ち行かなくなるかな。ただ、このところコロナが少し解

禁されて、ちょっと改善される傾向は出てきていますけれども、やっぱりこれから先々いつど

うなるか分からないので、対応していただければと思います。 

 次に、建設工事の入札不調について伺います。 

 この間の入札の契約件数と不調の件数の発生率の推移と対策を伺います。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 推移ということでございますので、令和２年度から申し上げますと、令和２

年度は契約件数が738件、不調率が30.22％、令和３年度は契約件数688件で不調率が19.04％、

令和４年度は593件で19.39％でございました。そのように、不調率についてはここ数年、減少

傾向にはあるという状況でございます。 

 入札辞退の主な理由については、技術者不足ということで聞いておりまして、そのため現場

代理人の配置制限の緩和ですとか、施工時期の平準化を推進しているほか、余裕期間制度の導

入など様々な対応を図っているところでございます。 

 引き続き工事担当部署と協力しまして、対策に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 契約件数が令和２年度738件から令和４年度593件と、かなり下がって

いるんですけれども、これは何による影響とか背景だということなんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今申し上げましたような対策を取った成果が出ているものというふうに認識

しています。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 不調の率が、確かに３割から19％ということで、横ばい状態になって
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いるということ自身については、特に否定するもんじゃないんですけれども、それでもやっぱ

り不調が２割近くあるというのは、今後の工事の延期も含めて、いろんな手だてとしては支障

を来たすのかなというふうに思いますので、そこへの対策をぜひ講じていただければというふ

うに思います。 

 次に、官公需契約実績の推移は、公契約条例の制定をしていく方向についてあるのかどうか

伺います。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 官公需につきましては、直近５年間の年間発注総額約930億円から1,000億円

程度、年間発注件数は約６万件から７万件ぐらいで推移してございます。 

 このうち、市内中小企業者への年間発注金額は約500億円前後、年間発注件数は約５万件か

ら６万件程度で推移してございます。 

 中小企業者への発注割合は、件数では大体85％、金額では50％前後で維持しているという状

況でございます。 

 公契約条例についてでございますけれども、現在、適正な予定価格の設定ですとか、社会保

険料等の加入の徹底など、労働環境に配慮する取組を行っているところでございます。条例制

定の効果については限定的であることなど様々な課題があることから、現時点では制定につい

ては考えていないという状況でございます。 

 引き続き他の自治体ですとか、国の動向等を注視してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） デメリットというのは何を指すんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 公契約条例につきましては、労働環境の労賃、最低労働賃金についての監視

等が必要であるならば公法的な根拠に基づいて、公権力的な形から制限していくという必要で

すとか、そういったことが議論されておりまして、現在、全国的にも30市弱ぐらいで導入はさ

れているんですが、否決されている市などもございます。そういったところから、今後、まだ

そういう契約の当事者という立場を利用した監視というものについての議論ということには、

今後もさらに議論が必要なところかなというふうに感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） ちょっと前ですけれども、日弁連でも公契約条例を求める意見書が出

されて、千葉県弁護士会からも提出もされていまして、この公契約条例を進めることで、賃上

げにつながる例も示されている中で、適正な賃金や労働条件で質の高い事業を担保するという

ことにつながるんではないかと思いますけれども、どうでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 おっしゃるとおり、そういうような御意見もありますし、一方でもともとその賃

金とかは労使関係で決めるものというような考え方も一方であろうかというふうに思います。 

 また、事務的にもこのチェックはかなり負担になるということもありますし、基本的には国

のほうで、全体的にどういうふうにしていくかというのを整理していただくものというふうに
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思っておりますので、国の動向等については、しっかり注視してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 国待ちでなくて、自治体がこういう条例をつくったことで、監視チェ

ックも含めた体制もつくった上で、手だてができることで、結果的には孫請も含めた人たちへ

の賃金低下というのを是正することができるというふうにも言われているので、本来はそうい

うふうに手だてすべきじゃないかということは申し上げたいというふうに思います。 

 次に、市税徴収事務について伺います。 

 令和３年度と比べて令和４年度は、差押件数が5,135件から5,830件と増加をしていますが、

市民の声を聞いて対応したのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 納税者の皆様の資力、それから生活状況は様々でございますので、納税が困難な

方にはまず納税相談を促して、事情を丁寧に伺いまして、収入や資産状況を確認した上で、猶

予制度を適用するなど、納税者に寄り添った形で柔軟に対応しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 以前、指摘もしたんですけれども、在宅で酸素をしている方に督促を

進める中で差し押えられたケースがあるなど、寄り添った納税とは程遠い状況が起こっており

ました。また、そのほかにも病気で仕事がなくなって、収入が減った方にも支払いの面で督促

をするというような状況が起こっていましたけれども、そういった状況についての把握、もし

くは対応というのはどうなっているのか、ちょっと伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 私どもといたしましては、とにかく納付相談のほうをお願いしたいというふうに

思っております。なかなか納付相談に１回来ていただいた後に間が空いてしまうという状況も

ございますので、極力納税相談の中で生活状況を把握するというのを、今後も重点的に行って

いきたいというふうに思っております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 結構この間、相談を受けて対応している方々を見ますと、本当に車も

なくて、今、税の事務所で相談といっても、基本的には若葉区と美浜区になってしまうので、

例えば花見川区からだと、美浜区の事務所まで行かなければいけないというのも大変なんです

よね。 

 それと、例えば在宅で酸素をしている人なんかは、実際に行くということもなかなか大変な

わけで、来いと言うこと自身はどうなのか、そこら辺でのこの徴収の在り方という点では、も

う少し今後高齢化がどんどん進んで、行きたくても行けないという場合も生じてくることへの、

ただ来いと言うだけで、こういう徴収の対応というのは、これで進んでいくというふうにお考

えですか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 現状といたしまして、やはり窓口においでいただくというのが一番だと思ってお

ります。細かい生活状況等を電話とかでもなかなか全部聞き切れないという状況がございます
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ので、直接お会いしてお話を伺うというのが一番大切かなと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 付き添って対応するだけでも、お一人当たりに対して１回で済まない

んですよ。こっちもあっちもどっちもこっちも全部行って、そうするとここでは足りないから

また来てくれという感じで、本当にワンストップで行ったときに一定の対応ができるとかとい

うふうになっていればいいんですけれども、そういうことも含めて、もうちょっと来る人の負

担も考えながら対応もしていかなければいけないかなというところは、是正もしていただきた

いなというようにも思いますし、もちろん会って話したほうがいいなというのは、電話でだと、

なかなか何の文書でどう見てお互いにやり取りするのは大変だなというのは、確かに見た感じ

で対面は大事だなというふうにはすごく接している中では感じるんですけれども、そこに来る

ようにするには、もう少し身近なところで手だてができるようにしたほうがいいんじゃないか

なというふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 御意見のほうは伺っていきたいと思っております。まだ現状では、市税事務所の

窓口でお願いしたいというふうに思っております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） ちょっと今後も、確かに窓口で声を荒げる方なんかもいたりして、職

員の人もなかなか大変だなということは、目の当たりにしたこともあったんですけれども、た

だ理解も含めてなかなかどうしようもなくて、悶々としている方もいらっしゃるので、ぜひ丁

寧な対応をお願いしたいと思います。 

 次に、滞納債権の徴収として、滞納処分や支払督促など法的措置を実施していたようですけ

れども、どのような対応を誰がしたのか、その結果、徴収強化となったのか、徴収猶予となっ

たケースはあるのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 滞納債権の徴収でございますけれども、再三の催告に応じない場合、支払督促を

指定代理人であります市の職員が簡易裁判所に申し立てることによって、実施しておるところ

でございます。支払督促をきっかけに、納付義務者との間で納付相談につながっているところ

でございます。 

 なお、市税の徴収猶予に相当するのが、非強制徴収債権ですと履行延期特約ということにな

るんですけれども、こちらは納付義務者と納付相談を行う中で、状況に応じた分割納付を実施

しているところでございまして、令和４年度では履行延期の特約を25件実施しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今の分割で納入をした場合と、延期をした場合というのがありますけ

れども、徴収強化になった方というのがあったということなのか、そのあたりはどうですか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 納付が進んだということで理解しているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 
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○委員（中村公江君） 市民側からすると、そもそも支払っていないということで、すごく負

い目も含めて追い込まれている状況の中で、専門家も含めてぎゅうぎゅうやられてしまうとい

うことについては、このパワーバランスからいうとかなり厳しいなという状況もあるかと思い

ます。もちろん、不当な方、不当な対応するという方も中にはいるかもしれないけれども、で

も一般的にはそこに対しての手だてをもうちょっと丁寧にしていただいて、対応していただき

たいと思います。 

 それと、民間委託として弁護士に委託というふうにありますけれども、弁護士がどう対応し

ているのか、実績と課題などをお示しください。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 弁護士委託でございますが、納付義務者に対して催告や納付相談を行うとともに、

交渉に至らない場合は、必要に応じて提訴することもございます。また、納付義務者の財産を

調査するため、弁護士が弁護士会に照会をすることもございます。 

 弁護士委託の実績でございますけれども、委託件数が19件で、令和４年度の徴収額か383万

1,000円でございます。 

 課題といたしましては、弁護士の介入によっても、なかなか納付交渉の進まないケースも存

在しております。解決に時間を要する事例もあるというのも現状でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 弁護士に委託をすることで、結果として19件で383万円、金額と委託

したところでの効果というあたりはどういうふうに捉えていらっしゃるんですか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 委託料そのものとしていたしましては、61万円ほどでございますので、一定の成

果はあったものと認識しております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 適正な対応をお願いしたいと思います。 

 戻って、電子入札を実施したことでの落札価格や入札する事業者の変化があるのか、お聞か

せください。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 電子入札につきましては、入札公告等の情報にアクセスが容易になることに

よる競争性の向上ということに加えまして、設計図書の電子配布や業者が一堂に会する機会が

なくなるということで、談合防止への一定の効果があるというものと考えております。 

 本市では、平成18年から電子入札を導入しておりますが、その間様々な制度改正があったこ

とから、導入したことによるのみの価格の変化等についての検証は困難でございます。 

 なお、市内事業者に対して、電子入札に参加するために必要なＩＣカードの取得を促し、現

在、契約課で発注する工事と物品調達の入札については、全案件を電子入札で執行しておりま

して、事業者からの納得が得られている状況というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 電子入札を導入する際に、電子入札システムというのは幾らかかって
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いるのか、そうでいない場合と費用はどう違うのかお聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 契約課長。 

○契約課長 契約課でございます。 

 電子入札のほうを平成18年頃に導入しておりまして、それ以前にかかっていたのが、年間

4,700万円のシステムでかかっていたものが、電子入札システム、県のほうのちば電子調達シ

ステムに変更することにより、年間約1,600万円ということで、年間約3,100万円の削減をして

おります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 電子入札をする上でのこのかかった費用というのは、一体どれぐらい

だったかという意味だったんですけれども、その効果は分かりましたけれども、電子入札その

ものを導入するときというのはどのぐらいかかったというのは、何かお分かりですか。 

○主査（前田健一郎君） 契約課長。 

○契約課長 申し訳ございません。平成18年度当時の資料でございますので、今手元にござい

ません。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） そうしたら、ちょっと後で資料をいただければと思います。 

 電子入札にしたことで、例えば、１件だけの応札というケースがあったのかどうか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 契約課長。 

○契約課長 契約課でございます。 

１者入札という意味でよろしいでしょうか。１者しか入札がないということもございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） ほかにも、過去にですけれども、１者だけの応札ということで、かな

りの利益を得ていたというような事業者もあったというような案件も、千葉市ではありません

けれども、起こったというふうに伺っています。 

 入札に関わる事業者は狭い業界で情報共有できる面もあり、むしろ見えないところで自由に

談合できる面もあるんじゃないかというふうに、識者の方が指摘することもあるんですけれど

も、それについての見解をお聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 先ほども言いましたけれども、電子入札によって集まる機会がなくなるとい

うことで、談合防止の効果があるというふうに考えておりまして、電子入札だからということ

で談合が行われる、それがきっかけになるということはないというふうに考えております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） むしろ集まるほうが正常にできる場合と、分かっている業界の人たち

で示し合わせてやるということが、見えないところでやりかねないというふうにも指摘されて

いるというような声が、専門家の方からも指摘をされているということで、私はちょっとまだ

研究は不足なんですけれども、単に電子入札だから全てウィン・ウィンだというふうにはなり

切れないことも一定あるのかなということだけ指摘はさせていただきます。 
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 次に、ふるさと納税の収入、政令市、県内での千葉市の位置、今後に向けての対策を伺いま

す。 

○主査（前田健一郎君） 財政部参事兼資金課長。 

○財政部参事（資金課長事務取扱） 資金課です。お答えします。 

 令和４年度の個人の方から本市への寄附金額につきましては、約１億8,000万円でございま

す。これは政令市では20市中19番目、県内の自治体では54団体中19番目に多い額でございます。 

 なお、ふるさと納税につきましては、国の通知によりまして、本年10月から制度の一部見直

しが図られる予定ではございますが、今後も適切な運用を行う中で、引き続き千葉市ならでは

の特産品や体験など、千葉市らしさを表現できる返礼品のさらなる充実を努めるとともに、こ

の９月に、新たに２件のふるさと納税サイトを開設し、計６件の計６サイトを活用するなど、

より多くの方々に千葉市への寄附を知ってもらえるように努めているところでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 政令市で下から２番目の実態と、県都でありながら19番目というのは

あまりにも低い状況ですけれども、市外の方も含めてどうアピールして知ってもらえるように

していくんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 財政部参事兼資金課長。 

○財政部参事（資金課長事務取扱） 資金課です。お答えします。 

 なるべくいろいろな方々に周知、知ってもらえるように、例えば市のＳＮＳ、こういったも

のを活用して、周知をしていくところでありまして、これについても今後も努めてまいりたい

と思っております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） ホームページもちょっと見さしてもらったりしたんですけれども、例

えば大型店の商品券とか、市内じゃないとなかなか使わないんじゃないかなというものを、そ

ういうふるさと納税にしているっていったって、遠くの人はそんなの使うのというところとか、

あと市内の人からすると、ここは障害者団体だから買ってあげようって思ったりするんですけ

れども、なかなかそのＰＲがいま一つだったりすると、買ってもらおうというような購買力を

かき立てるようなＰＲがなかなか不十分かなというふうには、すごく感じます。 

 もちろん、地元からすると、非常に頑張っているようなところも幾つもあるのに、そこの押

し出しという点がどうなのかなというふうに思ったりするところがあるので、このアピールの

仕方も含めた発信をもう少しブラッシュアップしないと、ちょっとあれじゃなかなか投資しよ

うというふうにはなりかねないんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですけれども、

そのあたりどうですか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 例えば、泉佐野市ですとか、そういうところがすごい寄附金が集まっていたりと

か、千葉県で言うと勝浦市が今非常に寄附金が多いというふうに話で伺っています。 

 そういう海の幸ですとか、そういうものがあると、私どももやりやすいというのは正直ある

んですけれども、なかなか千葉だと、そういうものがまだ掘り出されていないというところが

ありますので、私どもとしてはなるべく返礼品については、なるべく拾い出しをさらに図って
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いきたいと思っていますし、もちろんＰＲも含めてやっていきたいと思いますし、先ほどちょ

っと申し上げましたけれども、やはり納税サイトが、なるべく多くサイトを使うことによって、

いろんなところから入っていけるということがありますので、そういったものの拡充について

も引き続き努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） サイトをただ見ただけで、買いたいというふうに思えるような並びも

含めて、なかなかちょっとどうかなというふうには思った部分があるので、もう少しアピール

の仕方もちょっと工夫が要るかなということは申し上げたいと思います。 

 次に、新庁舎整備に当たって什器なども含めて活用できるものと廃棄処分するものなどはど

うされたのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 旧規格ですとか、破損などで使用に耐えないものについては、廃棄処分をい

たしましたけれども、まだ機能的に使用できるというものにつきましては、庁内で譲渡会を実

施するなどしまして、区役所等の出先機関での使用という形での活用は図っているという状況

でございます。 

 最終的に残ったものにつきましては、売却するということについても検討を行っております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） どの程度売り上げたのか、その効果額など分かれば見通しも含めてお

聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 売却については、これからということなので、まだ金額について申

し上げられる状況ではございません。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 本当は使えるんであれば、ただ単に廃棄というんじゃなくても、どな

たか使えるかって、例えば売り物にならなくても、何でも壊すとか、廃棄するというんじゃな

くて、使ってもらえるところに譲るのも含めて、やっぱり環境面での負荷をあまりかけないよ

うな手だてを最終的にしていただけないかなということは、申し上げたいなというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。 

 私の質問は以上です。 

○主査（前田健一郎君） 先ほど中村委員より、電子入札についての資料要求がありましたが、

本件につきましてはいかが取り計らいましょうか。（「もらいましょうか」と呼ぶ者あり）全員

分でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）本分科会として、資料請求全員分いたしますの

で、よろしくお願いいたします。失礼しました。 

 それでは次に、御質疑等ございますでしょうか。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、51ページなんですけれども、不納欠損額が個人市民税なり、それから法人市民税なり

出ておりますけれども、これはそれぞれ何件ずつなのか、一番高いところと低いところそれぞ
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れどうなのか伺います。一旦これだけでお願いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課でございます。 

不納欠損額は、前年度に比べ82万8,000円減少しております。それで、１件当たり最大のも

の、最低のものということにつきましては、資料の用意がございません。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 件数を伺ったんですが、件数も分からないでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 申し訳ございません。件数はちょっとこちらに用意ございません。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 これだけ時効になって、そしてこれが不納欠損になっていくわけでございますが、昨年より

は減ったというような、先ほどの御答弁があったんですが、それで解釈をさせていただいて、

日頃の納税に対する御理解、御協力などが、ごめんなさい、職員の皆さんのお働きが少しずつ

ではございますが、効いてきているのかなというふうに思います。 

 あと、収入未済額のほうなんですが、こちらのほうは来年度に回していくというふうになる

んだろうと思いますが、前年度、今、４年度のをやっていますが、令和３年度の分で収入未済

額だったものが、令和４年度にこの回収された分というのはどのぐらいあるのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 令和４年度におきましての滞納繰越分の徴収額ということになるかと思いますが、

滞納繰越額のうち、令和４年度の徴収額が13億6,100万円でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それ、個人市民税と法人市民税に分けて幾らか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 個人市民税の滞納繰越分の徴収額ですが、令和４年度中で８億2,400万円でござ

います。 

 法人市民税でございますが、7,700万円でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 結構、個人市民税のほうが金額のほうも大きいですから、徴収された分も８億円ということ

で多いかなと思いますが、法人市民税のほうで7,700万円ということですが、これしか回収で

きなかったということで、それぞれ事情があるというのは分かるんですが、法人の方々、ある

いは個人の方々で、なかなか払えないという方々の状況というのはどのように把握されている

のか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 法人市民税につきましては、現年度中にほぼ徴収のほうができておるところでご

ざいます。実際に令和４年度の滞納繰越調定としては、法人市民税が１億6,000万円ほどでご

ざいます。その中から7,700万円徴収できたという状況でございます。 
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個人市民税は滞納繰越分の調定額が28億円でございまして、その中から徴収できたものが８

億2,400万円ということになります。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それで、先ほどの質問なんですけれども、法人市民税にしても、個人

市民税にしても、まだまだ納められない方々がいらっしゃいますが、その内容についてはどの

ように把握しているのか。先ほども伺ったんですけれども、もう一度伺いたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 済みません、それぞれ個々の納税義務者の方それぞれでございますので、一人一

人の状況をつかんで、適切に納税交渉、納付交渉を進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 あんまり税額が低いと、なかなか職員も、職員の方が行けない、話をするのができないとい

うようなことも伺っておりますが、このうち先ほど件数を伺ったんですけれども、金額を伺っ

たんですけれども、このうちどれぐらいがなかなか職員の皆さんとして対応し切れていないの

か、法人と個人で伺います。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 正直言いまして、滞納者全員に同じだけ職員が一人一人の対応するというのは現

実的に不可能でございまして、基本的には催告、文書催告のほうをお送りいたしまして、対応

しているところでございます。 

 高額の案件につきましては、財産調査等を含めまして、差押え等に至る場合もございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。これだけの人数、金額にしましても、一人

一人を対応するのは、やっぱり無理というようなお話もございました。 

 そういった中で、市民の方にはなるべくだったら、こういう立場ですから納めていただきた

いなと思いますが、生活状況とか、相談事とか、そういった先ほども出ていたと思いますが、

頂けるものは頂きたいんですけれども、やはりその方の生活状況、またはそういったものの相

談があったときというのは、どのように対応されているのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課でございます。そのような相談がございましたときに、地方税法

の定めの中に徴収猶予、あるいは換価の猶予という手続ございます。それに基づきまして、御

相談いただいた方の実際の納付資力に合わせて、月々の分割額を定める等の手続をしていると

ころでございます。 

 それから、済みません、先ほどの不納欠損額ですが、件数ございまして6,541人につきまし

て不納欠損しております。申し訳ございません。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 
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 もう一つは、やはり徴収したい方、徴収したいんだけれども、生活のほう、こんなんで大変

なんだという方々もいらっしゃいますので、そういった方々には、税務部のほうから、例えば

千葉市の中でいろんな福祉のサービス等々がありますけれども、そういったところにつなげて

いくというような取組などはされているのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課でございます。納付相談を承っている中で、そのような相談がご

ざいましたときには、市の中で仕事相談センターですか、生活保護のほうでやっているところ

が専門的に生活改善についての相談を承っているところですので、そちらのほうで相談するよ

うにということでの引継ぎをするように努めております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。なかなか今の御時世ですので、以前、前年度は結構税

金を納めるだけの稼ぎをしていたけれども、今１年たったらがたっと落ちてしまう。それなり

に千葉市もそういった方々に、収入急変の取組などもしていただいているわけですけれども、

そういった方々にきっちりと、いろいろな福祉のサービス等々につなげていただきたいと思い

ますし、中には仕事を探している人もいるんですが、体を悪くしてしまって、もはや働けない

というような方も出てくるかもしれません。そういった方にも、ぜひこの福祉のほうにつなげ

ていただけますように、よろしくお願いいたします。 

 もう一つは、やはり51ページなんですけれども、還付未済額というのがございますが、これ

毎年こんなふうな状況なのか、その理由などをお伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 還付未済額でございますけれども、年度中に還付できなかったものを繰り越した

金額の計上でございます。 

 多いのは、法人市民税が決算の前、予定納税を半年で行った後、確定申告で実際マイナスに

なった場合に還付するという事例が一番多い事例でございます。そのほか過去の確定申告を行

った方の個人市民税の還付が、金額としては多い状況でございます。 

 金額としては、例年このぐらいの金額になっております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。こちらのほうは、例年どお

りこのように返すべきものは返すということで、順調にやっていただければと思います。あり

がとうございました。 

 それでは、引き続きまして、54ページなんですけれども、不動産の売払収入というのがござ

います。こちらのほうは、予定額よりも調定額が４分の１ぐらいになっているんですけれども、

この要因というのは何なのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 これにつきましては、予算時におきまして、売却公募等をする予定だった土

地について、その後の内部での調整等の結果、代替地の利用ですとか、ほかのことに利用する

というような話があったということで、公募処分を取りやめたというものがございますので、

そうしたことによる減額でございます。 
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 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 この土地売払いに関しては、もともと千葉市が持っている財産ですよね。財産を売り払うと

いうことなんですけれども、売ったり買ったりあるんでしょうけれども、その際に、私がよく

聞くのは、庁内で初めにこの土地を使うか使わないか確認しているって、何回もしつこく私は

聞いているんですよ。それが今の御答弁ですと、されてなかったのかなと思って。そんなに土

地によって随分差があるのかなと思うんですが、これについて御答弁をお願いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 調査した上で予算計上しているんですけれども、その後、事情が変更等あり

まして、各所管におきましても、様々な事業を行っている中で、当初思っていた計画と少し変

更する必要があるということで、資産経営部のほうで処分を考えている土地が、その事業にと

って非常にもしかしたら活用できるかもしれないぞという話が出てきますと、まず第一義的に

は庁内で活用するというのが第一義ですので、その時点で売却は取りやめるという状況ですの

で、このようなことが起こるということでございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。今もしかしたらというようなことも聞くと、

私なんかが再三再四言われてきたことと大分違うななんて思ったりもするんですけれども、実

際にもしかしたら使えるかもしれないというのは、これは何回も調査をかけてきたことなんで

すか。ここに４分の３は売れなかったという土地があるんですけれども、何回も調査してきた

のか。年何回、過去何回。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。公募処分の物件につきましては、その前年度に全庁に対し

て利活用の要望調査を行っているところでございます。その中で、今申し上げたような希望が

ありましたら、その内容に応じて、公募処分を取りやめる場合もあるということでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 それでは、参考のために、令和４年度に使いたいと手を挙げてきた所管、部局、どういった

ものがあるのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 令和４年度の予算の時点で７件ございまして、その中で今回取りやめになったも

のが４件ございます。その中で４件につきまして、一つは事業の代替地として、道路のほうに

なりますけれども、事業の代替地として使用したいという申出がありましたので、そちらの検

討ということになったものが一つと、あともう一つは、市の内部でその土地について利活用を

改めて図りたいというような申出が所管のほうからありましたので、その１件が当初公募処分

として見込んでいたものから外したものになります。 

 ４件のうちの残りの２件につきましては、越境物ですとか、残置物があるということで、そ

の財産整理を行っていたんですが、８月までに財産整理を終えて、それで整ったものを入札の
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方向で進めていくわけですけれども、８月末までに整わなかったということで、処分を見送っ

ているというものが２つございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 そもそも10年以上も庁内で調査をかけているというのがあると思うんですね。それ、過去に

おいて、今まで何件、もう10年以上、20年近くもあるかもしれませんが、大体毎年調査をかけ

ているってよく聞くんですけれども、それがどのぐらいあるのか、まず一つは。 

 それともう一つは、代替用地ですよね。それから、内部の土地について利活用したい。これ

はどこなのか。局、もう一度お願いいたします。 

 それともう一つは、財産整理に対するまとまっていなかったと、（「一問一答だよね」と呼ぶ

者あり）そうですね。ごめんごめん。そうだね。今答弁いただいたからちょっと。つい言っち

ゃいました。じゃ、いいです。順次。怖いからね。どうぞ。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 10年以上前からの調査というところが一つの物件ということではなくて、毎年予

算計上をする前に、そういった内部での利活用調査というのを行っているわけでございまして、

一つの物件をずっと10年以上毎年行っているということではございません。 

 ということと、あと所管局ということになりますが、一つは先ほどの道路用地として使いた

いということでしたので、建設局のほうと、代替地として使いたいということでしたので、建

設局のほうになります。 

 それと、もう一つの物件につきましては、こども未来局のほうで、施設の建設候補地にした

いというような申出もありまして、そちらのほうがこども未来局のほうへ今検討ということに

なってございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 しつこくて済みませんけれども、こども未来局のその施設、建設候補地というのは、物は何

なのか、改めて伺います。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 稲毛海岸三丁目にございます、もともとは稲浜公民館の別館として使っていた物

件でございまして、今はもう更地になってございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。おいおいそれが本当にこども未来局の必要のあるもの

に生まれ変わっていくことを、そちらのほうは期待をしていきたいと思います。 

 もう一つは、あと２つ、これは整理するのに時間がかかっているというようなお話がござい

ましたけれども、これはいつの時点でそういうのが分かってくるのか。これ、当初予算で１年

間かけてきた中でやられる、なされるって、しかるべき話だと思うんですが、これがこのよう

な御答弁ですと、どのようになっているのか、何がネックになっていたのか、改めてお伺いし
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たいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。ただいま２件のうちの１件のほうには越境物というものが

ありまして、越境物につきまして、それを売る前に、できましたら越境している状態を解消し

てから売れれば一番いいわけですけれども、ただなかなかどこまで事前にその土地に手を加え

るかというところ、難しいところがございますので、そういった検討をしている中で、財産整

理が先ほど申し上げた８月までという期限の中で、ちょっと間に合わなかったというところが

一つと、あと残置物につきましても、撤去しないとやはり買手の方がその後、困ってしまうと

いうところもありますので、その撤去に要する期間が、先ほどの８月までに間に合わなかった

ということで、先送りになったものでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 了解しました。 

 理由としては了解いたしましたけれども、当初予算にのせてくるからには、それなりの整備

が必要だと思いますよね。それが８月までにやらなければいけなかったんだけれども、整わな

かったじゃ、これ市民に説明がなかなかつきにくいと思います。 

 当初予算にのせるからには、きちんとした内部でこういうことが問題だよねとか、これは資

産経営部にとっては、これもう逐一分かっていることだと思うんですよ。それをこのように、

今の御答弁では、今後どうなってしまうんだ、今後のことを言っちゃいけないですけれども、

これまでのことですね。これだけの予算現額を上げていただいていて、４分の１じゃ、心もと

ないなというふうに思いますので、こちらのほうはまた継続して、こういったことが今後ない

ように、今御答弁いただいたように越境物、あるいは残置物の撤去などがあれば、また次に向

けてできるのかなというふうにも理解するんですが、そのように理解していいか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。ただいまの越境物、残置物のこの２件につきましても、引

き続きその財産整理を昨年の８月までには終わらなかったわけですけれども、その後進めてお

りまして、また今年度の公募処分のほうの対象ということで、財産整理を引き続き進めている

ところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。 

 次に、63ページなんですけれども、この１番、また資産経営の事務のことなんですけれども、

こちらのほう、市が所有する建築物及び土地の有効活用を図るため、引き続き資産系システム

の活用というふうになっております。こちらのここに計上されているものが、今、私が質問さ

せていただいたこととリンクしているというふうに理解していいのか、改めて伺います。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営課長。 

○資産経営課長 資産経営課でございます。 

御質問というのは、先ほどの用地売払いでございますか。ここで計上しておりますのは、公

有財産台帳ですとか、固定資産台帳で管理しているものを我々でシステム化しておりますので、

売却する場合は普通財産になりますので、この中から普通財産化して売却しているということ
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で、元の出は入っているということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。 

 実際に普通財産になっていて、売ったり、貸したりするようなところというのは結構あると

思うんですね。それを眠らせておくというのは、やはり市税を徴収するだけじゃなくて、市税

の増収につながるような部分もあろうかと思いますので、この活用がしっかりと、先ほどの質

問すると、なかなか生かされていない部分もあるのかなと思うんですが、というふうに解釈し

たくなってしまうんですが、今後はこのカルテのほう、きちんと市民にも分かるように、そし

て市の職員も分かるように取組をしていただければと思います。この件はこれで了解しました。 

 それともう一つ、具体的にどこかと言ってしまえば、子和清水の件なんですけれども、この

間見に行ったら、やっぱり私の背ぐらいの草がぼうぼう生えていたんですけれども、こちらの

ほうは、その管理運営においてはどのようになっているのか。全てのこういった普通財産につ

いては、どういうふうにしていっているのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

普通財産の管理につきましては、それぞれの所管課のほうで、それぞれ全てが管財課が所有

しているわけではございませんので、それぞれの所管課のほうで維持管理、必要に応じて維持

管理を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしましたら、そういったところにも、きちんと草ぼうぼうになっ

ちゃって、そこが元でやはり自分たちの住んでいる場所でそういったところがありますと、や

はり小動物がそこに住みついちゃったとか、昆虫類が来ちゃったとか、あるいはまたぼうぼう

なので犯罪に巻き込まれかねない、連れ込まれてですね、犯罪に巻き込まれないかとかいろい

ろあると思うんですね。ですから、この管理は管財課が中心となって、それぞれの所管にも、

そういうことが懸念されるので、対応をお願いしたいということは、これまで言っていただい

ていたんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 管財課長。 

○管財課長 管財課でございます。 

普通財産の管理につきまして、今、委員がおっしゃるように、適切に管理をなされるべきと、

それはそのように努めていくべきと思いますので、今年度に入りまして、全庁に対して、そう

いったそれぞれが所管する財産について、定期的に現場のほうを見回って、必要に応じて対応

するようにということで、全庁に通知をしているところでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。その時期がどうなんだって、

もうこれ以上質問しませんけれども、やはりその辺をしっかりと取り組んでいけるように、取

組をしていただけますようにお願いをしたいと思います。 
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 それともう一つは、コミュニティセンターの件なんですが、こちらのほうは、行政として使

うというふうに伺っているんですけれども、実際、今でも市の職員が入ってお仕事されている

という箇所もあると思うんですけれども、それらはいつ新庁舎に行けるのか、それともそのま

まの状況になるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 新庁舎整備課です。 

現在コミュニティセンターに残っているのは、いわゆる本庁機能ではなくて、区政事務セン

ターなどの本庁機能以外のものが一部入っています。それについては、例えば区役所の改修が

終わった後に、そこに移転するなどといった計画になっております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 以前、私が皆さんに連れて行っていただいて、地下の倉庫類とか、塞がれた階段のところの

階段を開けてみたら、非常に大切なというか、保存しなければならない文書などがございまし

たけれども、そういったものも、今後は本庁に移転されるということなんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 失礼します。委員の皆様に申し上げます。 

 大変申し訳ございませんが、一時的に席を外させていただきますので、この間、副主査に務

めていただきます。 

○副主査（三井美和香君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 コミュニティセンターにあった文書類のお話かと思いますが、６月

までの移転において、その文書類についても本庁等に移転を完了しております。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。そのようにやっていただいて、ちょっとチェック、私

も皆さんに教えていただくのを忘れていたもんですから、今、確認できましたので、了解いた

しました。ありがとうございました。 

 次に、64ページなんですけれども、新庁舎の整備工事ということで、その中に入っているの

が庁舎管理関係委託等というふうになっております。一つあるんですけれども、これについて

はどのようなことなのか、もう一度お願いいたします。 

○副主査（三井美和香君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 昨年度の１月に新庁舎が竣工しておりますので、以降の新庁舎分の

庁舎管理の管理委託等がこちらに含まれております。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。 

 ちょっと行ったり来たりして申し訳ないんですが、中央コミュニティセンターで、今、伊藤

忠さんが管理をしていただいていますけれども、電気代を払ったりとかなんか、そういうのを

やっていただいているというふうに伺いましたけれども、新庁舎においてはどういうふうにし

ていくつもりなのか伺います。 

○副主査（三井美和香君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 新庁舎においては、全て千葉市のほうで管理しております。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） 了解しました。ありがとうございました。 

 非常に今までと違って新しいシステムなどが導入されておりまして、管理のほうしやすくな

っているとは思うんですけれども、何か不都合な点があったりとかした場合には、速やかなる

取組をお願いしたいと思います。 

 それから、職員の皆さんの声なんですが、高層棟のほうが随分暑いというふうに伺ったんで

すけれども、温度計とか、そういうのを置いてあるんですか。何度で設定されているのか伺い

ます。 

○副主査（三井美和香君） 新庁舎整備課担当課長。 

○新庁舎整備課担当課長 原則、夏季においては28度となるように設定をしております。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今28度と申しますと、冬だったら28度でもいいかもしれないというふ

うに思ったりもするんですけれども、夏場の暑いときに28度というのは、どうなのかなと思う

んですが、こちらのほうの職員の皆さんが、体の調子が悪くなっちゃって、仕事ができないと

か、あるいはまた暑くて疲弊してしまって、市民の方々への対応が随分悪くなってもいけませ

んので、こちらのほうは改善の余地があるんじゃないかと思いますが、改めてそれぞれのフロ

アは大きいですから大変なんですけれども、どういうふうに考えていくのか伺います。 

○副主査（三井美和香君） 財政局長。 

○財政局長 基本的に環境のことを考えて、28度設定というのが基本だと思っております。 

 ただ、28度で暑くて仕事にならないということでは差し障りがありますので、それは個別に

空調の温度を下げることもできますので、それぞれで対応していただきたいと思っております

が、また職員からの声については、引き続き聞いてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。ありがとうございました。 

 これ、人によって、今、局長が答えていただいたように、人によっての体感の温度も違うし、

ですけれどもやはり暑い、28度ってやっぱりちょっと暑いかなって気がするんですよね、自分

家と比べまして。ですから、その意味で、今御答弁いただいたように、職員の皆さんの環境整

備、それとそこに訪れる市民の皆さんへの環境も、きちんと提供するという意味において、や

っていただきたいと思います。ぜひ、こちらのほう、特段にお願いしたいと思います。 

 それと次は、65ページのところなんですが、市税収入で、まず銀行で引き落としして、これ

１回しか引き落としできない状況だったのか、もう一度改めてお伺いいたします。 

○副主査（三井美和香君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課です。 

口座振替のことと思いますが、納期ごとに市民税であれば４回、固定資産税も４回、軽自動

車は１回で口座引き落としを行っております。 

 以上です。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 済みません。これ、４回今やっていると伺ったんですけども、一度落

ちないと、それ納付書が送られてくるんだったかなと思うんですけれども、そうじゃなくて、
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銀行で２回落ちなかった分、引き落とししようと思えばできるのか、また何か課題みたいのが

あるのか伺います。 

○副主査（三井美和香君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 市税におきましては、口座振替の再振替という手続は行っておりません。 

 以上でございます。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 再振込をしようと思えば、システム上いろいろ都合があると思うんで

すけれども、やろうと思えばできるのかどうかというのをちょっと今伺っているんですけれど

も。 

○副主査（三井美和香君） 税務部長。 

○税務部長 技術的には可能でございますけれども、納期のない月に引き落とすということに

なりますと、対銀行の手続とか、システムの改修とかも必要になりますので、システム改修経

費、それから税収の効果、そういうものを考えますと、現状としては再振替を税のほうでは行

っていないというのが現状でございます。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員に申し上げます。 

 残り９分です。時間内にまとめていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 口座振替で１回で引き落としされているというのは、全体で何件あって、何件が引き落とし

されるか、その辺をお伺いしてよろしいですか。 

○副主査（三井美和香君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課です。口座振替、令和４年度の実績でございまして、85万9,000

件につきまして84万5,000件の納期内の引き落としがされております。件数では98.3％です。 

 以上です。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。引き続き今後も市民の皆さんに、口座振替のほうが一

番簡単で、非常に管理も通常に出てきますので、今後も口座振替の取組を進めて、皆さんにも

進めていただきたいと思います。 

 もう一つなんですが、今、これまで令和４年度中にインボイスの絡みで、市として取り組ん

できたことというのはあるんでしょうか。 

○副主査（三井美和香君） 税務部長。 

○税務部長 インボイスについては、本年10月から導入されるところでございますけれども、

制度の導入に当たりましては、事業者の方々にも負担が生じるということで、国におきまして

は、免税事業者について６年間にわたる段階的な経過措置が適用されるなど、一定の準備期間

が設けられているほか、制度に関する質問や相談に対応するために、専用ダイヤルでの相談受

付を実施するなど、円滑な導入に向けた様々な対策が講じられていると承知してございます。 

 本市におきましても、そういった制度が円滑に運用実施されるよう、そういった国の制度、

取組、こういったものの周知に協力をしているということで聞いてございます。 

 以上でございます。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 
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○委員（三瓶輝枝君） 千葉市自身が土地を貸してとか、土地を売ったというようなことの中

で、そのお金が入ってきたり、今後してくるんですが、これまでも入っていましたが、その部

分について、行政としてのインボイスというのは発生しないというふうに考えていいんでしょ

うか。 

○副主査（三井美和香君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。市のほうの歳入においても、状況によって企業の仕入れ税

額控除に該当するような歳入の場合にあっては、該当はいたします。それに向けて、本市にお

きましては、現在システム改修等を行っていまして、10月の導入に向けて準備を進めている最

中でございます。 

 以上でございます。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） それはシステム改修を始めたのは令和５年ですかね、それとも令和４

年ですか。 

○副主査（三井美和香君） 財政課長。 

○財政課長 改修自体は５年度に始めております。 

○副主査（三井美和香君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 それでは、今後とも、市民の皆さんが困らないように、特に千葉市との取引している方々た

くさんいらっしゃると思いますし、その中でも課税業者もいれば、それから免税業者もいらっ

しゃるということで、大変だと言われておりますので、その辺が千葉市の今後、これは駄目だ

とか、あれは駄目だとかというようなことになりますと、今までの取り組んできた方が困って

しまうということにもなりかねませんので、取組を注視していっていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

○副主査（三井美和香君） それでは、審査の都合により、暫時休憩といたします。 

 再開は13時といたします。 

 

午前11時46分休憩 

 

午後０時57分開議 

 

○主査（前田健一郎君） それでは、休憩前に引き続き分科会を開きます。 

 質問をお願いします。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ７項目ほどありますので、一問一答でお願いします。 

 51ページのところなんですが、初歩的なところで、不納欠損額と収入未済額の具体的な違い

をまず教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 まず、不納欠損額につきましては、まず、調定済みのもの、それから収入済みの

もの、その後の残の額のうちで、不納欠損につきましては、以前に処分停止をしたものが３年

で時効になる、あるいは即時停止といった財産がない場合には、その年で即時停止をする場合
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もございます。あと、５年での時効というものがあります。こちらで、不納欠損は、税として

徴収ができなくなった金額の合計でございます。 

 収入未済額は、調定から収入済額を引いて、さらに不納欠損を引いたもの、それについて、

翌年度に繰り越される収入未済繰越金ということになります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしますと、不納欠損額に処分停止と時効が両方含まれていると思

うんですけれども、こちらの処分停止と時効の割合が、大体おおむねどのぐらいかというのを

分かれば、教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課です。 

 令和４年度、処分停止を行ったもののうち、処分停止中に時効で５年間で欠損したものが

3,300万円、その他のものが6,800万円、処分停止短縮事項がございまして、３年時効で落ちて

いるものが6,700万円、即時欠損しているものが8,400万円で、端数ございますが、合計で２億

5,400万円となっております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 時効との割合でいうと、どのぐらいありますか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 失礼いたしました。単純時効で欠損しているものが27％です。そのほか、残

りの73％が、停止後に欠損するものでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしますと、時効が6,000万円ぐらいになるかと思うんですけれど

も、主な内訳が、恐らくなんですけれども、市外に引っ越しをしてしまった方とかが多いかな

というふうに推測するんですけれども、市内と市外で徴収の対策、どのように徴収の違いを出

しているか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 市内のものにつきましては、課税情報が市役所の中にございますので、それ

を基に使って調査をするということできますが、市外については、それができませんので、基

本的に実情照会を転出先の市町村に対して行った上で、滞納処分を始めていくということに順

序としてはなります。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、市外の徴収に対しては、ほかの自治体に照会をしてから

の徴収に、２段階というか、調査をして、明確になったところで、また差押えなりって、２段

階になると思うんですけれども、最近、マイナンバーで銀行口座のひもづけがされ始め、順次

しているかと思うんですけれども、マイナンバーを補足はしていると思うので、そこから、い

きなり差押えなり、そういった調査を経ずに、市の独自の情報で市外の方も差押えとかという
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のは、もう既にやられていますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課です。 

 マイナンバーにつきましては、その情報につきましては、滞納整理のために使うことはでき

ません。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 今後、マイナンバーカードのひもづけの情報、個人で一括していろい

ろ情報入ってくると思うんですけれども、そうなったとしても、現状はできないですけれども、

今後できるような、そういった話って国とかであったりするんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 現状、そのようなことは聞いておりません。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。市外に関しての徴収の徴収率が、恐らく低いと思うの

で、そこに関して、今後、徴収率を上げていくために、重視していただければなと思います。 

 ７項目あるうちの２点目なんですけれども、同じページというか、歳入に関するところで、

法定外目的税というのが、自治体独自で設定できると思うんですけれども、こちらは、あまり

ないのかなというふうに思ったんですけれども、そこは、千葉市はないということで、よろし

いですかね。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 千葉市のほうではございません。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ほかの、恐らく宿泊税とか、いろいろ産業関係の税とか、県とか政令

市を中心に、結構、導入している自治体があるんですけれども、千葉市としては、市独自の財

源として、市民の方に負担にならない範囲で導入するとか、そういった検討なり、そういった

方針はありますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 千葉市のほうでは、かなり以前に、産業廃棄物に対する税金、それを法定外税で

導入のほうを検討したんですが、産業廃棄物に関する税金ですと、市のエリアでそれをやった

場合に、その市の外に業者が出ていくだけだというような問題もありまして、もっと広域でや

らなければ、効果がないのではないかということで、検討した結果、市レベルではやらなかっ

たという経緯はございます。宿泊税についても、過去にいろいろ資料等を集めて検討したとい

う経緯はございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 税金は、基本的には、今は減税したほうがいいとは思うんですが、経済的に余裕がある方と

か、あと千葉市の重点政策というところで、法定外目的税の検討はしていただくのがよいのか
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なというのが、思っているところでございます。 

 次に、３つ目なんですけれども、60ページになりまして、公債管理特別会計のところで、財

産運用収入というものが、表に、上のほうにあるんですけれども、基金運用収入として、具体

的にはどういった運用をされているのか、教えていただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 資金課長。 

○財政部参事（資金課長事務取扱） 資金課でございます。 

 基本的には、安全性の高い国債、地方債を中心に運用しております。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 引き続き、安全債権ということで、景気にもそこまで影響されないようなものだと思います

ので、引き続き、やっていただければなと思います。 

 次に、４つ目で、64ページにありまして、契約課のところなんですけれども、入札や契約に

関して、仮に事業者側が、コンプライアンス違反などをしていたということが契約の後に判明

した場合に、千葉市が取る対応について、教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 何らかの法律等に違反しているというようなケースにつきましては、指名停

止等の措置を取るということになっておりますけれども、契約を既にしていて、執行中の事業

につきまして、その時点で契約を解除するというような取組は行っておりません。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 契約、すぐには解除しないということなんですけれども、何かしらの

ペナルティーが必要なのかなというふうには、客観的に思うんですけれども、そういったコン

プライアンス違反をしたりとか、法律違反をした事業者が、もしいた場合、どういったペナル

ティーが具体的にありますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 今、申し上げましたとおりでございまして、何らかの法律に違反したからと

いって、直ちにそれが民事上に当たる契約行為ということに影響するものではございませんの

で、それは、その後の指名停止ですとか、そういった形でのペナルティーが与えられるという

ものでございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 指名停止ということは、次の契約では、もうその事業者は、もう契約

には至らないということなんですか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 指名停止中の期間中であれば、そのようになります。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私の認識とちょっと違ったので質問したんですけれども、入札が一定

期間受けられないという認識だったんですけれども、そこは、引き続き、違反をした会社、事

業者は、連続で契約をもうできないというような取決めということでよろしいでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 
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○資産経営部長 指名停止には期間がございますので、その期間中であればということでござ

います。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 期間というのは、どのぐらいになるんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 例えば、入札に不適正かどうかということだけではなくて、例えば、工事で人身

事故を起こしたりとかという場合については、入札ができない、指名停止になりますので、そ

の間には、入札参加することできないことになります。その期間は、１か月だったり、もっと

長い期間もあります。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 それ以上のというか、連続で契約できないような、そういったペナルティーもしかるべきか

なというのは個人的には思うので、その辺の再検討は必要なのかなというのが所感でございま

す。 

 ５つ目になるんですかね。65ページなんですけれども、固定資産税に関して、これは、違法

建築についてはどのように対処されているのか、お聞きしたいんですけれども。 

○主査（前田健一郎君） 課税管理課長。 

○課税管理課長 課税管理課です。 

 違法建築につきましてもその物件が確認できれば、調査をしまして、課税をする方向でやっ

ております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 課税対象にするのは、税金の収入上はいいのかなと思うんですけれど

も、法律違反しているところの建物に対して、正式に課税をするというのが、ちょっと整合性

がないのかなというのもちょっと思ったりするんですけれども、その辺は、どういう解釈でや

られているんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 基本的に、税金のほうの考え方といたしましては、いろいろ法律違反等あった場

合でも実際にそこに建物がある、そういうことを事実に課税をするという考え方でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 仮に、取れるところから取るという考えもあると思うんですけれども、

実際に、建物の所有者からすると、税金の徴収、しっかり払っているんだから、このまま引き

続き建物を使うというような考え方にもなりがちなのかなというところは思うので、その辺の、

もし徴収をされるのであれば、違法建築に関しても同時並行で、そこは分かっているのであれ

ば、連携を取ってやっていただくのがよろしいのかなと思いました。 

 次、６つ目でして、同じページのキャッシュレス化に関してなんですけれども、ちょっとこ

れ単純に疑問で、国費が1,051万円なのに対して、県費が1,000円というところの数字の県のほ

う、なぜ1,000円だけなのかというのが単純に気になったんですけれども、これは。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 
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○税務部長 この国費が、こちら新型コロナ関係の地方創生臨時交付金、こちらのほうを充て

ておりまして、これが１万円単位ということなので、１万円以下の端数の部分について、県費、

これ市県民税のほう、県民税を合わせて市民税と徴収しておりますので、その委託金が入って

きておりますので、そこの部分の県費を1,000円ということで、端数の部分に充てたというこ

とです。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、市は、もう負担しないという前提での仕組みなんでしょ

うか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 基本的に、できるだけのものを国費でキャッシュレス決済を始めたという形にな

ります。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうすると、今後の維持費に関しても市は負担をせずに、これは運用

できるということでよろしいんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 今後の維持費につきましては、手数料とか、そちらにつきましては、市費、一般

財源のほうを手当てする必要がございます。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 ちょっと補足させていただきます。 

 補足させていただきますと、このキャッシュレス化については、接触を防ぐということで、

感染の防止になるということで、新型コロナウイルスの地方創生交付金が充てられるというこ

とだったので、この令和４年度については1,051万円充てていますけれども、交付金はこれか

らどうなるか全く分かりませんので、入ってこなければ、それは市費で払うことになります。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 導入費はほかが持って、維持費だけかかるというのが、何か民間の営業、ビジネスモデルで

も結構ありがちなので、そこの維持費に関しても、しっかりと適切なのかというところを見極

めながら運用していただければなと思います。 

 最後なんですけれども、67ページの市税徴収事務に関して、こちら、先ほどと関連してくる

んですけれども、債権のほうで、キャッシュレスの差押えとかは、現状、されていますでしょ

うか。 

○主査（前田健一郎君） 納税管理課長。 

○納税管理課長 納税管理課です。 

 キャッシュレスの差押えということなんですが、私どもで昨年度、差押えをしているのは、

こちらに書いてある不動産、動産、債権ということで、Ｓｕｉｃａとか、ああいうような類い

のものであったとしても払戻し請求権とか、そういうものが債権としてございますので、それ

は債権の中に含まれてくると思います。 

 それから、その他の中に、その他20件、差押えしていますが、その中で、自動車17件、その

ほかには商標権、出資金、寄託金とか、そういうものを、これ債権ではないですけれども、無
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体財産権として差押えしているものがございます。キャッシュレスのものとはちょっと違うん

ですけれども、そういうものを差押えしているものでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 若者を中心にキャッシュレス化が進んでいると思うので、可能であれ

ば、キャッシュレス、例えばですけれども、ペイペイ、ヤフーとかに照会するんですかね、そ

ういう形で幅広くやるのであれば、詳細を検討してもいいのかなというのが個人的に思いまし

た。 

 あと、これ、県費と諸収入のところで、市は負担していないんですか、この徴収に関しては。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 先ほど申し上げた県民税の徴収の委託金が、かなりの金額、県から入ってきてお

りますので、市税の賦課徴収の財源にそれを充てられることになっております。徴収事務につ

きましては、県費と諸収入で賄えたという状況でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 市が、そこまで徴収に関して負担をせずにできるということであれば、今後、徴収率をどん

どん上げていただければなというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） ほかに御質問等ございますか。野本委員。 

○委員（野本信正君） それでは、一問一答でお願いいたします。 

 令和４年度決算でありますが、実質収支が55億6,500万円、理由は、市税収入が予算を上回

ったの説明がありましたが、市民税納期ごとの収入額はそれぞれ幾らか。過去に、これを補正

財源に使ったこともあると思うんですが、それについても説明されたい。あわせて、納期ごと

の市税収入の全部を実質収支確保に充てるのではなく、定額は補正財源にして、市民生活向上

に図るべきだと思いますが、以上、答弁を求めます。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 まず、市税の見込みでございますが、個人市民税、こちらは、年度の当初の時点

で納税通知書を発送いたしますので、大半が調定済みとなりますので、おおむねの年間の見込

額を予測することが可能であるんですが、一方、法人市民税などの申告納付の税金は、毎月の

積み上げでありますので、年度途中で市税全体の正確な見込額を算出することは難しいもので

ございます。 

 令和４年度で申し上げますと、個人市民税の調定額が、年度当初の６月末の時点では、予算

見積りに対して９億7,000万円の増、プラスでございましたが、市税全体で、同じ時点で申し

上げますと、149億4,000万円の減、不足という状況でございましたので、市税全体で、令和４

年度、予算見積りに調定額が達したのは、２月末の時点という状況でございましたので、補正

財源等はできなかったという状況でございます。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 補正予算の関係ですけれども、過去における市税収入の補正につきましては、直

近では、市税全体の調定が、令和３年度においては11月末時点でもう予算の見込みに達したと
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いうことから、２月補正で増額したという経緯がございます。 

 基本的に、年度途中におきます財政需要への対応につきましては、この市税もそうですし、

国県からの補助、交付金もそうですし、繰越金などの歳入全体の状況、あわせて、歳出の執行

状況もありますけれども、これは総合的に勘案して行う必要がありますので、その時々の状況

に応じて、柔軟な対応を必要というふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に、決算の状況全体が妥当なものであるかどうかということについ

てであります。 

 我々は、それを判断する前提としては、地方自治法を基にしております。地方自治法の１条

２項、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主

的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする、これが地方自治の本旨でありますが、こ

の観点から見まして、今度の決算は、コロナ対策で多額の財源需要がありましたが、福祉カッ

トがあるということが、やはりこれは認められないことだなと思います。 

 一つは、国民健康保険料値上げ等が４億7,600万円であります。また、過去からずっと続い

ております負担増では、福祉を後退させる問題として、我が党が一貫して中止を求めていた心

身障害者補助金カット、介護保険、おむつ支給事業所得制限改悪、子ども医療費調剤薬局負担

等、真に支えが必要な福祉カットをすることが、今度の決算でも続いておりますが、なぜ継続

したのか、お伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 まず、国民健康保険料につきましては、これは高齢化ですとか、医療の高度化に

よりまして、給付費が増加しております。それに対応するために改定を行ったものと聞いてお

ります。 

 それから、福祉タクシーにつきましては、年間の利用平均が約20枚ということでありまして、

その利用実績を踏まえまして、初回配布枚数については見直しを行う一方で、追加分を含めた

最大交付枚数は310枚のまま据置きをしましたし、さらに、通所交通費助成につきまして、こ

ちらのほうは、助成対象者を、例えば、医療的ケアが必要となっている方、それから、強度行

動障害の方に拡大しましたし、移動手段についてもタクシーを認めるというようなことで拡充

しました。障害者の移動費用助成全体として、総合的な見直しを行ったものでございまして、

全体としては、若干増えているというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 介護タクシーの問題は、私、質問していません。いいです。 

 それから、福祉カットは、事務事業の見直しに加えて、前市政から続いている家庭ごみ有料

化の令和４年度分決算額13億2,000万円もあり、合計18億円になります。市民生活に影響を与

えている福祉カットをなぜ強行するのか、お尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 家庭ごみの処理手数料の徴収制度につきましては、家庭ごみ排出量の削減という

のが一つ。もう一つは、ごみ処理に係る費用負担の公平性の確保というような観点、そういっ
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た中で、市民の皆様の御理解と御協力いただきながら、導入されたものというふうに認識して

おります。 

 一方で、新型コロナウイルス感染症、あるいは物価高騰に係る対策のほか、健康福祉や子供

教育などの必要な分野には予算を配分するなど、限られた財源の効率的、重点的な配分に努め、

市民生活の向上と本市の持続的発展に的確に対応してまいります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） いろいろ言い訳しておりますけれども、地方自治法の本旨、住民福祉

の増進を図るということから見れば、これは反しています。その一方で、大型公共事業、いわ

ゆる大型開発の決算は、ここ数年間の最大の決算となっています。千葉公園体育館整備、通町

公園・中央公園連携事業、稲毛海浜公園リニューアル、幕張新都心拡大地区新駅設置、市庁舎

新庁舎整備と、９事業の決算額合計は209億3,700万円でありますが、なぜこんな多額になった

のか、また、この決算額の市債発行の合計額は幾らか、お尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 こちらにつきましては、本年３月に幕張豊砂駅が開業、また、４月に千葉公園総合体育館が

供用開始、さらに、６月に新庁舎が全面開庁となるなど、整備事業のピークが重なったことな

どから、４年度の決算額が大きくなったものでありまして、なお、この９事業における令和４

年度の市債発行額の合計につきましては164億700万円となっております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 大型開発優先の財政運営で、市民生活、福祉が削られているのが明ら

かになりました。せっかく減らした借金も増加しています。令和４年度決算の市債残高は、対

前年比92億円も増額になっています。財政健全化が始まって以来、最大の増額ではないのか、

この理由は何か、お尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 全会計の市債残高につきましては、政令市移行前後には、対前年度で600億円を

超える時期もございました。ただ、脱財政危機宣言を発出した以降でございますけれども、平

成22年度決算の対前年度比29億円の増となった以来の増額となってございます。 

 この理由でございますけれども、防災拠点となります新庁舎、あるいは市民生活に必要不可

欠な新清掃工場、こういったものの整備を推進したことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 政令市移行前後の話など、私は聞いておりません。 

 そして、ここ数年の大型開発増加によって、市債発行は増えていると思いますが、その結果、

市債残高の増額は、今後、続くのではないか。質問します。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 建設事業債の直近３か年の発行額を申し上げますと、令和４年度が461億円、令

和３年度が290億円、令和２年度が324億円となっております。また、現時点におきます５年度

末の市債残高については、対前年度比で減となる見込みであります。しかしながら、今後、政
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令市移行前後に整備した施設の更新時期到来による財政需要があったり、あるいは資材価格や

労務単価の増額に伴う建設事業費の増加、こういったことも見込まれますことから、市債残高

は、一時的な増加に転じる状況も生じると考えておりますけれども、引き続き、各種財政指標

に配慮しながら、市債の活用に努める必要があるというふうに認識しております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 実質公債費比率が増加することはありませんか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 今後、政令市移行前後に整備した、先ほど申し上げましたけれども、施設の更新

時期到来などによる財政需要への対応に加えまして、あと、市債の調達金利が、今、上がって

きているということで、今後も上がることが予想されることから、公債費の増加が見込まれて

います。このため、実質公債費比率については、今後の動向を注視していく必要があるという

ふうに認識しております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 多額の財政を使う大型開発について、当局は、町の持続的発展のため

に必要と言いますけれども、大型開発の大胆な見直しを改めて提案をします。地方自治体の仕

事は、自治体の本旨、住民福祉の増進であり、財政は、そのために配分すべきであります。今、

自治体は、少子高齢化、人口減少社会を迎え、子育て支援、学校給食の無償化等に取り組み、

高齢社会には、外出支援、デマンドタクシー運行など、元気に暮らせる施策が求められていま

す。限られた財源の下、大型開発を思い切って見直し、縮小し、その財源を子育て支援や高齢

化対策、市民生活に振り向けるべきではありませんか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 これまでも新型コロナウイルス感染症もそうですし、物価高騰の影響を受ける

方々への支援を最優先に取り組んだ結果、限られた財源の効率的、効果的な活用を念頭にして、

健康福祉の分野では、例えば、若年性認知症支援の充実も行いましたし、発達障害者の支援体

制の強化にも取り組みました。また、子供教育の分野で申し上げますと、不登校対策のさらな

る推進、あるいは子供の貧困対策の強化を図るなど、市民生活に密着した施策についても必要

な財源の配分に努めてきたところであります。 

 一方で、都市の魅力、活力の向上を生み出し、本市の持続的発展に資する施策についても将

来負担に配慮しながら、着実に推進する必要があるというふうに考えております。 

 住民福祉のお話がありましたけれども、道路にしても、公園にしても、体育館にしても、い

ずれも住民の福祉を増進させるという目的を持った施設であります。引き続き、事業の重点化

や事業費の精査に努めてまいります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今の最後の財政局長の発言には反論がありますが、後にいたします。 

 進めますけれども、我が党は、大型開発について、全部反対と言っているわけでなくて、３

つの考え方を持っております。１つは、反対するのは、豊砂駅のように、99％イオンの利用客

の利便を図るためなので、市民の税金は使わず、イオンとＪＲが負担すべきである。稲毛海浜

公園リニューアルは、公の公園を民間企業の利益に活用することには問題があり、その費用の

一部に税金投入は認められない。250競輪、ギャンブル施設の新設は認められない等、これが
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反対の大型開発です。 

 一方で、期間を調整したほうがいいだろうと言ったのは、新庁舎と千葉公園体育館は、建て

替えは認めます。しかし、建設時期を先に延ばして、市民の財産を大切にもっと長く使うよう

に求めたわけであります。 

 ３つ目は、新清掃工場のように、一番大きな開発でありますけれども、これについては、基

本的に賛成して進めております。ただし、ＣＯ２を大量に発生するガス化溶融炉導入の中止を

求めてきたところであります。 

 以上、３つの区分をして、多額の予算を使う大型開発を見直して、その財源を市民生活、福

祉に活用するバランスの取れた財政運営を求めているわけです。 

 今、財政局長がやっている財政運営は、バランスが取れていないんです。大型開発のバラン

スのほうが上へ行っちゃっているんです。市議会議員は、要求実現を提案するとともに、その

財源の提案をすることが必要であり、共産党市議団は、そういう財源を確保するために、大型

開発の見直しを求めているわけであります。どうですか、答えていただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 まず、幕張豊砂駅や稲毛海浜公園などにつきましては、交通機能の強化や分散化

を通じた地域の発展、あるいは地域資源や民間活力を活用したにぎわいの創出によりまして、

本市の魅力、あるいは活力を生み出して、本市の持続的発展に資する施策であるというふうに

考えております。 

 また、新庁舎ですとか、千葉公園総合体育館につきましては、耐震性のほか、老朽化、狭隘

化などの課題の解消のために推進したものであります。 

 それから、新清掃工場につきましては、最終処分場の延命や災害廃棄物処理への対応の観点

ということから、学識経験者の意見も踏まえまして、ガス化溶融炉の導入を決めたというふう

に伺っています。 

 いずれの事業につきましても事業の重点化を図った上で実施したものでありまして、今後と

も将来負担に配慮しながら、各種施策を展開してまいります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私どもの提案に一切耳を貸さないような、そういうかたくなな態度で

いいのかということであります。 

 市当局は、大型開発の市政の持続発展のために必要だと述べています。しかし、大型開発が

市民全体の利益に当たっているのか。先日、千葉公園体育館を視察したが、平日でもあり、利

用者は僅かでありました。バトミントンの試合をしていた学生にどこから来たんですかと聞い

たら、東京からですと言っていました。千葉市民の利用がどのくらいあるのか、高齢化した市

民が体育館を利用する人はほとんどいないと思います。私は若葉区に住んでいますけれども、

若葉区の高齢者が、わざわざ千葉公園体育館まで利用しに出てくるなんて、およそ考えられま

せん。総額50億6,000万円、用地の買収も含めると67億円も使った施設が千葉市の発展に本当

につながるのか、しかもこれを急いで造らなきゃいけないのか、これやっぱり疑問が残るわけ

であります。 

 百歩譲っても新庁舎と同時進行で多額の予算を使い、その分、市民生活を遅らせてまで急ぐ

必要はなかったと感じないのか。公園体育館と新庁舎は同時に進行したんですよ。こういうよ
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うな大型開発は、市民全体の利益になっていない、このこともしっかり認めるべきではないで

すか、局長。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 確かに、利用者の居住地については、把握をしておりません。 

 ただ、千葉公園総合体育館につきましては、市民のスポーツ活動の拠点として、誰もがスポ

ーツに親しめる施設でありまして、千葉市民大会が開催可能な全市的なスポーツ施設であると

いうふうに認識をしております。 

 また、個人利用のうち、65歳以上の方の利用率について申し上げますと、全体では約１割、

剣道場や弓道場、約２割となっておりまして、そういう意味では、幅広い年齢層に利用されて

いるという状況でもあります。 

 なお、新庁舎につきましては、総合防災拠点ということで、耐震性のほか、老朽化、狭隘化

などの課題解消が必要であり、千葉公園総合体育館についても同じように、耐震性や老朽化に

加えて、新たなスポーツの活動拠点として、着実に推進すべきとして整備をしたものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私は、長いこと議員やっていますけれども、当局は、議員の質問に少

しでも耳を傾けて、そういう提案もたしかあると思いますねなんてことを言ったためしがない

ですね。何でも自分たちがやっていることが全て正しいような、そういう答弁というのは、大

変、私は不満に思います。我々は、市民の代表として、選挙を通じて市議会議員として上がっ

てきて発言しているんです。ちゃんと聞くことは聞いてください。 

 この新庁舎が不要なんて、私は一言も言っていません。ただ、急がなくてもよかったんじゃ

ないのか、今までの庁舎が、あと10年、15年使っても大丈夫だったんじゃないかと思うんです。

モノレール降りてきて、局長さん、にこにこ笑って降りてきたけれども、私、苦しい思いして

降りてきたのは、庁舎の中で、長年、五十何年も使ってきた、私がお世話になってきた議会棟

が崩されていくのを本当に悲しく思いましたよ。もうあと10年、15年ぐらい使えたのになと思

いました。 

 やっぱり市民生活を優先し、大型開発を抑制するという、この議論なんですけれども、先ほ

ど申し上げた幕張新駅ね、イオンのための、26億円、稲毛海浜公園24億8,000万円、こういう

予算はやめて市民のために使えば、それだけいろんなことできるじゃないですか。新庁舎は   

億円、それから、千葉公園体育館整備、用地を含めると67億、両方合わせて360億円超してい

るんですよ。この大きな事業を２つ同時進行させたのは、相当無理があって、相当の予算をそ

こにつぎ込まれて、ほかの事業に影響を受けたんだろうと、こういうことを私は言っているわ

けです。せめて一つは、建設をずらしていれば、その分、市民生活に向けられたんじゃないか、

そういうことであります。 

 共産党は、学校給食の無償化とか、デマンドタクシーを全市に走らせると、市民生活の向上

を要求していますが、ただ要求するだけという無責任な態度じゃなくて、そのための財源はど

こから持ってくるのかということで、大型開発などを検証して、そして、見直しをして、限ら

れた財源を市民生活に回すバランスの取れた財政運営をと、このことを求めているわけであり
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ます。 

 議会の提案を正面から捉えて検討すべきであって、何でも自分がやっていることは正しいと

いうような、言い訳だけするような答弁はやめてほしいと思いますが、財政局長、いかがです

か。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 まず、議会棟につきましては、解体されるときに私も寂しい思いをしております。

野本委員さんだけでなく、恐らくここにいらっしゃる委員、皆さん方、そう思っていると思い

ますし、私どもも同じように思っております。 

 それから、今まで健全化プランを立てまして、この間、例えば、10年前には、財政調整基金

が20億円しかなかった状況でありました。それを何とか抑制して、事業を抑制したりとかとい

うことも含めてやりまして、結果的に、令和３年度末で190億円まで増やしました。市債残高

も１兆円を超えていたところを大分減らしまして、今は、大分１兆円を切った9,600億円ぐら

いまで下がってきていると、そういうようなことで、この間、大分、施設整備、あるいは改修

等についても抑制した部分があると思います。 

 そういった中で、今、大分、老朽化している施設が多くなってきております。その解消は、

やはり順次やっていかないと、その施設が使えなくなってしまうこともありますし、余計に多

く費用がかかる場合もあります。そういった中で、新庁舎についても初め検討したときは、今

までかかる改修だとか、修繕だとかの経費を考えて、長期的に見ると、新庁舎を建てたほうが

効率的だろうということで建てたものでございますので、そういった中で、それぞれ将来を見

据えた中で、施設整備を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 全然、委員の言っていることを少しでも捉えようという気持ちがない

んですね。 

 あなたは、財政健全化が随分進んだ話をしました。でも、その陰に何があったんですか。市

民生活、福祉をどんどん削ったじゃないですか。国保料も、そして、ごみの有料化とか、職員

の給与カットとかね。熊谷市政時代だけでも二百数十億円かかっているんですよ。そういう市

民と職員等の犠牲によって、それが進んでいったんだということを言わないとね、それはやっ

ぱりバランスの取れた話じゃないですよ。そういうアンバランスの話をあなたがしたら似合わ

ない。 

 そして、やはり地方自治法が、住民福祉の増進ということを言っているわけです。どこの自

治体も地方自治法に基づいて地方自治体を運営しているんです。そこのところに、もうちょっ

と立ち返るべきだということを強く求めておきたい。 

 次に進みますけれども、市債の有効活用についてであります。 

 財政健全化プランによって市債発行は大きく減額され、実質公債費比率は、財政健全化プラ

ン目標値14％を多く下回り、10.6％になっています。市債発行を仮に14％まで引き上げた場合、

発行額を30年間で平準化して行ったとすると、どのくらい増えるのか、お尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 令和４年度決算の10.6％を14％になると仮定いたしますと、増加する公債費の見
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合いといたしまして、市債残高2,000億円程度増加することになります。これを、おっしゃる

とおり、30年間平準して発行をするとなると、１年当たり67億円程度になります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ですから、財政健全化プラン当時の14％であれば、あと67億円は年間、

市債を発行しても大丈夫なんだということなんです。我々は、借金が増えることは好ましくな

いと思っているけれども、必要なときは借金してでも事業をして、市民生活を向上させること

は必要だということを思っております。 

 市民生活の安定と向上に欠かせない普通建設事業債が、財政健全化の取組で大きく減らされ

た結果、市民生活に必要な事業は立ち後れました。一例を挙げれば、道路建設予算の大幅削減

により、市内の道路交通渋滞箇所30か所、重点的25か所が改善されていません。この共産党市

議団は、普通建設事業債増額によって早期改善を求め、一定の改善はされてきました。 

 そこでお尋ねしますが、令和４年度決算事業について、対前年比の増額と割合について、決

算額の多い順に明らかにしていただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 財政課長。 

○財政課長 財政課でございます。 

 令和４年度の建設事業債につきまして、対前年比の増減額が大きい順で申し上げますと、庁

舎整備債が、決算額122億3,100万円、前年比で59億8,000万円、率で95.7％の増になります。

また、清掃施設整備債でございますけれども、決算額が32億1,100万円、前年比で22億2,100万

円、率で224.3％の増、また、スポーツ施設の整備事業債につきましては、決算額が32億4,900

万円、前年比では22億1,800万円、215.1％の増と、それぞれなっております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 全体の伸び率を見ますと、説明があったとおりですけれども、58.9％

でありますが、新庁舎建設、千葉公園体育館整備や大型開発に比べて、大型開発は大盤振る舞

いして、比べて土木債は37.1％、平均にも届いていません。もっと増やすべきであったんじゃ

ないですか。 

○主査（前田健一郎君） 財政部長。 

○財政部長 建設事業全体につきましては、新庁舎や千葉公園体育館、こういった整備事業の

ピークが重なったことによりまして、伸び率が大きくなったものでございます。一方、土木債

につきましても市民生活の向上に資する施策の展開に努めたところでございまして、土木債の

発行額につきましても対前年度比で47億ほどの増になっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 普通建設事業債を発行して交通渋滞解消ということでいえば、今、本

当に困っている箇所が30か所もあると。穴川インター交差点、登戸交差点、中央公園交差点、

椿森交差点、轟町交差点、高田入口交差点などなどあります。そういうものの改善のためにも

っと使うべきだと私は思います。 

 私が過去の決算、令和２年度の分科会で、遅れている道路整備のうち、大網街道整備の市債
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増額を質問し、本会議の一般質問でも促しました。その結果、誉田塩田町線の市債が増額され、

質問当時の約７倍に進んでおります。当時、8,100万円だった予算が、決算では５億9,000万ま

で増えているわけですね。それで、改善が進もうとしているわけでありますけれども、市内30

か所の交通渋滞の解消改善など、市民生活向上のため、建設事業債の有効活用を重ねて求めま

すが、答弁をいただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 令和４年度におきましては、道路橋梁債、あるいは街路債といった市民生活に密

着した土木事務所の予算に係る市債を増額するなど、市民生活の向上に必要な市債の活用に努

めてきたところであります。引き続き、各種財政指標に配慮しながら、必要な取組について、

的確に対応してまいります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 次に移ります。 

 市税の適正な徴収についてであります。前年度比の市税徴収率について、市税徴収率差押件

数、減免猶予、換価の猶予、処分停止について、明らかにされたい。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 市税の徴収率でございますが、前年度と同率の97.9％でございます。差押えです

が、こちらは695件増の5,830件、延滞金の減免は19件の減で35件でございます。それから、徴

収の猶予、こちらは842件の減で624件、換価の猶予は693件の減で1,971件でございます。最後

に、処分停止は157件の減で1,823件実施しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） コロナ、物価高、賃金や年金が上がらないもと、納税者は苦しんでい

ます。納税力のある者が徴収に応じない場合は、しっかりと徴収していただきたい、これは当

然でありますが、生活苦で納税が遅れる市民には、親切に対応すべきであります。何人かの委

員から質問がありましたけれども、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 納税者の皆さん、資力、それから、生活状況は様々でございますので、納税が困

難な方には、まず、納税相談のほうを促しまして、事情を丁寧に伺って、収入や資産状況を確

認した上で、猶予の制度などを適用するなど、納税者の皆さんに寄り添った形で柔軟に対応す

るようにしております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） かなりの差押件数がありますが、差押えについては、国税徴収法の理

念に沿って行うべきであると思います。 

 国税徴収法創設のとき、責任者であった民法学者の我妻栄先生は、差押えは最後の手段であ

ることを論じていますが、その有名な言葉を述べていただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 国税徴収法精解というものがございまして、そちらの序文の中盤に、新国税徴収

法の認める租税債権の優先的効力も、その徴収に当たって用いうる強制力も、その運用をきわ

めて慎重にすべきことが諒解されているということであると記載されておりまして、終盤には、
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よく切れる刀を持つ者が必要以上に切らないよう自制することは、すこぶる困難であると記さ

れておりまして、最後に、本書がこれを戒めるためにも役に立つことを希望してやまないと結

んでおります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 私も議会で税の問題を質問したり、納税者と対応するときは、この我

妻先生の言葉を本当に尊敬し、参考にしております。 

 我妻栄さんの言葉に沿った慎重な差押えが行っているのか、税務職員の研修に生かされてい

るのか、お尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 税務部長。 

○税務部長 差押えでございますが、こちらは、度重なる催告にもかかわらず、何も反応がな

いなど、納税の相談に応じていただけない方を中心に、財産が確認できた場合に行うこととし

ております。差押えの執行につきましては、差押禁止額の認定など、慎重に行うように、税担

当職員対象の税務研修の中で指導しているところでございます。 

 滞納処分することで生活が窮迫するおそれがある場合には、処分停止を行うなど、個々の状

況に応じた適切な対応に努めておるところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最後に、資産経営についてお尋ねします。 

 今、市有建築物の更新が迫られて、多額の財政が必要だと言われておりますけれども、長寿

命化計画の下、生涯学習の拠点であり、災害時の避難所として位置づけが高い公民館の整備に

ついての決算状況について、資産経営部としては、どのように捉えているのか、お伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 公民館の整備の決算額でございますけれども、建築部のほうの一元化予算執

行分で、トイレ改修、空調等改修実施設計を行いまして、６施設で2,018万5,000円、このほか、

こてはし台公民館と花見川図書館の複合化工事が４億6,251万2,000円、さらに、生涯学習振興

課執行分としまして、稲浜公民館駐車場改修や稲毛公民館ほか、２施設の屋外防水修繕などで

5,543万5,000円、合計５億3,813万2,000円となっております。 

 資産経営部としましては、施設の利用度、劣化度等から優先順位をつけて整備していくこと

が必要だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員に申し上げます。残り10分です。 

○委員（野本信正君） 市有建築物のリニューアル計画の中で、安全・安心の災害避難所を確

保していくためにも改修が必要な公民館はどのくらいあるのか。全部で47館ありますけれども、

どのくらいが改修が必要なんでしょうか。それをどのように維持整備していくのか、お尋ねし

ます。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 全部で47館ございまして、計画的保全施設となっているのが17館、当面継続

施設が30館でございます。 

 教育委員会においては、計画的保全施設となっている17館については長寿命化を図り、当面
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継続施設30館につきましては、老朽化等を踏まえて、第１次実施計画において、社会教育施設

保全計画を策定しており、計画的な保全及び再整備を進めていくというふうに聞いております。 

 資産経営部としましては、その保全計画を見まして、適切に対応していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 所管が改修したいと思っても、資産経営のほうは、その計画に沿って

それを決めていかないと進まないわけですよね。財政の調整についても、資産経営部が大きな

権限を持っている、そういう点では、たくさんある市有建築物の中で、私はやっぱり災害対策、

安全を確保するという点は、第一優先課題じゃないかと思うんです。 

 あわせて、生涯学習という非常に市民にとって高い位置づけのある問題ですけれども、やは

りそういう点では、数ある市有建築物の更新の中で、公民館に対する位置づけを資産経営部が

しっかり持っていただくということが、市民の安全を守るためにも非常に重要なことだと思い

ますので、もう一度、その決意のほどを答弁いただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 資産経営部長。 

○資産経営部長 市有建築物につきましては、様々なものがございまして、今後、人口が減少

していく中で、財政的な制約というものもございますので、全体としての資産、市有建築物に

ついて、減らしていくという方向で検討しなくてはならないという状況はございます。 

 そうした中で、公民館についてということになりますけれども、これにつきましては、市有

建築物全体を減らしていくという方針の中にあっても、今後、高齢化して、地域でそういった

ものを活用するというところもございますので、そのあたりを踏まえて、教育委員会のほうで、

社会教育施設の保全計画というのを必要性なものについて保全していくという方向で策定して

いくというふうに思いますので、それを踏まえて、当然、教育委員会でつくった保全計画につ

きましては、資産経営部としましてもそれを尊重して、運用していきたいというふうに考えて

おります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） よく分かりました。 

 最後に、財政局長にお尋ねしますが、やはり千葉市も優れた施策っていっぱいあるんですよ

ね。それで、中学校区に１館、公民館というのは、荒木前市長の時代ですかね、宮内前市長の

時代ですか、決めて、それがずっと守られて、今日、47館持っているというのは、これはすば

らしい千葉市の先進的な施策の一つだと思うんです。 

 ただ、もう築40年以上が半分以上ですし、もう手当てしないと危なっかしいのもいっぱいあ

る、そういう点で、災害対策も踏まえて、やっぱり財政局長もその辺の視点は、さっきから私

の言うことは全部こうやっていますからって、認めようともしない答弁しているけれども、本

件については、真面目に、ひとつ考えて捉えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 財政局長。 

○財政局長 先ほど部長のほうから話がありましたけれども、公民館について、計画的保全施

設と決まっているのが、17館しか実はないという状況でありまして、残り30館が当面継続とい

うことで、まだどうするか具体的にまだ決まってなくて、これから決めていくというような施
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設でもあります。 

 当然、委員さんがおっしゃるように、災害の対応ということもありますし、社会教育の対応、

育成というか、そういうこともあります。そういった中で、本当にどこの部分が必要で、どう

やって整備していくかというのは、教育委員会とともに考えていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 委員長におかれては、私の発言をスムーズにさせる運営をしていただ

き、ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

○主査（前田健一郎君） ほかに御質疑等がなければ、以上で財政局所管の審査を終わります。 

 財政局の方々は御退出願います。お疲れさまでした。 

［財政局退室、総務局入室］ 

 

総務局所管審査 

○主査（前田健一郎君） 次に、総務局所管の令和４年度決算議案の審査を行います。 

 当局の説明をお願いいたします。総務局長。 

○総務局長 総務局でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、総務局全体の決算概要につきまして、主なものを御説明し、各部等の決算内容に

つきましては、後ほど部長等より御説明させていただきます。失礼します。座って説明させて

いただきます。 

 それでは、主要施策の成果説明書の32、33ページをお願いいたします。 

 総務局の歳入歳出決算額状況表でございます。 

 なお、金額につきましては、100万円未満を切り捨てて、100万円単位で御説明させていただ

きます。 

 まず、歳入についてですが、表の一番下の計の欄を御覧ください。 

 総額で、予算現額６億8,700万円に対し、収入済額は６億5,900万円でございます。 

 収入済額の主な内容ですが、款26・市債の２億1,600万円は、都市防災体制整備事業債であ

り、予算現額に対し4,700万円の減となっております。 

 この減の主な理由ですが、千葉市中央防災倉庫整備事業の工事の遅れに伴い、年度内での事

業完了が困難となったため、翌年度に繰り越したことによるものでございます。 

 次に、歳出でございます。34ページから37ページにわたっております。 

 まず、36、37ページの表の一番下の計の欄を御覧ください。 

 総務局全体の歳出ですが、予算現額433億7,000万円、支出済額420億4,100万円で、執行率は

96.9％でございます。 

 戻りまして、34、35ページをお願いいたします。 

 総務局の歳出は、款２・総務費、項１・総務管理費を除き、全てが給与費でございます。 

 総務局の事業費及び給与費の説明につきましては、お手元にお配りしておりますＡ３横の資

料、令和４年度総務局歳出決算額状況表の内訳を御覧ください。 

 まず、１の事業費ですが、左側の事業費の表の一番下の計の欄を御覧ください。 
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 予算現額62億5,800万円、支出済額57億8,500万円で、執行率は92.4％でございます。 

 主な支出内容につきましては、費目ごとに御説明いたします。 

 初めに、款２・総務費、項１・総務管理費、目１・一般管理費ですが、主に電子計算機の運

用をはじめとする電算関係経費で、支出済額45億9,900万円、執行率は93.3％でございます。 

 次に、目２・人事管理費ですが、主に職員の研修、健康管理などに関する経費で、支出済額

１億7,900万円、執行率は92.0％でございます。 

 次に、目３・文書費ですが、主に文書管理に関する経費で、支出済額4,300万円、執行率は

76.1％でございます。 

 次に、目４・広報費ですが、主に行政情報の受信に関する経費で、支出済額1,400万円、執

行率は97.8％でございます。 

 次に、目12・防災対策費ですが、主に防災備蓄品整備や危機管理センターの整備などに関す

る経費で、支出済額７億8,800万円、執行率は90.0％でございます。 

 なお、翌年度繰越額2,400万円は、千葉市中央防災倉庫整備事業の工事の遅れに伴い、倉庫

内に格納予定の備蓄品移動予定時期を遅らせたことから、翌年度に繰り越したものでございま

す。 

 最後に、目16・諸費ですが、主に国際交流事業及び公益財団法人千葉市国際交流協会への運

営補助経費で、支出済額１億5,800万円、執行率は85.4％でございます。 

 続きまして、２の給与費ですが、こちらは一般会計における市長部局分の給与費でございま

して、右側の給与費の表の一番下の計の欄を御覧ください。 

 予算現額は371億1,100万円、支出済額は362億5,600万円で、執行率は97.7％でございます。 

 また、前年度比では8,000万円、0.2％の増となっております。 

 総務局の決算の概要につきましては、以上でございます。 

 それでは、各部等の決算の詳細につきましては、部長等より御説明いたします。 

○主査（前田健一郎君） 市長公室長。 

○市長公室長 市長公室でございます。市長公室の主な施策の概要と成果につきまして、御説

明申し上げます。申し訳ございません。着座にて失礼いたします。 

 主要施策の成果説明書の38ページをお願いいたします。主要施策の成果説明書38ページでご

ざいます。 

 初めに、秘書課が所管しております１、市政功労者表彰等317万8,000円でございます。特別

市政功労者として、市政の発展に特に功労のあった12人の方々を、また、市政功労者として、

個人163人、28団体の方々をそれぞれ表彰いたしました。 

 また、地域地域社会貢献者・寄附行為者褒賞では、個人63人、50団体の方々に感謝状を贈呈

するとともに、教育・文化・スポーツ等功労者褒賞では、個人60人、13団体の方々の功績をた

たえ、記念の盾をお贈りいたしました。 

 続きまして、国際交流課でございます。国際交流課所管の２、コミュニティ通訳・翻訳サポ

ーター制度173万6,000円でございます。日本語でのコミュニケーションが難しい外国人市民が

安心して暮らせますよう、行政窓口や病院等での通訳や翻訳をボランティアが行う体制を構築

し、令和５年１月から運用を開始いたしました。 

 続きまして、３、多文化共生推進アクションプラン22万8,000円でございます。平成29年度
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に策定をいたしました千葉市多文化共生のまちづくり推進指針を改定するとともに、千葉市多

文化共生推進アクションプランを策定いたしました。今後、アクションプランに基づき、外国

人市民のライフスタイル、ライフステージに応じた支援や日本人市民と外国人市民の相互理解

等に取り組み、多文化共生のまちづくりを推進してまいります。 

 続きまして、４、多言語対応タブレット端末の配置169万3,000円でございます。区役所は、

各区の保健福祉センターの窓口に多言語対応のタブレット端末17台を配置いたしました。タブ

レット端末の多言語音声翻訳アプリや千葉市国際交流協会のオンライン通訳支援によりまして、

今後も増加が見込まれる外国人市民の窓口での諸手続等に活用をいたします。 

 最後に、５、国際交流の推進2,156万9,000円でございます。ヒューストン市公式訪問団の受

入れやアスンシオン市から青少年を招聘したサッカー交流事業を令和４年10月に行いましたほ

か、12月には、ＪＲ海浜幕張駅前で、スイス・クリスマスマーケットを開催いたしました。 

 市長公室の説明は、以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 危機管理部でございます。 

 危機管理部の主な施策の概要と成果につきまして、御説明をさせていただきます。着座にて

お願いします。 

 39ページをお願いいたします。 

 初めに、危機管理課の１、国土強靱化地域計画の改定298万3,000円ですが、自然災害対策に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国土強靱化における本市の様々な分野の計画、

取組の指針となる国土強靱化地域計画の見直しを行いました。 

 次に、２、第43回九都県市合同防災訓練、千葉市会場２億1,216万6,000円ですが、防災関係

機関との連携協力体制の充実、強化と住民一人一人の防災行動力の向上を目指し、九都県市合

同防災訓練の中央会場として、大規模かつ実践的な訓練を行いました。 

 次に、防災対策課の３、避難所運営委員会の活動支援555万6,000円ですが、災害時に、避難

所を円滑に開設、運営する体制を構築するため、市民が主体となった避難所運営委員会の活動

に要する経費を助成したほか、避難所の感染症対策を含む開設、運営の手順を分かりやすく説

明した動画を制作いたしました。 

 次に、４、自主防災組織の結成促進と活動支援968万4,000円ですが、地域における防災力向

上を図るため、自主防災組織の結成を促進するとともに、各種助成を行うほか、防災訓練で活

用するためのスタンドパイプ及び煙体験ハウスを整備いたしました。 

 次に、40ページをお願いいたします。 

 ５、防災ラジオの更新1,518万9,000円ですが、防災行政無線のデジタル化に伴い、町内自治

会などへ配布した防災ラジオが緊急情報を受信できなくなるため、コミュニティＦＭ経由で緊

急情報を受信し、自動起動するラジオを導入いたしました。 

 次に、６、地域避難施設の運用体制整備149万5,000円ですが、地域の避難施設として認定す

る町内自治会集会所などの体制強化のため、新たに携帯トイレを整備いたしました。 

 次に、７、避難行動要支援者個別避難計画作成促進288万6,000円ですが、避難行動要支援者

の支援体制を構築するため、要支援者の状況などを把握している福祉事業者との連携による個

別避難計画の作成を行いました。 
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 次に、８、危機管理センターの整備１億1,024万3,000円ですが、総合防災拠点となる新庁舎

に危機管理センターを設置することに伴い、本部員会議や関係機関職員の受入れなどで必要と

なる机、椅子などを整備するとともに、既設防災通信設備を移設いたしました。 

 次に、９、総合防災情報システムの構築及び運用保守889万1,000円ですが、危機管理センタ

ーで行う災害対応を支援するため、情報収集・保管、情報活用、情報発信の各機能を備えたシ

ステムの開発を行うとともに、連携が必要な各システムの改修を行いました。 

 最後に、41ページをお願いいたします。 

 10、防災備蓄品の整備３億2,873万5,000円ですが、災害時に避難者の健康保持を図るため、

引き続き、栄養補助食品などを整備したほか、避難所の開設、運営に必要な資機材やマンホー

ルトイレ、備蓄倉庫等を整備いたしました。また、首都直下地震などの大規模災害に備え、帰

宅困難者用備蓄品を整備いたしました。 

 危機管理部の説明は、以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 総務部でございます。よろしくお願いいたします。 

 総務部の主な施策の概要と成果につきまして、御説明いたします。恐れ入りますが、座って

説明させていただきます。 

 資料42ページをお願いしたいと思います。 

 人材育成課が所管しております１、職員研修3,842万6,000円についてでございます。人材育

成活用基本方針を踏まえ、職員に必要とされる能力などを養成するため、各種研修を実施いた

しました。 

 まず、１、職場外研修ですが、職務遂行に必要な基礎的知識を付与する必修研修、応用能力

を高めるための選択研修などの集合研修を実施するとともに、自治大学校や市町村職員中央研

修所、その他、各種講習会などの研修専門機関、民間企業への派遣などを行いまして、全体で

１万1,990人が修了しております。 

 次に、２、職場研修ですが、各職場からの要請に応じて講師を派遣するデリバリー研修支援

では、コンプライアンスやハラスメントに関する研修などを実施いたしました。 

 最後に、３、自主研修については、職員が自主的、自発的に行う研修でございますが、資格

取得支援では124人が資格取得したほか、庁内で募集した様々なテーマについて、勤務時間外

に職員が学ぶ夜間講座を実施いたしました。 

 総務部の説明は、以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 情報経営部でございます。 

 情報経営部の主な施策の概要と成果につきまして、御説明申し上げます。恐れ入ります、着

座にて失礼いたします。 

 43ページをお願いいたします。 

 初めに、業務改革推進課が所管しております１、あなたが使える制度お知らせサービス395

万8,000円についてです。市が保有する住民情報を基に、市民が利用できる行政サービスにつ

いて、ブッシュ型でお知らせする、あなたが使える制度お知らせサービスの運用を行うもので

ございます。令和４年度は、対象となる制度を３制度、拡充いたしました。 
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 次に、２、マイナポータルと基幹システムのオンライン接続7,612万1,000円ですが、政府が

運営するオンライン申請サイトであるマイナポータルを通じて行われる行政手続について、本

市のシステムとデータ連携することにより、事務の効率化を図ったものでございます。 

 次に、３、外部監査1,800万円ですが、令和４年度は、一般会計、特別会計及び企業会計に

おける収入未済額の管理に係る事務の執行について、監査が行われました。 

 次に、業務改革推進課と情報システム課が所管しております４、情報セキュリティ対策２億

9,674万1,000円ですが、個人情報の漏えいなどを防ぐため、情報セキュリティ対策の強化を行

いました。 

 このうち、１、自治体情報セキュリティクラウドの再構築ですが、24時間365日、専門家の

監視によるセキュリティ対策を行っております。２、インターネット接続環境の再構築ですが、

庁内ネットワークシステム、通称チェインズのパソコンから、安全にインターネットを利用で

きる環境を再構築いたしました。３、情報セキュリティ研修・訓練の実施ですが、職員の意識

の向上を図るため、研修や訓練を行っております。４、情報セキュリティ監査の実施ですが、

情報セキュリティ対策が適切に実施されているか、監査を行いました。 

 次に、情報システム課が所管しております５、住民情報系システムの標準化１億2,105万

2,000円ですが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、国が求める標準

仕様に準拠したシステムへ移行するための全体計画を策定したものでございます。 

 最後に、６、第５次チェインズ整備計画策定1,705万円ですが、庁内ネットワークシステム

チェインズを令和６年度に更新するため、整備計画を策定したものでございます。 

 御説明は、以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 総務局の皆さん、よろしくお願いします。 

 委員長、一問一答で、よろしくお願いします。 

 初めに、国際交流課の２番の、主要成果報告書に沿って、進めさせていただきます。 

 ２番のコミュニティ通訳・翻訳サポート制度の新規事業についてなんですけれども、こちら

の制度の内容について、ちょっと詳しく教えていただきたいのと、あと、派遣状況等について

も分かる範囲でお聞かせいただきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 コミュニティ通訳・翻訳のサポート制度でございますけれども、まず、サポーターの登録人

数等からお話しします。登録者数は、通訳が127名、翻訳が129名、言語に関しましては、通訳

が20言語、それから、翻訳が19言語でございます。 

 派遣人数に関しましてですが、記載のとおりでございます。通訳67件、翻訳31件でございま

す。この中では、医療や行政窓口、教育、労働、子育てなどの各種相談、それから、健康福祉

などでの場面での通訳などが主な内容でございます。 

 対象分野につきましてですが、行政手続や各種相談、児童生徒の教育、健康福祉、医療、そ

の他、町内自治会やＮＰＯ等の活動に関するものでの公共的なもので、公共性の高いものとな

ります。 

 なお、個人的に、隣の外国人の方とお話しするための通訳や会社の内部の規則を外国人出身
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者に説明するための通訳等は、この中では承っておりません。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。意見は、ちょっと後で、国際交流課さん、

まとめて取組について申し上げたいと思いますので、ありがとうございました。 

 次、多文化共生推進アクションプランについてなんですけれども、まず、このアクションプ

ランの特色といいますか、これまでの推進指針との、今までの過去の従来の推進指針との違い

というか、それをちょっと明確に、ちょっと改めて確認させてください。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 まず、違いですけれども、当初の平成29年度に策定しました千葉市多文化共生まちづくり推

進指針の策定から５年がたち、外国人人口の増加の傾向、あと、房総半島台風などの気象災害

の激甚化、また、コロナ感染症の流行など、外国人市民を取り巻く社会情勢が大きく変化して

いることから、指針を全面改定いたしました。 

 その指針といいますのが、まず、方向性がございます。全ての市民が、誰一人取り残される

ことなく、安全・安心に暮らせる社会の実現と、個人を尊重し、国籍や言語・文化の多様性を

まちの力にすることで、誰もが生き生きと活躍できる社会の実現です。これらを実現するため

に、アクションプランを策定いたしまして、各年度、令和７年度まで、３年間の行動を整理し

たものでございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 会派としましても、この５年間、据置きになっていたこの計画、方向性が明確じゃなかった

ということを提案させていただきまして、新しいプランの作成を要望してきました。今回、高

く評価させていただきたいというふうに思います。 

 その中で、このプランの中に盛り込まれている主な新規というか、拡充事業というか、簡単

に教えていただければと思います。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 アクションプランの掲載の主な施策を申し上げます。 

 令和５年度は、ＬＩＮＥ相談や多言語での転入者向けの案内リーフレットの作成を実施いた

します。また、令和６年度は、申請書などの行政手続、また、手引の多言語化、易しい日本語

の表記、また、日本語学習支援の強化、そのほか、モデル的町内自治会への補助等を検討して

おります。令和７年度は、新規ですけれども、ＡＩチャットボットの構築などを検討しており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。今定例会の代表質疑でも取り上げさせてい

ただきました多文化共生アクションプランは、会派としましても、しっかりと推進というか、

応援もしていきたいと考えております。期待もしておりますので、どうかよろしくお願いしま
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す。 

 次の多言語対応のタブレット端末の配置については、意見としまして、先ほど触れました通

訳・翻訳サポーター制度も含めまして、ただいまの多文化共生社会の実現を目指して進めてい

く上で、外国人市民への相談体制の充実ですよね。それと、市民サービスの向上、市民サービ

スの支援に資する取組というふうに理解しておりますので、評価もしております。さらなる拡

充も含めまして、引き続きの取組の強化を求めておきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。ありがとうございます。 

 次、危機管理部です。 

 まず、避難所運営委員会の活動支援のうち、令和４年度の取組について、ちょっと確認させ

てください。３番の避難所運営委員会の活動支援のうち、令和４年度の取組について確認させ

てください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 避難所運営委員会につきましては、引き続き、活動の補助をする支援金を助

成しておりまして、年間３万円を上限に補助金を助成しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） 何かその中でＤＶＤの貸出し、動画とか、何かそういう説明もあった

かというふうに、どういうＤＶＤなのか、ちょっと分かる範囲で、簡単で結構なんですけれど

も。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 このコロナを受けまして、感染症対策について、具体的にしたマニュアルの

改正をしまして、そのマニュアルに基づいたＤＶＤを作成しまして、現在、ユーチューブで公

開するほか、区役所でＤＶＤで貸出しを行っているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） それは、感染症対策に関するＤＶＤの作成ですかね、ふだんもう平時

のときは使われないような内容になっているんですかね。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 感染症対策を踏まえまして、平時の今までのものに加えて感染症対策を加え

たというような形になっておりますので、これからこの新しいものを御活用いただければと思

っております。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。理解できました。 

 次、２番の自主防災活動の結成促進と活動支援についてなんですけれども、この自主防災組

織による消火栓、排水栓を活用した初期消火活動の普及啓発のためにスタンドパイプを全区役

所に貸し出す体制を構築されたということで、しております。 

 この自主防災組織の活動支援で購入したこのスタンドパイプは、区に何基配備していただい

たのか、また、どのように活用を促進されていかれるのか、教えてください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 
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 スタンドパイプ、各区に１基ずつ配備しております。貸出しを開始するに合わせて、各自主

防災組織に案内をしたところでありますが、今後は、各区に自主防災組織が訓練の相談等で来

た際には、貸出制度を案内しまして、スタンドパイプの購入検討につなげていきたいというふ

うに考えております。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 次、40ページの５番の防災ラジオの更新についてなんですけれども、令和４年度は、従来の

配布先、町内自治会、自主防災組織、民間保育施設ですよね、の防災ラジオを更新していただ

いたほかに、新たにあんしんケアセンターへの配備も進められました。評価しております。あ

りがとうございます。 

 そこで、これまで会派で求めてきました防災ラジオの一般市民への普及についてなんですけ

れども、やはりスマートフォンなど、やっぱり使い切れない方に、緊急情報を届けするために

も防災ラジオを一般市民に普及すべきと考えますが、本市の見解について、お聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策でございます。 

 この防災ラジオにつきましては、防災行政無線による緊急放送を自動起動して大音量で放送

することができますので、無線放送を補完する有効な手段だと思っております。 

 今年度につきましては、市民のニーズを把握するためのアンケート調査を実施いたしまして、

今後の普及に向けた検討を進めてまいりたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 次、地域避難施設の運用体制整備についてなんですけれども、携帯トイレを整備いただきま

した。地域避難施設認定制度につきましては、会派で提案し、推進してきました。 

 そこで、改めて確認しますけれども、この地域避難施設の認定数、増えているのかどうなの

かというのと、また、本市は、地域避難施設に対してどのような役割を期待しているのか、確

認させください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 地域避難施設につきましては、８月末時点で認定数が89施設となっておりまして、今年度、

５施設増加しているところでございます。 

 地域避難施設につきましては、距離的に身近な避難施設であるとともに、平時から使い慣れ

た施設でありますので、日常の延長として、より安心して避難できる施設となることを期待し

ております。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 引き続き、地域の防災力の強化はもちろんのことなんですけれども、自助・共助への意識の

向上が図れる取組をお願いしておきたいというふうに思います。 

 次、避難行動要支援者の個別避難計画作成促進についてなんですけれども、成果報告を見ま

すと、あまり詳しく掲載されていないなというふうに感じています。令和４年度までの取組に
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ついて、お聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 まず、令和３年度から事業を開始しまして、令和３年度は、ケアマネジャーに委託をしまし

て、ケアプラン等で関わりのある方の中から34人分の計画を作成しました。続く、令和４年度

につきましては、災害時に、特に命の危険があると思われる土砂災害警戒区域にお住まいの方、

それから、電源が必要な医療機器を使用する方を対象に、作成業務を民間事業者に委託しまし

て、63件の計画を作成したところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 今年度は、200件を目標に動いていただいているというふうにお聞きしているんですけれど

も、進捗だけ、ちょっと教えください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 今年度は、選定要件に、昨年度までに加えまして、重度心身障害児や浸水想

定が２メートル以上の地域にお住まいの方なども要件に加えまして、200件の作成を目標にし

ております。 

 現在は、民間事業者の入札と対象者の選定を終えたところでございまして、随時、対象者の

同意確認を行う作業を進めていく段階でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。 

 土砂災害警戒区域に居住の方とか、あとは、やはり電力維持が必要な方、おられますよね。

そういう方々に、どのぐらいの支援の手を差し伸べていけるかが一つの大きな課題かというふ

うに思っておりますので、その点、福祉専門職の方々との連携も密にしていただきながら、福

祉と防災部門の縦割り、取っ払った取組の強化、お願いしておきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 次、８番、９番の危機管理センターの整備と総合防災情報システムの構築及び運用保守につ

いては、一緒にお伺いしますけれども、このセンター及びこのシステムの特色というか、長所

といいますか、ちょっと詳しく、分かりやすく、簡単に教えていただければと思いますけれど

も、いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 まず、センターにつきましては、まず、本部会議を迅速に行うための本部員会議室、それか

ら、関係機関を受け入れるための関係機関調整室、それから、事務局職員が集中して作業する

ためのオペレーションルームなど、諸室を設けまして、集中して迅速に情報を集めて、円滑な

作業ができるようにしております。 

 システムにつきましては、情報収集から情報を分析して、発信してというところの一連の作

業を一つのシステムでできるようにいたしまして、これも災害対応が迅速、円滑化することに

貢献するものだと思っております。 

 以上です。 
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○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございます。よく分かりましたので、また引き続き、４月

からというか、令和４年度は、様々な取組を進めていただいたということで、感謝しておりま

す。ありがとうございます。 

 次、防災備蓄品の整備については、マンホールトイレについてなんですけれども、今年度で、

一応、市内小中学校への設置は、もう完了していただくということで、会派としましては、県

立高校、いわゆる千葉市の避難所となっています県立高校22校に、そちらのほうにマンホール

トイレの設置を要望させていただいているところでありますけれども、このマンホールトイレ

の周知ももちろんそうなんですけれども、いざというときにどのように使用するのかというの

が分からないという方々もおられて、そういう声もいただいていますので、運用面に対応する

というか、対応における考え方といいますか、このトイレの研修会というわけでもないんです

けれども、職員の方々も果たして、いざというときに設置できるのかとか、その辺も含めて、

ちょっと何か研修会等、充実も必要と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 マンホールトイレにつきまして、直近要員の避難所担当となる職員につきましては、毎年、

研修の中身に入れておりまして、トイレを実際に組み立てる研修をやってございます。それか

ら、一般の市民の方々に、先ほど避難所運営委員会で出ましたが、動画でマンホールトイレの

設置方法の動画もつくっておりまして、それも公開しているところでございます。あわせて、

実際に、やっぱり触って学びたいという方もいらっしゃいますので、昨年から、防災ライセン

ススキルアップ講座というものに、トイレを１日かけて学ぶコースというのを設置しまして、

今年も来月３日間にかけてやるんですが、そこで、地域の方々にトイレの作成を研修してもら

っているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 様々、私も若葉区の避難所のほうに今回も行かせていただきまして、様々、本当に外でされ

て、様々な取組もこの目で確認させていただいたんですけれども、ああいう取組というのは、

やっぱり非常に分かりやすくていいかなと感じましたので、研修会等も含めまして、さらなる

このマンホールトイレという周知をお願いしておきたいと思います。 

 次、成果報告書にはないんですけれども、済みません、給与課さんの、私、昨年度の第４回

定例会の際に、千葉市の職員の給与に関する条例等の一部改正という議案の中で、ちょっと確

認させてもらったんですけれども、その後の進捗というか、ちょっと若干、気になっておりま

すので、２点だけちょっと確認させていただきたいんですけれども、初めに、給与改定の影響

についてなんですけれども、職員の給与費ですか、市長部局の決算額が362億5,600万円と、前

年度比で8,000万円増加したということですけれども、昨年度の市の人事委員会の勧告に基づ

く給与改定、一般職の職員の勤勉手当をコンマ１か月引き上げるという、その影響はどの程度

ありましたか。確認させてください。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 総務部でございます。 
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 一般会計の市長部局における給与改定の影響でございますけれども、約２億6,000万円の増

となってございます。一方で、定年退職者の減少に伴う退職手当の減などの影響もございまし

て、前年度比で、合わせて8,000万円の増加にとどまったという状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 もう一点は、会計年度任用職員に対する勤勉手当支給についてなんですけれども、こちらも

前回、触れさせていただきまして、今年の５月に、地方自治法が改正されまして、令和６年度

から、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能になっております。その中で、本市におけ

る対応とか、支給に際しての何か課題等あれば、お聞かせいただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 会計年度任用職員への勤勉手当の支給に当たりましては、各期の支給月数や在職

期間に応じました支給割合の取扱い、それから、人事評価の結果を適切に成績率に反映する方

法など、常勤職員との権衡等も踏まえつつ、制度検討を行う必要がございます。 

 このほか、財源確保ですけれども、これにつきましても国の地方財政措置の動向にも注視し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 意見としましては、８月の人事院勧告におきましても２年連続で引上げ勧告がありまして、

特に、月例給、こちらは大幅なベースアップになったということでありました。このほかにも

社会と公務の変化に応じた給料制度のアップデートも言及されております。 

 我が会派におきましても、時代に合った見直しを、給与制度の見直しを要望しておりまして、

当局におかれましても今後の本市人事委員会勧告内容を踏まえて、適切な対応をお願いしてお

きたいと思っております。また、会計年度任用職員への勤勉手当の支給につきましても、本市

の財源負担が生じないように、国に対してもしっかりと地方の財政措置を講じるように要望し

ていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 次、最後、あなたが使える制度お知らせサービスについて。このあなたが使える制度お知ら

サービス、拡充されました。ありがとうございます。私もこれ実際、利用させていただいてお

りまして、また、私のところにもすごく好評をいただく声をいただいているところであります。 

 通知となる対象サービスが三つ追加されたんですよね。令和４年度はね。それで、29制度に

なったというふうに認識しているんですけれども、そこで、このサービスに対する考え方とい

うんですか、また、基準とかあれば、教えていただきたいのと、あと、今後の展望として、何

か活用可能なサービスはどの程度あるのかとか、その辺も含めて、もう少し詳しくこの制度に

ついて勉強させください。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 今年度は、令和４年度には３制度を追加しまして、26制度になっております。令和５年度に

もまた３制度追加をいたしまして、そして、現在が、今、作業しているところなので、今年度
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中には29制度になります。（「ああ、そう」と呼ぶ者あり）はい。 

 今後も制度拡充はしていきたいなとは考えておるんですが、何分、制度を拡充するに当たり

ましては、システムの改修の費用がかかってまいりますので、そこは費用と効果を勘案しまし

て、効果の高い精度を選んでいきたいなと考えております。 

 引き続き、市民サービスの向上につながるような制度をいろいろ増やしていきたいなと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 青山委員。 

○委員（青山雅紀君） ありがとうございました。 

 会派としましても通知対象サービスの拡充ですか、これは追加で要望させていただきますの

で、予算要望の中に入れさせていただいておりますので、ぜひ反映していただけるように、御

努力いただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 私から、以上でございます。ありがとうございました。 

○主査（前田健一郎君） ほかに質問等ございますか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、（仮称）多文化共生推進アクションプラン策定についてですが、外国人市民と共生し

ていくための取組が示されていますが、当事者には、どうやって取り組んだ内容をどのタイミ

ングで周知しているのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 多文化共生推進アクションプランでは、令和５年度から令和７年度までの３年間に行う施策

を示しております。外国人市民支援と相互理解という二つの方向性における令和７年度末の達

成目標を定めておりますので、年度ごとに、各取組の進捗状況等を市ホームページ等で公表す

る予定でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 当事者には、ネットを見なければ、必要な情報が得られないというこ

とでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 今のところ、その取組の状況の進捗をまとめたものは、市のホームページで

公表するんですが、それ以外に、外国人の方の目に届くような方法を、今後、考えてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 災害時に、ごみの出し方とか、学校での関わり、通勤で働く外国人も

多く目にするようになっていますが、こうした方へのアプローチはどうするのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 現在、本市の情報を多言語や易しい日本語で発信する機会を増やすとともに、外国人市民に
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伝わるツールの導入を図っております。 

 具体的には、外国人市民が日本社会の一員として円滑に生活を送ることができるよう、相談

対応やホームページ、ＳＮＳによる情報発信のほか、市政だよりの中から、外国人市民にも有

益な情報を選んでまとめました外国人のための市政だよりの発行や本市で生活していく上での

最低限必要なルールや情報をまとめた冊子、千葉市生活ガイドをやさしい日本語で発行し、転

入手続等の機会に配布しております。また、本年９月からは、易しい日本語を含む７言語でＬ

ＩＮＥを活用した相談対応や生活に必要な情報発信を始めたところでございます。 

 今後は、外国人が集中している町内自治会等との連携にも取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 外国人のための市政だよりは、どこに置いてありますか。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 各区役所ほか、国際交流協会、また、外国人が集まってこられるような場所に配布しており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今、例えば、公営住宅とか、中国、韓国、ベトナム、フィリピンの人

なんかがよく入居をされていて、自治会がないところもあって、高齢の日本人の方と共生して

いくためには、当事者だけじゃなくて、関わる関係者にもそうしたガイドとか、市政だよりと

かがあると助かるかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。それとか、例えば、

なかなか区役所とか、国際交流、よほどの目的がないと行かないので、例えば、コンビニとか、

何かもうちょっと置いておいて、少し日常的に行くような場所にもう少し置くとか、何か、ど

うなのかなというふうにちょっと思うんですけれども、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 委員おっしゃるとおり、やはり外国人が目にする場所に置くのが一番効果的であると思いま

すので、今後、そういう情報を置いてくださるようなところを探しまして、また、おっしゃっ

たように、公営住宅などにもちょっと働きかけまして、外国人の皆さんに行き渡るように検討

してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 先ほどＬＩＮＥの活用した相談ということですけれども、取りあえず、

現時点で、どのような相談がなされているのか、分かれば。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 ＬＩＮＥ相談ですが、９月１日から始めました。今のところ、登録者数は54名、相談の内容

としましては、外国人同士の結婚と日本語学習、それから、就労についての相談がこれまでご

ざいました。相談件数は４件でございます。 
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○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 私なんか、幕張本郷の朝とかに出ているルート、何か日本なのかなっ

て思うぐらい中東の方がバスに乗って、結構、働きに出かけていて、行き帰り、結構、多く通

るんですよ。そういうふうに、随分、変化しているなというふうにすごく感じるし、公共施設

のいろんな表示も日本語、英語はあってもほかのがほとんどない状況で、本当に当事者から見

たときに、もう少し住みよいまちづくりというのをしていってはどうかなというふうに思いま

す。それは要望しておきます。 

 次に、多言語対応タブレット端末の配置をしての使用状況について、ちょっとお聞かせくだ

さい。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 多言語対応タブレット端末の配置でございますが、令和４年８月に各区役所、それから、保

健福祉センターに17台を配置いたしました。その後、令和５年２月に使用状況調査を行い、月

に一、二回程度の使用頻度の低い課から、週一、二回の使用頻度の高い市民総合窓口課にタブ

レット端末を集約するなど、再配置を行ったところでございます。 

 今後も定期的に使用状況の調査を行いつつ、タブレット端末が有効に使用されるよう、区役

所と連携しながら、改善を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 高齢福祉とかに多言語化が必要かというと、現時点では、あまりない

かなと思うんですけれども、今、住んでいる私の肌感覚では、外国人の方は、まだお若いなと

いうふうに思うんですね。だけれども、これからもっと高齢化していったら、本当はもっと、

市民課だけじゃなくて、やっぱり福祉のサービス、どういうふうに使うのかとかという、そう

いうことも必要になるのかなというふうに思うので、ちょっと今後については、また、目配り

していただければと思います。 

 次に、九都県市の合同防災訓練について、自衛隊の役割について、お聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 緊急対策室長。 

○緊急対策室長 緊急対策室でございます。 

 自衛隊の災害派遣は、自衛隊法第83条に基づき、緊急性、非代替性、公共性を総合的に勘案

して判断し、やむを得ない事態と認める場合に部隊等を派遣することが原則とされております。 

 自衛隊は、この災害派遣任務に対応するための平素からの取組としまして、地方公共団体な

どが行う防災訓練への積極参加をしており、令和５年第44回九都県市合同防災訓練（千葉市会

場）においては、実動訓練における消防局、消防団と連携した救出救護訓練、展示体験コーナ

ーにおける日本赤十字社と協力した応急給食支援を行いました。このように、国の防災関係機

関としての役割を果たしていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今回の防災訓練で救出救護、給食支援などがあることは承知していま

すが、お子さんに迷彩服を着せて写真撮影するというのは、防災訓練とどう位置づけられてい
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るのか、お聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 緊急対策室長。 

○緊急対策室長 防災関係機関への服装として体験をしてもらったということだと認識をして

おります。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 自衛隊のほうの取組について、こういう取組をしているんだというところで、

親子共々、御覧になっていただくということで、認知を深めていただくというような動きもあ

って、展示体験コーナーで展開していただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 自衛隊のＰＲのために防災訓練があるわけじゃなくて、災害時にどん

なことを行っているか、知らせる任務に専念すべきではないのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理監。 

○危機管理監 自衛隊さんも含めまして、消防、警察、それぞれ広報、ＰＲとして、各部隊の

ほうには、我々に協力していただくとともに、相対する協力をしてもらうというところの相互

関係の中でも、そういった取組を行っていただいているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今までは、あまりそういうのはなかったかなというふうに、ちょっと

思っていたので、ちょっとはたから見るとね、私たち市議団、視察したときに、ちょっと違和

感を感じるねという話をちょっと何人も出ていたので、そのことはちょっと指摘しておきたい

と思います。 

 次に、防災食の普及についてです。これについて、ちょっとお聞かせください。合同防災訓

練のときの防災食の普及について伺います。 

○主査（前田健一郎君） 緊急対策室長。 

○緊急対策室長 緊急対策室でございます。 

 展示体験コーナーにおいて、防災関係団体による防災食食料の展示と紹介、アルファ化米等

の炊き出しと試食を行い、市民の皆様への防災食の普及を図りました。また、一般来場者に対

する配布物の中に防災食を入れまして、防災意識の啓発をいたしました。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今回もバラエティー豊かな防災食が提供されていて、いわゆる、おに

ぎり、パンの支給されるようなことだけにとどまらず、野菜とか、たんぱく質の提供もして、

健康面でも配慮できるようなものも準備すべきではないかと思いますが、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災備蓄品につきましては、まずは、生命維持のためにということで備蓄を

しているところでございますが、栄養の観点も重要でございますので、栄養補助食品も備蓄す

るほか、災害時の応援協定等で、いざというときには、食料を持ってきてもらうような体制も

整えているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 
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○委員（中村公江君） 今回、出されていた中では、例えば、アレルギーとか、肉とかを食べ

られない、いわゆる、ビーガンなどの対応した食品も陳列をされていて、こうしたものも紹介

しながら、多様性に応じられる対応は、今後していくのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 アレルギー等につきましては、そういう食べられない人にとっては大変な問題でございます

ので、そういったことにも配慮しながら、食事の提供等を普及していきたいというふうに考え

ております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） あと、以前、私も防災食の問題、取り上げたときに、甘いものなど、

疲れを取るために必要だという指摘もあって、長期的に考えた場合ですけれども、チョコとか、

ようかんとか、長期に保存できるようなものも検討すべきではないかというふうに言われてい

ますけれども、どうですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 そういったものの必要性は感じておりますので、これから民間の事業者等と協力しながら、

確保できる体制をつくっていきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 次に、避難所運営委員会の活動支援についてですが、115か所は、千

葉市全体網羅しているのか、ない地域はどうなのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 この115か所につきましては、活動支援補助金の交付実績が115団体でありま

して、地域的には、全区で実績があるものでございます。 

 なお、避難所運営委員会につきましては、全272か所の避難所のうち、268か所で設立してい

るところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） その272か所のうち、268か所の設立ということで、残り４か所はどこ

ですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 花見川区で１、美浜区で３で未設立でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 花見川１ってどこですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 跡施設になっているところでございまして、済みません、後ほど提供させて

いただきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 前は、何か幕張本郷が、たしか遅れているって、何かね、聞いたこと

あったんですけれども、何かもしあれば、また教えてください。 

 設立できるような働きかけはされているのか、何が課題なのか、お聞かせください。 
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○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 設立の働きかけを区役所のほうでやっているところでございます。 

 花見川につきましては、跡施設でございまして、ちょっとその活用方針と併せて、検討して

いきたいということで、地域と話をしていると聞いております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 次に、避難所用備蓄品には、液体ミルクは含まれるのか、お聞かせく

ださい。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 本市では、現在、粉ミルクを備蓄しておりまして、液体ミルクにつきまして

は、賞味期限が短いことから、備蓄ではなくて、災害時応援協定締結事業者から、必要に応じ

て調達するという体制にしていると聞いております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 都内では、自販機で調達できるというふうに、この間、テレビでも報

道されていたんですよね。 

 災害時にお湯が沸かせなくなったら、哺乳瓶を洗えなくなって、ミルクの提供が厳しくなる

のは明らかで、いざというときに、この液体ミルクがあるという選択肢を、乳児を持つ家庭に

情報提供を呼びかけることで不安を軽減できるとか、御自身で常備することにつながるんじゃ

ないかなというふうに思いますけれども、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 液体ミルクにつきましては、保健福祉局と連携して、周知、これから努めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） この前、防災の災害の訓練のときにも、ちょっと試飲というのをさせ

てもらったりして、常温でも結構、飲める、飲めないって、お子さんも試さないと分からない

じゃないですか。いざというときにというんじゃなくて、その前から、もう少し普及するよう

なＰＲは、もっともっとしていったほうがいいのかなということは、ちょっと何かいろんなね、

フェアとかでやられたほうがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ連携しなが

ら、例えば、健診か何かのときにちょっとなめてみる、みないとか、何か皆さんが来られるよ

うなとき、機会を何か使って普及していただければと思います。 

 次に、在宅で避難する方への支援について伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 在宅避難の方へは、指定避難所を地域の支援拠点といたしまして、自治会や自主防災組織な

どと連携して、物資供給や情報提供などを行うこととしております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 誰が在宅で避難していると、どう把握をするんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 避難所において、避難者カードに記入していただくことになりますが、本人
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が来られない場合等は、自治会や自主防災組織で情報を集めていただいて、避難所で情報を集

約したいと考えております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 私は、もう大分前ですけれども、長岡市のほうで震災があったときに、

公園で物資の提供しますよって宣伝カーで訴えて配布したという経験がありました。 

 あと、一軒一軒訪ねてニーズを把握して対応するというのは、かなりマンパワーが必要です。

先ほどおっしゃったような自治会とか、自主防災組織は、避難所運営でも大変な中で、在宅避

難者へ対応する人的な体制は整っているんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 その辺も地域の方と話しながら、適切な方法を、今後、また、検討を進めて

いきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理監。 

○危機管理監 当然、人を使っての情報発信というのも当然やっていくんですけれども、それ

と併せて、いろんな形でのデジタルでの発信等々も行っておきます。また、避難所を設立しま

したら、そういうことがあるということを常から周知、ＰＲすることで、被災したら、避難所

に行けば、情報がもらえます、物資がもらえますということをＰＲしてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） みんながみんな避難所へ行ったらパンクするじゃないですか。避難所

に行けないから、在宅でできるだけ避難しましょうって、結構、呼びかけていて、在宅で避難

を実際にしようとしたときには、物資が来ない、だから、それへのプッシュ型の地域任せでは、

もう本当に高齢化していったら、率直に言って、本当は自主防災組織をやる人たちだって被災

者なのに、そういう人たちの条件に合わせて、ただ手だてをするって言ったって、これだけ広

い千葉市で本当にどこまでやれるのか、自助・共助では、とても追いつかないというところを

在宅避難者に対して、誰にどう適切にアプローチするかというところが、すごく求められてい

るんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、それについてはどうですか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理監。 

○危機管理監 在宅避難者がどれぐらい出るのかというのは、被害想定もまた今後、見直して

まいります。かなり家の住宅の制度とかは、耐震性等も高まっておりますので、被災者がどれ

ぐらいになるかというところもまた見据えながら、それに対する対応、マンパワーがどれぐら

いいるか、それから、物資の発送に関しても地域避難施設等々も、今、つくっていただいてお

りますので、そういうところもうまく活用しながら、なるべく在宅避難者のところに物資が潤

沢に届くように、今後、検討してまいります。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 支援が必要な方の個別避難計画は、先ほどちょっとありましたけれど

も、対象者となる方、さっきケアマネさんとかとおっしゃっていたけれども、それ以外で、ど

なたが関わって対応していくのか、お聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 
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○防災対策課長 個別避難計画の中の支援する方につきましては、まず、本人や御家族等と協

議をしまして、近隣の方、御家族などを選定しております。そのほかにも民生委員や自治会、

自主防災組織などと相談して、そういった方々を支援者とする場合もございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 令和３年度から97件ということですが、そもそも支援が必要な人は何

人いて、こうした作業を完了するのにいつまでかかるんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 現在、市が作成すべき対象者を選定しているところでございます。 

 国では、本当に必要となる方につきまして、法の施行が令和３年度だったんですが、法の施

行から５年を目標に、必要な方の作成を進めることということで、目安を出しておりますので、

そこに向けて、現在、どういった方を作成するのかを選定作業しているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 先ほども言ったような自治会関係者もかなり高齢化していく中で、ど

こまで人の世話をできるのかというのが、非常に大変だというふうに思いますので、公でもっ

と責任を果たせるような対策を講じなければ、取り残される方が増えるんじゃないかと思いま

す。 

 電動車椅子で、在宅で独り暮らしの男性が、2011年、東日本大震災が起こった後、私たちシ

ンポジウムやりまして、そのときに、私のことを誰が助けてくれますかと、そういう質問をし

ました。その答えが出されないまま今日に至っており、支援が必要だという方へのアプローチ

に人的体制を保障して取り組むべきではないですか。お答えください。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、我々としては、この個別避難計画をつくりまして、どういった方がど

ういったニーズがあるのかというのを把握した上で、個別の対策について、個々に協議したい

というふうに思っております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） そうしたら、また、具体的に相談をさせてもらって、ぜひ個別の計画

をつくっていただきたいと思います。 

 次に、避難場所の件ですけれども、聴覚障害の人が避難所にいた場合に、意思疎通する手だ

てというのは、どんなふうにしているかというのが、もしあれば、ちょっとそれだけお聞かせ

いただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 各避難所にコミュニケーションボードを備蓄しておりますので、そういった

ものを想定しております。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 先日、ちょっと何かテレビでちょうど、避難所に行ったときにコミュ

ニケーションを取るためのボードで、かなり、例えば、Ｗｉ－Ｆｉがありますかとか、何がど

うですか、これただ押せば、示せばいいような、特に、災害があったときの想定したようなも

のがあるということで、あれが一枚あるだけでも随分違うのかなということで、そういった手

だては、ぜひやっていただけないかなということは、ちょっと要望しておきます。 
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 それと、災害時の職員の出動の実績について、職員への過重負担の解消策について、伺いま

す。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 まず、先日の台風第13号の状況について御説明いたしますと、９月８日の金曜日の朝、７時

40分に災害対策本部を設置いたしまして、翌９日土曜日、15時に体制を解除しておりまして、

配備した職員人員は1,861人となっております。また、職員への過重負担の解消策につきまし

ては、参集後に、災害対応が長時間に及ぶ場合には、各部局内で災害対策を適切に行うことが

できる人員を確保しながら、勤務ローテーションを組み、職員の過重負担にならないよう措置

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 今回の台風被害は、一部被害があったお宅もありましたけれども、東

日本大震災などの規模から見た場合には、長期化した支援が必要かと思われます。 

 先日、ＤＭＡＴの医師から、熊本の地震で被災した自治体を訪れたときに、職員の方がもう

本当に疲労こんぱいしていて、中でかなりヒステリックに対応されたことに非常に驚いたとい

うふうに言っていて、職員の健康を保つ必要性について強調されている話を伺いました。それ

以降、職員のメンタルヘルスの問題に力を入れて取り組まないと大変だということだというふ

うに伺っています。 

 千葉市では、聞くと、管理職などは、残業の手当もなく、責任が重くなるなど、大変だと思

われますし、様々な事情を抱えている職員もいらっしゃると思います。もともとそれぞれの部

署で配置されている職員が、いざ災害となると、持ち場を離れて長時間、働かざるを得ない状

況があると思われますし、職員の負荷がかからないよう配慮しながら、対策を講じていくべき

ではないかと思いますが、見解を求めます。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 たしか、千葉市のほうも令和元年の災害対応につきましては、かなり長期間、対応させてい

ただきまして、かなり職員の疲弊ということもありましたので、それを機に、やはりローテー

ションを組んで、やはりちょっと睡眠や休息を取りながら、やっていくということで、危機管

理部のほうで考えておりますので、各部局にもこの辺の情報を発信していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） よろしくお願いします。 

 次に、マイナポータルと基幹システムのオンラインの接続について伺います。7,612万円で

申請されたデータと住民情報系システムと連携することで、どう変化があったのか、人のチェ

ックについて伺います。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 
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 これまで、子育て、それから、介護関係の手続に当たりましては、マイナポータルから申請

された情報というのが、まず紙媒体に出力されまして、この内容を職員がチェックをしており

ました。その後、手作業で住民情報系システムにそのデータを入力するという、こういった流

れでございました。 

 本事業によりまして、これをオンラインで接続したことで、チェックとそのデータの連携が

自動でできるようになったため、市民に対しては、より迅速に、その申請結果をお知らせでき

るようになったほか、事務処理誤りの防止ですとか、事務の簡素化、効率化が図られたところ

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 例えば、先日、紙の保険証とマイナンバーカードの保険証の負担割合

が違っているというケースが700件ほど発覚しましたが、こういったミスは、こうしたことで

起こるようなことはないのかどうか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 先日の負担割合の誤りは、システムの入力の誤りでして、今回は、これはデータを連携する

仕組みでございますので、それから、機械的にチェックを行うようになっていますので、これ

までのような入力誤り等は防げるようなことになるということになっております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。済みません。 

 先ほど答弁できなかった花見川の未設立ですが、旧花見川第二中学校の跡施設でございます。

失礼いたしました。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 分かりました。ありがとうございます。 

あと、職場の中で、内部通報保護制度は、どのように機能しているのか、実績と課題につい

てお聞かせください。 

○主査（前田健一郎君） コンプライアンス推進室長。 

○コンプライアンス推進室長 人事課コンプライアンス推進室でございます。 

 まず、内部通報保護制度がどのように機能しているかについてですが、法令違反行為等につ

いては、内部の自浄作用により、早期に発見、是正されることが重要であり、内部通報制度は、

その一つの方策として機能しているものと認識しております。 

 また、実績についてですが、通報件数は、令和４年度が３件、令和３年度が５件、令和２年

度が７件となっております。 

 それから、課題についてですけれども、これについては、現在も取り組んでいるところでは

ありますが、職員への制度の一層の浸透を図ることが重要と認識しております。 

 現在、外部に通報窓口を設け、通報のしやすさに配慮しているほか、毎年度当初、綱紀の保

持についての依命通達に併せて制度の案内を行ったり、階層別研修の中で仕組みを説明するな

ど、制度の周知を図っているところですが、法令違反行為等の早期発見、是正等の機能が十分
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に発揮されるよう、引き続き、職員への制度の浸透に努めてまいります。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。 

○委員（中村公江君） 件数が徐々に下がってきているというのと、確か昨年度、いろいろ職

員のすったもんだがあったかなということで、議会にも何か陳情があったりとかというケース

があったかと思います。 

 要は、中で、いかに本当は解決できるように、この制度がもう少し担保しなければならない

と思うんですけれども、わざわざこちらに要望を出してきて、結果どうなんだってやり取りを

しなくちゃならなかったというのは、ちょっと不正常だったかなというふうには思ったりはす

るところもありまして、やっぱり改善していくような、それと、そこが信頼性が高いというこ

とにつながるような守秘義務も含めたことがない限り、なかなかこの制度は、つくっていても

そこに通報するというところにまで至らないのかなというところが、若干気になるんですけれ

ども、そのあたり、どうですか。 

○主査（前田健一郎君） コンプライアンス推進室長。 

○コンプライアンス推進室長 人事課コンプライアンス推進室でございます。 

 委員さんから、今、指摘があったとおり、そういった陳情とかといったことが、実際、あり

ましたので、それを踏まえまして、コンプライアンス推進室のほうでも丁寧な対応に努めてい

るところであります。 

 また、信頼性の確保という点についても、通報者の特定につながらないような形で配慮しな

がら、調査の方法については、工夫しながら、今後もやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 中村委員。残り10分です。 

○委員（中村公江君） はい。１点、最後だけ。 

 ちょっと最初のほうに戻るんですけれども、スイス・クリスマスマーケット開催って、海浜

幕張駅の駅前であって、一応、行かせてもらったんですね。イルミネーションも含めて、とて

もにぎやかで、若い人もにぎわっていたかなというふうに思っているんですけれども、食べ物

とか、何かちょっと出方が、若干、売っているものもちょっと少なくて、そこでそのままずっ

といるにはなかなか厳しいなというね、何かせっかくにぎやかしでやっているんだったら、あ

そこでもうちょっと定着するだけの何かキッチンカーも含めた提供があってもよかったのかな

というふうには、何かね、すごくきれいにライトアップしていたし、人もすごく来ていたなと

いうふうに思ったんですけれども、ちょっと長期間で滞在するには、ちょっともったいないな

と思うので、次回以降、少しそこら辺の工夫をしていただければかなということだけ申し上げ

て、終わります。 

○主査（前田健一郎君） それでは、一旦ここで休憩を取りたいと存じます。20分間休憩を取

ります。再開が午後３時40分、再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

午後３時19分休憩 

 

午後３時38分開議 
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○主査（前田健一郎君） 休憩前に引き続き、分科会を開きます。 

 質問をお願いいたします。三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございます。 

 先ほど、会計年度任用職員についてのお話がございました。私も会派のメンバーに後押しを

いただきまして、一般質問などで取り組んできたところでございますが、令和４年度分で勤勉

手当を出すとしたら、今は５年度ですけれども、令和４年度分で勤勉手当を出すとしたら幾ら

ぐらいになっていたのか。これからは、また令和５年になりますけど、ちょっとその辺は計算

されているのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 給与課長。 

○給与課長 給与課でございます。 

 令和５年５月に地方自治法が改正されまして、来年、令和６年度から会計年度任用職員に勤

勉手当が支給できるということで、改正がされたところでございます。現在のところは、期末

手当のみが支給されているというところでございます。今支給されている期末手当なんですけ

れども、これが月数で2.5月分、今年度については支給されておりますので、例えばなんです

が正規職員と同じように、正規職員が今2.0月分勤勉手当が出ておりますので、割り返して計

算しますと、約９億円から10億円ぐらいの規模になるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 財政的に確保していかなければならないと思いますが、やりくりをしていただいて、今後に

なっちゃいますけども、ぜひ働いている方々の立場に立ってやっていただければと強く要望さ

せていただきます。 

 それと、それでは質問のほうにも入りたいと思います。 

 39ページを中心に質問したいと思います。 

 各千葉市には、指定緊急避難所そして指定避難所一覧というのがございまして、それを見ま

すと、例えば花園小学校なんかは指定緊急避難場所として3,900名、そして指定避難所として

は1,180名、さらにはこれは中学校のほうもございまして、花園中学校では緊急指定場所が

5,930人、そして避難所としては、2,140人ということになっておりまして、市民の方々からこ

の人数について疑問視というようなことも出ておりますが、これについてどのような御見解を

お持ちなのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 避難所の収容人数につきましては、１人２平米を基準といたしまして、体育

館などですと通路の部分で0.8を掛けたりとか、そういったことで計算をした結果の数字でご

ざいます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 そうしますと、緊急避難所のときは、これ中学校で考えてみますと、これが5,930人という

ふうになっていますが、これだけの人数がこの場所にどのように入っていくのかというのをお
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尋ねするのと同時に、避難所として、収容人数がこれが千何人というふうになっていますが、

これで賄えるというふうに思っていらっしゃるのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、最初の数字は避難場所の人数でございまして、緊急的に逃げる場所で

ございますので、校庭等も含んでいるものでございます。避難場所については、緊急的に逃げ

る場所ですので、各自で、自分たちの力で逃げていくというものでございます。 

 避難所については、数字、先ほども言いましたとおり、１人２平米で計算しておりまして、

これは体育館だけじゃなくて、教室等も使うものでございます。ただ、やはり今感染症対策等

を考えると、その収容人数は難しいというのは感じておりますので、分散避難等を進めて、な

るべく避難所に集中しないようなことを進めていきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 そうしますと、今の御答弁から伺いますと、やはり今までのこの人数の在り方では少し間に

合わなくなってきているのかなというふうにも感じます。今後の見直しについてはどのように

考えているのか、伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 今後としては、被害想定の見直し等と併せて、在宅でどれだけいられるのかとか、そういっ

たこともちょっと計算し直して、適切な数字を出していきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。こちらのほうもどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に、避難場所の委員会ということで、避難場所運営委員会の活動支援というこ

とで、活動費の支援金が１か所につきかなり少ないのではないかという御指摘もいただいてい

るんですが、これについての御見解を伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 今、支援金につきましては、年３万円を上限としているところでございます。この中で活動

していただいている団体も多いんですが、確かに持ち出しが出て足りないという意見もいただ

いておりますので、今年度５月に補助金に関するアンケート調査をいたしました。ちょっとこ

の結果等を踏まえて、今後ちょっと補助金の在り方についてまた検討していきたいと思ってお

ります。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 活動して、それなりに一生懸命やっていますのにこれだけなのかというようなお話もありま

すので、そのアンケートの調査から適正な補助金となるように、活動補助金となるように要望

させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 次に、自主防災組織の結成促進と活動支援でございます。 

 自主防災組織の結成の促進をどのように令和４年度はされたのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 
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○防災対策課長 自主防災組織の結成につきましては、未結成の自治会等に案内を出しまして

結成等を促しているところでございます。そのほか、防災リーダーの育成ということで、研修

等しまして、そういった方々が地域に入って、防災活動の一環として自主防災組織でも活動し

ていただけるような人材育成も図っているところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 私が今から言うこれだけに限ったことじゃないんですけども、やはり自主防災組織と申しま

すと、自治会が中心になってやっているかなと、そっちのほうが結構多いのかなと思います。

そうしますと、そういう方が町内会に入って、お役として十分に活動できるようなバックアッ

プが必要となると思いますが、その辺はどのように考えているか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まさに自治会と活動が重なる部分もあると思いますので、ちょっと今後市民

局とか区役所とか関係部局とより方策について考えていきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理監。 

○危機管理監 人材育成につきましては、ライセンス講座等々にお呼びして防災知識の向上に

努めているところでございます。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 その意識の醸成というのは結構やっていただいていると思うんですが、それがつくっていた

だきたい、自主防をつくっていただきたいという思いの中にはなかなか響いていかないと思い

ますので、これは別にぎゅっぎゅっとねじ込むわけじゃないですけども、これを町内会の方々

に御理解いただけるような取組を今後続けていただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 もう一つ活動支援で、スタンドパイプということで、私もせんだって違う町内会で訓練する

というふうなお話がありまして、私も参加させていただきました。これ、本当にいいものだと

思います。 

 これは消火栓を活用しての取組なので、はっきり言って町中にいっぱいあると、道路にいっ

ぱいあるということで、そういう意味で活用の範囲も広がるんじゃないかと思います。ただし、

これ訓練しませんと非常に危険だなというところもありまして、その意味で、その訓練を重点

的にやっていただけるような取組について、先ほどの御答弁ですと、リーダーの養成とかそう

いったこともあるんですけど、もうこれはやはりすぐやっていただく。消防局などが呼んでい

ただければ、本当にすぐに来て、２か月後、１か月後には訓練をして、実体験もできますので、

その実体験の促進に向けてぜひ進めていただきたいと思います。 

 講座等々で行かされた方が、実際に自主防等々あるいは自主防災組織が結成されないところ

に行って、これは行っていただいた数ですよね。そうしますと、ここに書いてありますね。と

てもじゃないけど、これだけじゃまだ足りないよというふうな思いがありますので、これを何

とかさらに増やすようなことを続けていただいて、いざというとき、スタンドパイプが本当に

役に立つというふうにしていただきたいのと、さっきまさに町内会、これを整えていただくと
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いうようなお話もございましたので、セットアップでお取組を進めていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 それと、もう一つ、先ほども地域避難施設の運用体制というふうに出ておりましたけれども、

これは配備数が携帯トイレ4,920人分なのか、ちょっとこの辺のことをもう少し明らかにして

いただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 これは回数でして、１人大体５回分ということで計算しております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） １人５回分というのは、１日ということですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 １日分を想定しております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） そうしますと、まだまだこれだけでは心もとないのかなと思いますが、

これまで整備してくる中で、年数をかけて整備されてきたのかなと思うんですが、どれだけ時

間をかけてここまで来ているのか、お伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 制度自体は令和２年度から始まっております。徐々に増えてきて、今89施設

というところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） ありがとうございました。 

 先ほどもお話が出ていたと思いますが、今後も整備に向けてなお一層取り組んでいただきま

すようお願いしたいと思います。 

 また、避難行動要支援者のことなんですが、実際にこれまで町内会の方々、自治会に避難行

動要支援者の名簿等々をお渡ししていると思うんですが、それらは機能しているのか、どれだ

け配備され、自治会は大体1,000ぐらいあると思うんですが、どの程度なのか、改めてお伺い

したいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 人数ベースでいくと、36.7％の名簿を自治会や自主防などに提供しているところでございま

す。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 分かりました。 

 この避難所行動要支援者というこの名簿、非常に重要だと思うんですね。やはりこれによっ

てどの方を救出しようとか、避難訓練のときなどもすごく有効だと思いますが、まだ自治会の

ほうに名簿が36.7％しかいっていないとなると、大変いい取組であるにもかかわらず、いざと

いうときなかなかこの力が発揮できないということもありますので、今まで令和４年度におい

て、町内会で要支援者の名簿を使ってくださいとか、保管してくださいという取組はどのよう

に進まれてきたのか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 
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○防災対策課長 名簿をまだ提供できていない自治会とかにこういう制度がありますよという

御案内を毎年通知で差し上げているところでございます。今後も引き続き、あとホームページ

等で活用例なども示しておりますので、今後こういった使い方があるよということを説明しな

がら、普及を図っていきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 皆さん、もう本当に大変忙しいと思うんですけれども、やはり顔と顔

を突き合わせてお話ししていただくなりすることが、その必要性がまた実感できるのではない

かと思いますが、そういった御活動というのは考えていらっしゃるか伺います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 市民の方々が訪れるのは、区役所が機会が多いと思いますので、区役所とも

っと連携しながら、区役所の窓口でそういったことを御案内する体制になっていますので、引

き続きやっていきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今伺うと、案内というか、紹介だけにとどまっているのかなと思うん

ですね。やはり千葉市民の命を守るためには、そこを一歩先に進めていかなければいけないと

思いますので、これ以上私も申し上げませんけれども、やはり今までの活動と同じようなこと

であっては、この数字が上がっていかないんじゃないかというふうに思いますので、その決意

などがあれば伺わせていただきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、名簿の課題として地域の方から聞いているのは、やはり活用方法が分

からないというところと、あと個人情報でございますので、取扱いの不安があるというところ

を聞いておりますので、ちょっとそういった課題を踏まえながら、地域の方に持っていただけ

るような施策をちょっと考えていきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三瓶委員。 

○委員（三瓶輝枝君） 今後それを乗り越えて、それを乗り越えて36％以上の方は避難行動要

支援者の方のために名簿を預かって訓練をされていると思います。ぜひ千葉市民の全体的な命

を守るということのためにも、今までと同じようなものではなくて、一歩進めて、各町内、ま

だやっていない町内会のほうに個人情報の扱いの適正とか、こうやれば大丈夫ですよとかいう

のを、あるいはまた活用方法ですね。町会長一人だけに言うと分からなくなっちゃうと思うん

ですよ。町会長さん、大体スーパー会長さんが多いですから、何でもかんでもできちゃうんで

すが、こういうことがあるとそこまで手が伸ばせないよというふうに考える方も多いので、そ

こを一歩前進させていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わりにしたいと

思います。ありがとうございました。 

○主査（前田健一郎君） ほかに質問等ございますか。山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 全部で６項目ぐらいあります。一問一答でお願いします。 

 一つ目が38ページのところの国際交流の推進のところなんですけど、事業が三つほどあるか

と思いまして、国費と市費半分ずつぐらいあると思うんですけど、この内訳を教えていただけ

ますでしょうか。 

 三つの事業があると思うんですけど、この国費と市費の使い方、三つ事業全部国費とあとは
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違うと思うんですけど、その内訳を教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課です。 

 国際交流の推進のうちの三つの事業のうちの国費の充て方でございますね。 

 この国費999万円は、全額スイス・クリスマスマーケットの開催に充てております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしますと、クリスマスマーケットは市の負担が少ないのかなと思

うんですけど、少ないとはいえ経済波及効果が気になるんですけど、こちらのクリスマスマー

ケットはどのぐらい経済効果がありますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 経済波及効果は計算しておりません。申し訳ございません。ただ、来場者は

３万人と計算しております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） では、これをもう少し質問したかったんですけど、国際交流が目的と

いうのが主だと思うので、引き続きやっていただきたいんですけど、経済波及効果も含めて、

よりいいイベントにしていただければと思います。 

 次に、二つ目が次のページ、39ページの九都県市の訓練なんですけども、こちらは市費で２

億円ほど計上しているかと思うんですけど、ちょっと高いのかなと感覚的には思うんですけど、

どういったことに使われているのか、内訳を教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 ここに書かれております第43回九都県市合同防災訓練、これにつきましては、

九都県市の中の中央会場となったものでございます。例年の九都県市合同防災訓練よりも規模

が大きく行われたものでございます。そういったこともありまして、来客数、来賓数も例年以

上に多かった。それから、感染症対策も含めて、いろんな人と人との間隔を幅広に取って考え

ていたところでございます。それによって観客席の設置ですとか、そういったものの委託料な

どですけれども、会場設営委託料、これがかなり例年より多くなったものとしてあります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 例年はどのぐらいの規模感、金額、規模感なんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 例年ですと、大体4,000万円から6,000万円ぐらいが委託料の規模で、令和４

年度については、２億円という形になりました。また、令和４年度の開催場所は蘇我のフクダ

電子アリーナがあるところ、防災公園になっておるんですけども、開催日程等、野外音楽フェ

スティバルとの日程がかなり近い期間の中でやったというところがありまして、そういった設

営に時間を短くしなければならないというところもありまして、そこに設営期間の短縮のため

に、予定よりも少し費用がかかった部分もあります。 

 以上でございます。 
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○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） いろいろ事情があってのことだというのは認識しました。一時的とは

いえ、例年、何年かに一回とはいえ、２億円という規模、億を超えてくるので、こういった節

約すれば防災の備品の拡充とか、そういったところにも回せると思うので、その辺は適正な金

額を今後委託するにしても、検討していただきたいなと思います。 

 次、三つ目なんですけど、41ページのところで、防災が関係してくるんですけれども、こち

らはまず市債が２億円ほど使われているんですけど、あえて市債を使っていること、投資案件

ではなさそうなんですけど、なぜ市債を使われているのかお答えいただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 こちらは中央防災倉庫、大型の備蓄倉庫を建設するために市債でやっている

ものでございまして、長期間使うものでございますので、市債を充ててございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 では、こちらは首都直下型などを想定しているということなんですけど、3,200万円の食料、

これは毎年その規模で追加しているのか、それとも何か全体の規模感でこのぐらいなのか、ち

ょっと確認したいんですけども。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 食料につきましては、消費期限が５年としておりますので、大体５分の１ずつ毎年入れ替え

ているものでございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしましたら、アルファ米が25万食とかぐらいの想定かなと思うん

ですけど、熊本地震のときの被災者数と現在、千葉市が保管している食料で何日分避難所生活

ができるか伺いたいです。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 現在、被害想定、千葉市直下地震の被害想定で避難所避難者数を約18万人と予想しておりま

す。この方々に対して３日分、ただし自分たちで持参する分や県から応援をもらう部分もあり

ますので、単純に３日掛けたものではないんですが、そういったものも含んで３日分を備蓄し

ているものでございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） さっき、済みません、熊本地震のときの被災者数も参考までに聞いた

んですけども、そちらの回答も。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 申し訳ございません。ただいま熊本地震の数字を持ち合わせてございませんので、後ほど手

配させていただきます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私もちょっと合っているか分からないですけど、15万人ほどだった記
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憶がちょっとあるんですけど、熊本と千葉市は規模が違うので、そこの想定をされた上での18

万人であれば問題ないと思うんですけど、そこの計算がずれていると全然その対応、災害時に

対応し切れないということが発生しますし、先ほどの５分の１ずつ入れ替えているということ

ですけど、そうすると25万食ぐらいしかなさそうなんですけど、そうすると１日、２日でなく

なりそうなんですけど、３日分耐え切れると数字上、思えないんですけど、その辺はいかがで

しょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、熊本地震と千葉市直下地震については、地震の揺れ方とか、そういっ

たものも違いますし、地域の耐震化率とか、そういったものも違いますので、あくまで千葉市

直下の被害想定をしているところでございます。 

 備蓄食料につきましては、ここに書いてあるアルファ米、クリームサンドビスケット、クラ

ッカー、栄養補助食品、これは全部食料でございますので、これで10万食ちょっとぐらいある

かと思うんです。ちょっと年によって多少凸凹はあるんですが、大体60万食ぐらいを備蓄して

いるところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。ちょっとそこの想定のところをしっかりと根拠立てて、

数字でやっていただくのがよろしいかなと思いますので、ここではそこまで言及しませんけれ

ども、こちらに関してはしっかりとお答えいただけるような形で、数字的な根拠を示していた

だければと思います。 

 あと、５番目の帰宅困難者用備蓄品に関してなんですけど、こちらは何名ほどの帰宅困難者

を想定されているんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 まず、済みません、先ほどの熊本市なんですが、熊本市で避難者数約11万人

と聞いております。それから、帰宅困難者の想定は７万2,800人でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 帰宅困難者７万2,000ということなんですけど、こちらのクラッカー

とかの備品の数、ペットボトルとかかなり少なそうな数字なんですけど、こちらについてはど

うでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 帰宅困難者の備蓄につきまして、今帰宅困難者、一時滞在施設を民間施設等と協定を結んで、

そこに備蓄品を整備しているところでございます。実際、今７万人分の一時滞在施設がまず確

保できておりませんので、今後ちょっと受入れの施設の確保を進めて、それに合わせた備蓄を

入れていくということを考えております。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） そうしましたら、拡充されているということなんで、随時拡充してい

ただいて、より手厚いサポートをしていただければと思います。 

 次、42ページの職員研修についてなんですけど、上の表で、自治体派遣研修で自治体があえ

て書いてあるのにゼロ件というのは、これはどうしてなんでしょうか。 
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○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 こちらの自治体の研修なんですけれども、メニューとしては、東京都に都政の実務をやって

いただき、通常の昼間は都政の実務を担っていただいて、夜間ですとか、土曜日に都立大学の

ビジネススクールに通学して、都の行政運営ですとか、スクールで経営ノウハウを学んでいた

だくというようなプログラムになっております。ただ、令和４年度については、募集したんで

すがちょっと応募がなかったということで、例年やっているメニューではございますので、ゼ

ロ人ではありますが掲載をさせていただいております。（後に「一時的に派遣を休止した」と

訂正） 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 分かりました。 

 ちなみになんですけど、そういったところの研修を受けた方は結構特別だと思うんですけど、

どういった部署に派遣されたり、その後どうなるんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 東京都での派遣先ということで申し上げると、一番最近ですと２年間派遣で

行くんですが、令和２年度、３年度に東京都の人事課のほうに派遣をされていて、大学のほう

でも学んでいただいたと。ちなみに令和５年度、６年度の２年間につきましては応募がありま

して、現在、都庁の工務課というところで、これは建築とか電気とかそういう部門なんですが、

そういったところで仕事をしていただいて、大学でも学んでいただいております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 済みません。ちょっと言いたかったことがちょっと違ったんですけど、

市役所に戻ってきてからの後がちょっと気になったんですけど、ちょっと時間もないので省略

します。 

 下の自主研修のところで、通信教育講座とか通学講座とかｅラーニングの数がここは極端に

少ない理由はどんな理由がありますか。 

○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 こちらの数なんですけど、職員数から比べると確かに少ないというふうに見えるというとこ

ろはあるかもしれないというところではございますが、例えば資格取得支援ですと、現在171

の対象資格がございまして、令和４年度は124人の方が修了いただいております。令和３年度

については60人でございましたので、徐々に職員の自主的な学びというのは、少しずつ増えて

いっているのかなというところでございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 職員の仕事以外での学びは大切だと思うので、引き続き研修等を充実

させていただければと思います。 

 次に43ページ、あなたが使える制度お知らせサービスに関してなんですけど、現時点での市

民の方の利用率はどのぐらいか教えていただけますか。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 
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○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 市民の方の申請者数でございますが、令和４年度末で１万359名の申込みをいただいており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 私もその中の一人なんですけども、使っていまして、ただ結構手続、

面倒くさいなというところと、あと１万人しか使っていないということなんで、もっと広告の

類いのサービスだと思うので、もうちょっと利用者を増やしたほうがいいと思っています。 

 それに当たって、何かこれから利用者を増やすための施策とか、やろうとしていることとか

あれば教えてください。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 議員のおっしゃるとおり、ＰＲが非常に重要になってくると思っておりまして、これまでも

市政だより等で一般的な周知だけではなくて、これからはイオンですとかヨーカ堂、ビックカ

メラ、こういったところにポスターを掲示したり、パンフレットを配布したりと積極的に広報

を行っていきたいと考えております。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 広告なりで周知するというのは大切だと思うんですけど、知っている

のと導入するのは、ハードルが１段階、２段階違うと思うんですね。そこで利用率を上げるた

めに、例えばなんですけど、何かマイナンバーがというようなインセンティブ、キャッシュレ

スの例えばポイントがつくとか、そういったインセンティブがないとなかなか市民の方も導入

しないのかなというのが利用者としての所感でもありまして、そこの利用者を上げるために、

予算を使ってでも、ある程度キャッシュレスポイントみたいなのを使ってでも利用者を上げた

ほうが私はいいと思うんですけど、そこの利用者を増やすための施策として、そういったイン

センティブの導入などは検討の余地はありますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 市民サービスの向上につながることなので、ちょっと今まではあまり考えたことがなかった

んですが、今後は研究していきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） ありがとうございます。 

 所感なんですけど、拡充費のシステム改修費がかなりかかるということで、さっき言ってい

たんですけど、そこにお金を使うんであれば、もう既に二十何項目、ある程度充実してきたの

で、そろそろ広告など、そういったところで周知を図るタイミングなのかなというふうに感じ

ましたので、ぜひ国のキャッシュレスポイントみたいな形でインセンティブを使いながら、利

用者数をどんどん増やしていくような取組をしていただければなというふうに思います。 

 残り二つなんですけど、同じページの４項目めの情報セキュリティー対策のところで、情報

漏えいに対して十分対策を行っていると思うんですけど、仮に情報漏えいが起きてしまったと

した場合の千葉市の対応についてお伺いします。 
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○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 インシデント発生時の対応でございますが、セキュリティーポリシーにその対応体制が規定

されておりまして、それに沿った形で報告を上げていくというふうに対応していくということ

になっております。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 具体的には、市民からするとどのようなサービスというか、どのよう

な対応になるんでしょうか。市民からして、情報漏えいが起きてしまったとした場合に、市民

からして安心感を得られるような、そういった対応としてどのようなものが考えられますでし

ょうか。 

○主査（前田健一郎君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 情報セキュリティー事項が発生した場合には、職員については、まずその内

容ですとか発生原因、そういったものを情報セキュリティー責任者というのがこれは所属長、

課長になるんですけれども、こちらに報告するということとなっております。その報告を受け

た情報セキュリティー責任者は、情報セキュリティー管理者、これ局長となりますが、こちら

と、あと私どものところに速やかに報告をするということとなっております。 

 そして、この内容を踏まえまして、私どもといたしましては、また情報セキュリティー管理

者といたしましては、発生した事案のやっぱり影響度、市民にとって影響の大きいものとあり

ますので、こういった場合には、場合によっては例えば県警のセキュリティー部門に通報する

こともございますし、記者発表する場合もございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） いろいろ順次対応されるんだと思うんですけど、情報漏えいが起きな

いように今後も取り組んでいただければなと思います。 

 最後、情報システム課のところで第５次チェインズ、ほかも関連するんですけど、今回はど

この事業者に発注というか、発注予定となっているんでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 情報システム課長。 

○情報システム課長 情報システム課長でございます。 

 今年度入りまして総合評価一般競争入札を行いまして、チェインズのほうは、サービスと既

存のデータセンターの２本の契約を分けて調達いたしました。いずれもなんですが、最終的に

結果としまして、総合評価の結果としまして、ＮＥＣフィールディング株式会社千葉支店を代

表企業にしますＦＩＬＤＧ・ＮＥＣＡＰコンソーシアムという共同企業体というところで両方

とも落札したというところになります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 千葉市は富士通と結構連携を取られているのかなというのを感じてい

るところなんですけど、適切に入札をしていただいて、適正価格で今後もシステムに関して採

用していただければなと思います。 

 あと、済みません、もう一個あるんですけど、関連して、全国的に共有システムみたいなも

のも何かあるとは思うんですけど、あえて千葉市で独自でやられている状況かと思うんですけ
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ど、その共通システムは単価が安く導入できたりもするのかなということもあると思うんです

けど、その辺の考え方を教えていただけますでしょうか。 

 自治体独自でそれぞれ多分作っていると思うんですけど、結構、それがいろんな自治体で共

通してシステムが使えるんだったら使うみたいな、そういう考え方もあると思うんですけど、

その辺で千葉市は、だから独自にシステム採用をつくっていて、そうするとコスト単価が高く

なると思うんですけど、そこの考え方、千葉市の考え方を教えていただけますでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 情報システム課長。 

○情報システム課長 情報システム課でございます。 

 共同利用、他の自治体とかで共通して利用するシステムでありますと、千葉市だと現状では、

電子申請のシステムであったり、施設予約システム等がございます。千葉市にとって市民の利

便性など、また職員の事務などで必要な機能が満たされて、なおかつ導入経費であったり、運

用コストなどが効果的であるというところであれば、そういったものを積極的に利用していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 先ほど答弁申し上げたのは、42ページの職員研修のところの自治体、東京都への派遣のとこ

ろでちょっと１点訂正をさせていただきたいと思います。 

 令和４年度がゼロ人となっていたところは応募がなかったというふうに申し上げてしまった

んですが、これは４年度から派遣するのには、３年度に人選をするわけですが、そのとき感染

症対策等でなかなか派遣に回せる職員がなかなか難しいんじゃないかということで、一時的に

派遣を休止したという状況でございます。それで、今年度から再開して、今１名行っていると

いうような状況でございます。申し訳ございません。 

○主査（前田健一郎君） 山崎委員。 

○委員（山崎真彦君） 御丁寧な答弁ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

○主査（前田健一郎君） ほかに。野本委員。 

○委員（野本信正君） 一問一答でお願いいたします。 

 令和４年度決算、最初に危機管理防災について質問いたします。 

 質問に先立ち、さきの台風被害で危機管理を先頭に御奮闘いただきありがとうございました。

また、議員各位も、消防団なども大きな御活躍をいただいて本当に御苦労さまでした。 

 質問ですが、まず、令和１年の房総半島台風の教訓を踏まえて、どんな対策を強化したのか、

お伺いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 令和元年度の房総半島台風をはじめとする台風19号、東日本台風ですとか、

10月25日大雨などの風水害、こちらを受けて教訓として、災害に強いまちづくり政策パッケー

ジというものを策定いたしました。この中で電力の強靱化をはじめ、土砂災害、冠水等の対策

の強化、さらには民間企業との連携拡大を図ってきたところでございます。 

 特に房総半島台風では、長期間の停電という状況もありましたので、電力の強靱化といたし
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ましては、避難所となる公民館、市立学校等に太陽光発電設備、蓄電池の導入を行ったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最大瞬間風速57.5メートルと記憶しておりますが、この被害対策につ

いて改善したことはございますか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 房総半島台風では、大風により倒木が多数発生いたしました。この倒木対策

といたしまして、街路樹や学校敷地内の危険木の伐採のほか、電力事業者と協定を締結いたし

まして、電気設備への被害が想定される箇所について情報提供を行うなど、予防伐採を進める

とともに、緊急輸送道路、送配電施設等、重要インフラに近接する森林整備を促進してきまし

た。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 最長３週間に及ぶ停電がありましたが、これに対する対策、取組はい

かがですか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 停電被害に対する取組についてですけれども、避難所への太陽光発電設備のほかにも、電気

自動車等で電気を届けるマッチングネットワークの構築などに取り組んでおります。また、こ

のほか停電時に速やかに復旧できる体制を構築するために、電力事業者と相互協力に関しまし

て協定を締結するなど、電力の強靱化を進めております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 倒木対策なんですけども、あの被害のときにやはり電線に障っている

木を切るときには、電力会社の許可を得ない、あるいは一緒にやらないと切れないんですね、

市独自にはね。そういう点では、東京電力だけじゃなくて、関西電力、東北電力、たくさんの

方が応援に来てくれまして、若葉区の山の中まで夜遅くまで切っていたのを私も見て、すごく

感動しましたけれども、やはり高木の危険なものについては、先進自治体に学んで事前伐採な

どを強化しなきゃいけないと再三提案してきましたが、前進はしておりますか。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理課長。 

○危機管理課長 危機管理課でございます。 

 事前伐採につきましても、電力事業者と協定を締結しておりまして、停電の原因となり得る

箇所の予防伐採を含めまして、平時から連携の強化を図っているところでございます。この協

定に基づきまして、電力事業者との情報共有を図るとともに、必要な措置を検討してまいりま

す。 

 また、他の自治体の先進事例につきましても、本市の状況と照らし合わせながら、今、調査

研究しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） いつ同じような災害が来るか分かりません。もう調査研究の段階では

ない、もっと早く、速やかに先進自治体に学んでやっていただきたい、強く申し上げておきま

す。 

 次に、避難所の問題ですが、やっぱりコロナの関係で分散避難ということが強調され、それ

に努力されました。その中で、公民館が大きな役割を果たしました。しかし、雨漏りがしたり、

老朽化施設で改修の必要な施設がたくさんありますが、47館中、改修が急がれる公民館の数は

幾つありますか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 建築後40年を経過した公民館が21館ございまして、それ以外の公民館も、日常の使用による

劣化や経年等により、施設修繕が必要な公民館があると聞いております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 新庁舎の防災情報システムは強化されましたが、公民館の整備計画は

あまり具体的ではありません。所管は教育委員会であり、資産経営部も管理しているもので、

災害対策として整備を急ぐためには、危機管理防災が教育委員会、資産経営部と一体となって

実態を把握し、避難所に耐えられるよう整備計画と実行を進めていくべきではないか、お尋ね

します。 

○主査（前田健一郎君） 危機管理部長。 

○危機管理部長 公民館の耐震性に問題はないことを確認はしておるところでございますが、

老朽化等を考えると、施設の再整備が必要であると聞いております。危機管理部におきまして

も、公民館は防災拠点として位置づけておりますので、関係する部局と情報を共有して検討、

協議を進めてまいりたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 過去の災害のときに、公民館やコミュニティセンターに避難した方々

から、学校の体育館にたくさんの人が集まるんじゃなくて、個室がいっぱいあって非常に助か

ったとか、ペットを連れてきた方も別の部屋に入れてもらえたとか、いろんな利点が強調され

ました。ただ、やっぱり行ってみるとトイレの使い勝手が悪かったり、施設が老朽化していて、

長い避難には耐えられないなというふうに思いました。そういう点で、ぜひ強化のほどを頑張

っていただきたい、このことを強くお願いしておきます。 

 それから、避難所整備のうち、県立高校が避難所に指定されている地域と高等学校名につい

て示していただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 県立高校につきましては、桜が丘特別支援学校を含めまして、市内の県立高校全て避難所に

指定しておりまして、施設数として22でございます。区別に申し上げますと、中央区が５校、

花見川区が２校、稲毛区４校、若葉区５校、緑区１校、美浜区５校となります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 高等学校は、市立学校に比べて避難所としての機能や整備が遅れてい
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ると思いますが、具体的に述べていただきたい。どのように改善していくのか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課です。 

 県立高校につきましては、まずマンホールトイレが整備されておりませんので、現在、水源

の確保や工法など、整備に向けた検討を進めているところでございます。 

 また、災害時の電源確保につきましては、市立学校のように平常時の活用と併せた整備がで

きないため、災害による大規模停電の際には、民間事業者との協定によりＥＶ車を活用するこ

とや、可搬型の蓄電池を配送するなどの対応を行ってまいります。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 一つだけ具体的に申し上げますが、避難所である若葉区泉高校の近隣

には約1,000世帯がいると思われますが、備品倉庫整備、停電対策、特に井戸水のため、停電

すると水がなくなるので、学校前を本管が敷設された千葉市水道と接続する等、急ぐ必要があ

ると思いますが、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 泉高校につきましては、昨年度、避難所運営委員会の意見を聞きながら、備蓄倉庫を１台増

設いたしました。停電対策につきましては、民間事業者との協定により、ＥＶ車を活用するこ

とや可搬型蓄電池を配送するなどの対応を行います。 

 また、千葉市水道との接続につきましては、学校へ働きかけをしたところでありますが、学

校側から申請等があれば、今後協議を進めていくと聞いております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。 

 じゃ、次へ移ります。次に、職員の問題についてであります。 

 最初に、職員の勤務時間についてでありますが、時間外の多い職員の残業時間と所属につい

て１位から７位まで示していただきたい。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 総務部でございます。 

 令和４年度の個人単位の月平均時間の多い順で申し上げますと、多い順で教育改革推進課が

120.5時間、選挙管理委員会事務局が116.0時間、教育総務課が102.1時間、障害者自立支援課

が100.3時間、教育総務課が98.8時間、幼保運営課が96.7時間でございます。（後に「６番目は

選挙管理委員会事務局の97.8時間」と訂正） 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ワクチン対策の職員が一時強烈な超過勤務がありましたが、当時の実

態とその後改善されたのか、体調を崩した職員はなかったのかお尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 ワクチン接種推進室の職員個人の１月当たりの平均時間外勤務時間数につきまし

ては、令和３年度において最も多かった職員が平均112.5時間でありました。それが令和４年

度は平均68時間ということで、減少したということでございます。 

 それから、長時間労働によります体調不良で病気休暇等を取得した職員はおりませんでした。 
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 なお、コロナ対応ですとかワクチン接種業務に限らず、過重労働となった職員に対しては、

産業医等が面接を行いまして、必要に応じて所属長に就業上の措置を求めておりますが、引き

続き適正な人員配置、あるいは特定の職員に業務が集中することがないよう業務の標準化、こ

れらに努めてまいります。 

 それから、先ほどの答弁で１点訂正をよろしいでしょうか。先ほど、７番目まで個人の多い

順に時間外というお話をしたけれども、５番目と７番目を言ってしまいまして、６番目を飛ば

しておりまして、６番目は選挙管理委員会事務局の97.8時間というのがお尻から二つ目に入り

まして、申し訳ございませんでした。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 市政を運営する上で職員は本当に大事な方たちであります。残業その

他で頑張っていただくことについてもありがたいと思います。ただ、体を壊してしまったんで

はしようがないし、特にワクチン接種の問題では、当時私も質問しましたけど、平均で112時

間ということは、多い人は180時間ぐらいあったんですよね。その実態というのは、朝一番で

出て、夜11時半から12時までいて、土日も休まず、４日ある日曜日の中も２日は出るというこ

とで、本当に過重な勤務をしてコロナ対策をしていただいたことを覚えております。体を壊さ

なくてよかったなと思うけど、でもやっぱりああいうようなことをしなければ市民の命が救え

ないときもある、そのことは確かであります。 

 ただ、そういうときに、やはり全庁を把握して、職員の派遣などをしながら、一部の人に過

重労働が行かないようなことを今後もきちっとやっていくべきだと思いますけど、総務局長、

どう思われますか。 

○主査（前田健一郎君） 総務局長。 

○総務局長 これまでも感染動向やワクチン接種業務の進捗を踏まえまして、都度都度、人事

異動により職員体制を整えてきました。そのほか必要に応じて全庁挙げて職員の応援体制を取

るとともに、所管局においては、外部委託が可能な業務の委託化など、対応を図ってきたとこ

ろです。おっしゃるとおり職員の健康が一番ですので、できるだけ一部の職員に負担がかから

ないように、全庁を見ながら職員の配置体制を考えていきたいと考えております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 職員は市民の宝ですから、しっかりとその辺の管理をお願いしたいと

思います。 

 次に、非常勤職員のうち、時給の高い金額と一番低い金額は、ワーキングプア状態の職員は

いないのかお尋ねします。 

○主査（前田健一郎君） 総務部長。 

○総務部長 まず、時給の関係です。会計年度任用職員の主な職種のうち、時給の高い金額は

保育士でありまして1,429円、一番低い金額は事務補助職員で1,062円となってございます。 

 それから、ワーキングプアについてですけれども、一般的にフルタイム勤務であっても、年

収が200万円以下になる状態ということを指すものと言われていると認識しておりますけれど

も、時給が一番低い事務補助職員が最も長い勤務時間数で勤務した場合は、年収200万円を上

回る給与水準となってございます。 

 以上でございます。 
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○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 指定管理で働く職員の時給で、最低賃金を下回っている職員はいない

ですか。 

○主査（前田健一郎君） 行政改革担当課長。 

○行政改革担当課長 行政改革担当課長でございます。 

 指定管理者制度導入施設で働く職員の最低賃金につきましては、現在、各施設所管課におい

てモニタリングによる確認を行っております。モニタリングに当たりましては、チェックシー

トに最低賃金の項目を設けまして、毎年度、複数回の現地視察やヒアリングも行い、最低賃金

を下回る賃金となっていないかを確認してございます。 

 あわせまして、社会保険労務士による労働条件審査も行っておりまして、専門家の視点から

も確認を行っております。直近のモニタリング等では、最低賃金を下回っているところはござ

いませんでしたので、今後もしっかり確認を行ってまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 指定管理者で働くところで、最低賃金を下回っているところはなかっ

たということは、それはよしとしますけれども、指定管理者じゃなくても、市の関係する施設

の清掃を請け負っているとか、いろんな業種があります。そこで働く人たちに何人か聞いてみ

ましたら、時給が980円とか、そういう方もいました。ですから、今度1,062円ですか、最低賃

金は、そこまでいったにもかかわらず、下回っている人たちがパートなどでいるということは、

これは事実なんですね。 

 ですから、総務局の所管は指定管理までなのかもしれませんけれども、ほかのそういういろ

んな市役所の関係で働くような人たちは、どうしてもやっぱり最低賃金だけは下回ってはいけ

ないんだろうということで、広く調査をして、そういう改善にも心を痛めてもらいたいと思い

ますが、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 情報経営部長。 

○情報経営部長 済みません、私ども自体のちょっと所管は指定管理者となりますけれども、

しかしおっしゃるとおり、最低賃金法を下回ることが行われているという事実があるとするな

らば、それは違法状態でございますので、それぞれの民間事業者と契約するときに、合法的な

契約等を行うように、そういった文言は入っているところでございますけれども、そういった

ことがあるようであれば、ぜひ見直すようにしていきたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） じゃ、次へ移ります。職員研修についてでありますけれども、この研

修の内容は先ほど説明をいただきました。しかし、今職員が先進自治体などを視察して、その

実態を持って帰ってきて、千葉市の行政に生かすというようなことのための旅費をちゃんと組

んで、そして職員をそういうところに派遣していってもらうと、こういうようなことはほとん

どないように思いますけど、いかがですか。 

○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 人材育成課でございます。 

 議員が今おっしゃったような内容の研修として、令和元年度から先進都市視察研修というも
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のを新たにつくっております。具体的には、先進的な事業を行っている自治体を実際の事業課

のほうが視察に行きまして、市政に生かすという内容でございまして、令和４年度で申し上げ

ますと６件視察に行っております。例えば、既存の公共建築物におけるＺＥＢ化改修事例です

とか、発達障害に関する相談窓口の在り方、こういった市政の喫緊の課題につきまして研修と

いうことで、実際の現地視察なども行っているというものでございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） ただいま答弁で、令和３年度からと申しましたか。それ以前は、じゃ、

なかったんですね。 

○主査（前田健一郎君） 人材育成課長。 

○人材育成課長 令和元年度からでございます。令和２年度については、コロナのために実施

せず、３年度、４年度、あと５年度も実施する予定ということでございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 千葉市の大事な課題を進めていく上で、先進自治体を視察すると非常

に大事だと思うんですよ。我々議員も旅費がつけていただいているんで、各委員会で視察など

もするということで、何か今回も前田委員長を先頭に、周年記念を視察してこようということ

になっております。 

 私、やっぱり短くない議員活動の中で、かつては盛んにやっていたんですよね。松井市長の

時代に、千葉公園にスタジアムを造るんだなんて言って、当時のヤマモトヨシハルさんをアメ

リカへ派遣して、スタジアムを視察してきて、それでその絵を描いて、千葉公園のあそこにス

タジアムができるような、そういうムードも一時あったんですね。できたらよかったのかどう

か分かりませんが、そういうこともありました。 

 そういう点で、例えば今、防災の問題では、私も総務委員会で愛知県のほうに、学校の跡施

設を活用した市民、特に子供たち、小学生や中学生などの防災研修の場をつくって、非常に成

果を上げていることも議会の中で説明したことがあります。 

 また、ごみ処理については、今最終処分場がいっぱいになって、次を造ろうということが課

題になっているんですよ。私どもは、会派の研修で、北海道の十勝のほうに屋根つきのごみ処

理施設を見てきて、非常に合理的で、雨が降らないから、汚水がやっぱり流れないということ

で、ほこりも出ないとか、そういうことで、跡施設も屋根がついているから活用できると、い

いことだらけでした。 

 でも、これをやっているのは北海道だけじゃなくて、結構各地でもやっているようで、近く

では昔の佐原市ですね。あそこでも一部やっていると。そういうところにも関係する職員を派

遣して、見てきていただくとか、今話題になっている学校給食の問題でも、先進自治体に行っ

てよく学んでくると。国だよりで、国の予算を待たなければできないなんて言っていないで、

どうやって工夫しているのかということもやっぱり学んでもらうというようなことが大事だと

思うんですよ。 

 そういう点で、総務局長、やっぱり職員がそういう先進事例を研修してくるということは千

葉市の発展に大いに役立つことだと思うんで、そういう予算ももう少し増やして、ぜひ実行し

てもらいたいなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 総務局長。 
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○総務局長 今委員おっしゃっているのは、各局の事業ごとの視察になると思いますので、こ

ちらのほうは職員全体の研修のほうを見ていますので、そういう視察につきましては、各局で

必要に応じて予算を確保していただいているものと認識しております。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） いただいているものというところは、ちょっと調査が不足というか、

急に角度の違う質問をしたからお答えがほとんどないんですよ、そういうのがね、最近はね。

本当に少ないんですよ。残念なことだと思うんで、職員全体を考える総務局としても、ぜひ御

検討いただきたいと思います。 

 次に、包括外部監査についてでありますが、令和４年度の主な監査結果はいかがであったで

しょうか。 

○主査（前田健一郎君） 行政改革担当課長。 

○行政改革担当課長 行政改革担当でございます。 

 令和４年度の監査につきましては、一般会計、特別会計及び企業会計における収入未債額の

管理に係る事務の執行について実施いたしました。監査結果といたしましては、55件の指摘事

項と73件の意見が出されております。 

 主な指摘事項の内容といたしましては、延滞金、遅延損害金について上程、請求等の漏れ、

遅れが発生しているケースがあるというものでございました。 

 また、主な意見といたしましては、統一的なルールがない徴収事務があったことから、マニ

ュアル等への整備、徴収停止の判断基準の整備を求めるといった徴収事務の効率化に資する意

見等がございました。 

 対応につきましては、個別の案件は各所管課にて対応していく予定ですけれども、各債権横

断的な指摘や意見への対応につきましては、債権管理対策本部会議にて検討し、見直しを図っ

てまいります。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 今まで何年間ぐらい、どのぐらい予算が使われたのでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 行政改革担当課長。 

○行政改革担当課長 行政改革担当でございます。 

 平成11年度から令和４年度までの24年間で、決算ベースで合計４億5,393万6,000円でござい

ます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 監査の結果、市政運営に役立つことについて幾つかの報告をしていた

だければと思います。 

○主査（前田健一郎君） 行政改革担当課長。 

○行政改革担当課長 行政改革担当でございます。 

 最近の事例で申し上げますと、令和３年度包括外部監査意見の中で、災害ベンダー機の設置

がない都市公園の自動販売機設置許可につきまして、次期設置事業者募集の仕様に災害時の対

応を盛り込むよう要望する意見が出されまして、令和５年度から令和６年度の設置事業者募集

要項の仕様に、災害時の対応を盛り込むよう見直しました。その結果、令和５年４月から14公
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園で、24台の災害ベンダー機種の自動販売機を設置することができたという事例がございます。 

 また、令和元年度包括外部監査意見では、保育施設の利用選考基準につきまして、誤解が生

じないよう分かりやすく示すべきとの意見が出されまして、市ホームページ上で公開している

選考基準を見直すなど、改善につながったという事例がございます。 

 また、最後に、少し前の事例となりますが、平成27年度包括外部監査指摘事項として、収集

区域の見直しや収集車両数の削減について指摘があり、市民サービスの向上及び業務の効率化

を目的として設立されました収集事業者の組合への一括契約により、収集区域の見直しが行わ

れました。その結果、可燃ごみ車両の併用による剪定枝収集が可能になりましたので、収集車

両数を増加することなく、収集品目増加及び収集量の増加、剪定枝約5,000トンに相当いたし

ますが、に対応できたという事例がございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 分かりました。 

 私も平成27年度、ごみ収集車の問題については議会でも取り上げさせていただきました。要

するに、ごみの有料化によってごみは大幅に削減されたということで、それまでの収集台数が

６割ぐらいで済むんだよというたしか監査結果だと思います。４割ぐらいが空車になっている

んだと、これはやっぱり削減しなさいということで、すごくいい指摘だなと思ったんです。た

だ、それをすぐにやっちゃうと委託業者に影響が出るんで、市はちゅうちょしていたところ、

たまたま剪定枝があったんで、そこへ持ってきた。 

 私はそうじゃなくて、この余裕ができた収集車を使って、プラスチックの分別のときに新し

い車を買わなくても、これで代替できるんだからやりなさいと言ったんだけど、当時の市長は

うんと言わなかったんですけど、それにしても剪定枝の問題でカバーできたということはいい

ことだと。 

 問題は、やっぱり包括外部監査、せっかくしっかり3,000万円もかけてやっているわけです

から、そこで出たやっぱり貴重な意見というのは、ぜひ実行していくようにしたいと、しなき

ゃいかんだろうと思うし、やっぱりこの貴重な意見については、議会のほうにもただ報告書を

ぼんとくれるだけじゃなくて、こんなことがちょっとありましたよとまとめて、いいところを

出していただけると分かりやすいと。あれ、全部読むのは大変なんだよね。その辺お願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○主査（前田健一郎君） 行政改革担当課長。 

○行政改革担当課長 行政改革担当でございます。 

 おっしゃるとおり、包括外部監査の報告書につきましては、監査人にもよりますけれども、

大変分厚い報告書でございまして、おっしゃるとおり、全部を見るというのは大変なところも

あるという御指摘はごもっともかと思いますので、今年度からちょっと概要の整理をしたいと

考えてございますので、その概要のほうをつけて御提示させていただければと存じます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 野本委員。 

○委員（野本信正君） 以上で終わります。 

○主査（前田健一郎君） 三井副主査。 
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○副主査（三井美和香君） 一問一答でお願いします。 

国際交流課の38ページのコミュニティ通訳の翻訳サポート制度について、各議員から御質問

がありましたので、意見だけを述べさせていただきます。 

 派遣数で多いのは、医療、行政窓口、教育面談、健康福祉などがあるとお聞きしました。例

えば親が困っていることで、子供の学校に係ることが多数あります。この点、教育委員会と連

携して、コミュニティ通訳翻訳サポート制度の周知を行い、就学前健診時、新１年生の保護者

に対して多言語で通知を出すなどの改善を求めます。 

 続きまして、多言語対応タブレットの端末の設置につきまして、各委員から御質問がありま

した。問だけ質問させていただきます。 

 戸籍とか課税証明書、国民健康保険証、保育所申請、児童手当、介護等、生活に必要な行政

手続の書面が多言語対応されているのか、お伺いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 国際交流課長。 

○国際交流課長 国際交流課でございます。 

 行政手続の書面の多言語対応については、各所管から毎年、翻訳依頼を受けております。令

和４年度は119件ございました。さらに、多文化共生推進アクションプランでは、新規事業と

して、外国人市民が市への届出や申請などで使用する様式、その記載例、マニュアルなどを多

言語化し、やさしい日本語表記にするなど、令和６年度から着手してまいる予定でございます。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三井副主査。 

○副主査（三井美和香君） ありがとうございます。 

 意見なんですけども、令和４年度２月に実施した市内に住む全ての18歳以上の外国人市民ア

ンケートで、生活上知りたい情報として、税金、年金、医療や健康保険、地震、台風などの防

災情報、日本語の勉強の順に多く、情報入手を希望するＳＮＳはＬＩＮＥとかフェイスブック、

ユーチューブが挙げられているので、さらなる情報の周知をお願いいたします。 

 また、外国人の対応に際しては、職員がやさしい日本語を意識して使うことをお願いいたし

ます。 

 区役所の開庁時以外でも生活情報のパンフレット等を受け取れる工夫をしてください。住民

登録のとき、防災マップを配布するときは、外国人に対する防災の取組は不十分な点も見受け

られますので、例えば、災害時における外国人支援策を検討していただけるようお願いいたし

ます。 

 多文化共生を推進するため、区役所が進めるべきことについて、多文化共生意識の醸成も重

要です。区役所は今後、この点を強化し、地域住民と外国人の交流の場を検討すべきです。 

 続きまして、40ページなんですけども、危機管理部防災ラジオの更新について、青山委員か

らも御意見は出たんですけども、意見だけ述べさせていただきます。 

 防災ラジオを配付しても、未使用者や市民への周知をしていないと有事の際に全く意味をな

さないので、他局と連携して、コミュニティＦＭを市民に広く周知をお願いいたします。 

 大規模地震の発生時や風水害の恐れがある場合など、防災行政無線による情報提供が行われ

ますが、様々な状況の中で聞こえにくい場合も想定されます。災害時要支援護者の名簿の登録

で、防災ラジオの設置を希望される方には、無償の貸出しも御検討ください。 
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 続きまして、総務局情報経営部の43ページです。 

 あなたが使える制度お知らせサービスについてです。 

 我が会派の提案から実現した本サービスについてお伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 三井副主査、よろしいですか。幹事長会議で、分科会副主査は、決

算委員会特別副委員長として、会派の意見を述べないこと、質問はできるだけしないこととい

うことで決まっておりますので、よろしいでしょうか。（中村委員「少し間違えている。質問

をしないことではなくて、質問はしてもいいけれども、意見は公平公正の関係からどうこうと

いう」と呼ぶ。） 

○副主査（三井美和香君） 了解しました。ちょっと会派のほうで頼まれましたので、個人的

に端的に申し上げます。 

 このプッシュ型のサービスをさらに拡充し、登録者を増やすことで、市民サービスの向上と

なることが、そのために今後どのように取り組まれるのかお伺いします。 

○主査（前田健一郎君） 業務改革推進課長。 

○業務改革推進課長 業務改革推進課でございます。 

 これまでも通知対象の制度の拡充を行いまして、市民サービスの向上に努めてまいりました。

今後もアンケート調査を実施いたしまして、利用者のニーズを把握しながら、通知制度の拡充

等を行ってまいりたいと考えております。 

 また、先ほどもちょっと触れましたけども、登録者数を増加させるために、これまでも市政

だより等の一般的な方法だけではなく、イオンですとかイトーヨーカ堂、ビックカメラ等にお

いてポスターを掲示したり、パンフレットを配布したりと周知に努めてまいりました。 

 さらに、これらに加えまして、今年度からは公民館におけるデジタルサイネージへの掲示を

行っておりますが、今後も様々な手法によりまして、積極的なＰＲ、広報を行うことで、登録

者の増加を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） 三井副主査。 

○副主査（三井美和香君） すばらしいサービスであるので、市民への周知をさらに徹底して

いただくようお願いいたします。 

 危機管理部40ページ、こちら、私の意見としまして、危機管理センターについてお伺いしま

す。 

 先般の台風や線状降水帯による豪雨で災害対策本部が立ち上がり、早速本システムが生かさ

れたことが確認できました。また、市民サービスとして、防災ポータルサイトも出来上がった

とお伺いしましたが、どれだけの方が実際に発災時に閲覧されたのかという、さっき誰かが質

問されましたので、次、多くの市民に災害時に見ていただきたいのですが、そのためにはどの

ような取組を行うのか、お伺いいたします。 

○主査（前田健一郎君） 防災対策課長。 

○防災対策課長 防災対策課でございます。 

 防災ポータルサイトを広める施策としましては、防災啓発に関するチラシやホームページ、

市政だよりなどで紹介するとともに、大雨が予測される場合などに注意喚起を事前にやるんで

すが、その注意喚起の安全・安心メールだとか、ＳＮＳ等でポータルサイトのリンクを張るほ
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か、市民向けの研修などで実際の画面を見ていただきながら、このポータルサイトの周知を図

っているところでございます。 

 また、こちら側といたしましても、ポータルサイトのお知らせ欄を定期的に更新するなど、

平時から見ていただけるような工夫をしていきたいと思っております。 

○主査（前田健一郎君） 三井副主査。 

○副主査（三井美和香君） さらなる取組をお願いいたします。 

 最後なんですけど、防災備蓄品の整備につきまして、中村委員からもミルクのことですとか、

子供のやっぱり防災グッズですね。先日、ある公民館で保育園の子供さんが避難したときに、

大人のトイレじゃやっぱり不便を感じたらしくて、おまるとかがあったほうがいいという御意

見を伺いましたので、子供の防災備蓄品の整備もよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○主査（前田健一郎君） ほかに御質疑等がなければ、以上で総務局所管の審査を終わります。 

 総務局の方々、長時間ありがとうございました。 

［総務局退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（前田健一郎君） それでは、財政局及び総務局所管について、指摘要望事項の有無、

また、ある場合はその項目について意見をお伺いします。 

 なお、１分科会当たりの提案件数は原則２件までとなっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、仮に発言者がお一人であっても、内容がふさわしく、反対する意見がなければ、指摘

要望事項とすることは可能とされておりますので、このことを御理解の上、御協議いただきた

いと思います。 

 それでは、財政局及び総務局所管について、指摘要望事項の有無、また、ある場合は、その

項目について御意見をお願いいたします。 

 初めに、財政局についてはいかがでしょうか。野本委員。 

○委員（野本信正君） 財政の健全化について一層努力するとともに、市債の有効活用など、

市民生活の向上に寄与するようにということを私としては申し上げておきます。 

○主査（前田健一郎君） 正副主査で検討させていただきます。 

 次に、総務局についてはいかがでしょうか。中村委員。 

○委員（中村公江君） 危機管理も含めて、災害対策が結構皆さんからたくさん出されていた

と思うので、やっぱり災害に備えた対策というのを万全にしていただきたいということでの充

実を求めるということであれば、どこの皆さんにとってもいいのかなというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○主査（前田健一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（前田健一郎君） そうしましたら、正副主査で今の意見を参考にさせていただきたい

と思います。 

 それでは、ただいまの御意見を踏まえ、正副主査において財政局、総務局所管の指摘要望事
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項の案文を作成させていただき、９月27日水曜日の本会議散会後に開催される分科会におきま

して御検討をお願いいたします。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 次回は９月22日金曜日の10時より総務分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。お疲れ様でした。 

 

午後５時７分散会 

 

 


